
信
用
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協
会
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の
法
的
再
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㈢

二
一
世
紀
へ
の
金
融
変
革
の
な
か
で
の
公
的
保
証
機
関
取
引
と
今
後

鶴

井

俊

吉

平

野

真

由

序

論

本
稿
の
執
筆
動
機
と
考
察
方
法

第
Ⅰ
編

信
用
保
証
協
会
取
引
の
現
状
と
問
題
点
（
以
上
本
誌
第
九
巻
第
二
号
掲
載
）

第
Ⅱ
編

保
険
的
構
成
（
以
上
本
誌
第
九
巻
第
三
号
掲
載
）

第
Ⅲ
編

与
信
委
任
的
構
成

第
Ⅳ
編

信
用
創
造
型
保
証

ま
と
め
と
展
望
（
以
上
本
号
掲
載
）

第
Ⅲ
編

与
信
委
任
的
構
成

第
Ⅲ
編
で
は
、「
与
信
委
任
的
構
成
」
に
相
応
し
い
と
思
わ
れ
る
取
引
形
態
の
「
法
的
分
析
」
を
お
こ
な
う
。
第
Ⅲ
編
が
対
象
と
す
る

信
用
保
証
協
会
取
引
の
「
法
的
分
析
」
を
お
こ
な
う
前
提
と
し
て
、
分
析
対
象
で
あ
る
「
与
信
委
任
的
構
成
」
に
相
応
し
い
と
思
わ
れ

一

信
用
保
証
協
会
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引
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構
成
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（
鶴
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る
取
引
形
態
の
「
取
引
理
念
」
を
、
信
用
保
証
協
会
取
引
の
理
想
と
対
比
し
て
確
認
す
る
。

以
上
が
、
第
Ⅲ
編
の
考
察
の
大
枠
（
枠
組
み
）
で
あ
る
。

第
一
章

取
引
理
念政

策
の
推
進

本
稿
で
は
、
信
用
保
証
協
会
取
引
の
理
想
を
損
失
最
小
化
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
信
用
保
証
協
会
の
取
引
理
想
（
損
失
最
小
化
）
を
受

け
て
、
保
険
的
構
成
の
取
引
理
念
は
収
支
相
償
と
さ
れ
た
。

し
か
し
、
収
支
相
償
と
い
う
取
引
理
念
じ
た
い
か
ら
も
窺
い
知
れ
る
よ
う
に
、
信
用
保
証
協
会
取
引
は
信
用
保
証
協
会
の
利
益
追
求

そ
の
も
の
が
究
極
目
的
で
は
な
い
。

信
用
保
証
協
会
の
目
的
は
、
第
一
に
中
小
零
細
事
業
者
に
対
す
る
金
融
支
援
で
あ
り（
信
用
保
証
協
会
法
一
条
参
照
）、
第
二
に
中
小
零

細
事
業
者
の
金
融
支
援
を
通
じ
た
よ
り
広
い
意
味
で
の
社
会
的
支
援
（
本
稿
の
特
色
）
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
信
用

保
証
協
会
の
金
融
を
通
じ
た
中
小
零
細
事
業
者
お
よ
び
社
会
支
援
と
い
う
存
立
意
義
か
ら
す
れ
ば
、
前
述
し
た
収
支
相
償
と
い
う
取
引

理
念
の
ほ
か
に
、「
政
策
の
推
進
」
が
取
引
理
念
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

政
策
推
進
の
具
体
的
な
方
向
性
は
、
現
在
既
に
実
施
さ
れ
て
い
る
中
小
零
細
事
業
者
に
対
す
る
「
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
」
と
、
今
後

の
信
用
保
証
協
会
の
役
割
を
見
据
え
た
よ
り
広
い
社
会
的
支
援
と
い
う
観
点
か
ら
「
Ｓ
Ｒ
Ｉ
（
社
会
的
責
任
投
資
）」
と
が
考
え
ら
れ
る
。

後
者
の
Ｓ
Ｒ
Ｉ
に
関
し
て
は
、
特
に
現
在
既
に
信
用
保
証
協
会
で
実
施
さ
れ
て
い
る
と
い
う
性
質
の
取
引
で
は
な
い
の
で
、
Ｓ
Ｒ
Ｉ
じ

た
い
の
一
般
論
に
つ
い
て
も
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。
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第
一
節

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト

中
小
零
細
事
業
者
は
、
一
般
的
に
資
産
が
少
な
く
環
境
変
化
に
脆
弱
で
あ
る
。

一
九
九
七
年
の
日
本
で
は
、
前
述
の
よ
う
に
北
海
道
拓
殖
銀
行
や
山
一
證
券
と
い
っ
た
大
手
金
融
機
関
が
経
営
破
綻
を
し
た
。
こ
の

よ
う
な
金
融
機
関
の
厳
し
い
経
営
状
況
と
、
行
政
監
督
当
局
の
厳
し
い
経
営
状
況
に
あ
る
金
融
機
関
に
対
す
る
い
わ
ゆ
る
早
期
是
正
措

置
制
度
の
存
在
な
ど
の
影
響
も
あ
っ
て
、
金
融
機
関
の
貸
渋
り
が
生
じ
た
。
こ
う
し
た
貸
渋
り
な
ど
の
金
融
環
境
を
受
け
て
、
翌
一
九

九
八
年
一
〇
月
よ
り
、
金
融
安
定
化
特
別
保
証
制
度
が
創
設
さ
れ
た
。
こ
の
金
融
安
定
化
特
別
保
証
制
度
は
、
二
〇
〇
一
年
三
月
末
ま

で
二
年
半
ほ
ど
施
行
さ
れ
た
。

金
融
安
定
化
特
別
保
証
制
度
が
終
了
す
る
直
前
の
二
〇
〇
〇
年
秋
に
は
、
信
用
保
証
協
会
保
証
の
保
証
残
元
金
に
対
し
て
、
信
用
保

証
協
会
が
中
小
企
業
信
用
保
険
や
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
損
失
塡
補
を
受
け
な
い
信
用
保
証
協
会
み
ず
か
ら
が
負
担
す
る
純
粋
リ
ス
ク

部
分
の
八
割
の
補
塡
を
別
途
受
け
ら

）

れ
る
経
営
安
定
関
連
保
証
（
い
わ
ゆ
る
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
保
証
）
が
創
設
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
中

小
零
細
事
業
者
の
取
引
金
融
機
関
が
破
綻
し
当
該
中
小
零
細
事
業
者
の
事
業
資
金
調
達
に
困
難
が
生
じ
て
い
る
と
き
、
中
小
零
細
事
業

者
を
経
営
安
定
関
連
保
証
（
い
わ
ゆ
る
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
保
証
）
の
対
象
と
指
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
小
零
細
事
業
者
の
事
業
資
金

の
供
給
を
円
滑
に
し
た
。

こ
の
よ
う
な
金
融
な
ど
の
経
済
環
境
変
化
に
脆
弱
な
中
小
零
細
事
業
者
に
対
す
る
時
の
経
済
政
策
に
相
応
し
い
経
営
安
定
関
連
保
証

（
い
わ
ゆ
る
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト

）

保
証
）
は
、
現
在
で
は
信
用
保
証
協
会
保
証
全
体
の
な
か
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て

）

い
る
。
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）

こ
の
よ
う
に
信
用
保
証
協
会
の
保
証
引
受
リ
ス
ク
を
軽
減
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
信
用
保
証
協
会
じ
た
い
の
保
証
引
受
け
の
動
機
付

け
を
高
め
る
政
策
的
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
政
策
は
、
単
な
る
「
保
護
」
政
策
（「
救
済
」
策
）
で
は
な
い
（
前
編
第
一
章
第
一
節
）。

）

た
と
え
ば
、
原
油
価
格
の
高
騰
に
よ
り
、
製
造
業
に
お
け
る
加
工
費
や
運
搬
業
者
の
燃
料
費
、
こ
れ
ら
に
よ
り
製
造
業
の
原
材
料
費
な

ど
も
高
ま
り
、
費
用
の
増
加
を
取
引
価
格
に
転
嫁
せ
ざ
る
を
得
ず
結
果
と
し
て
前
年
同
月
比
で
一
定
割
合
以
上
売
上
高
減
少
を
招
き
事
業
資

金
繰
り
に
困
難
を
来
た
し
て
い
る
中
小
零
細
事
業
者
を
対
象
と
し
た
も
の
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
（
具
体
的
に
は
、
中
小
企
業
信
用
保
険
法
二

条
三
項
五
号
に
よ
る
経
済
産
業
大
臣
の
対
象
業
種
指
定
が
考
え
ら
れ
る
）。

）

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
保
証
は
、
日
本
の
信
用
保
証
協
会
保
証
の
ル
ー
ツ
に
合
致
す
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
日
本
の
信
用
保
証
協
会
保
証
の
ル
ー
ツ
は
、
前
述
の
と
お
り
中
小
零
細
事
業
者
の
金
融
円
滑
化
と
い
う
見
地
か
ら
、
臨
時

応
急
的
な
性
質
を
有
す
る
も
の
と
し
て
始
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
前
編
第
一
章
第
三
節
Ⅰ
）。

第
二
節

Ｓ
Ｒ
Ｉ
（S

o
cia
lly R

esp
o
n
sib
le In

v
estm

en
t ：

社
会
的
責
任
投
資
）

以
下
で
は
、
Ｓ
Ｒ
Ｉ
の
考
え
方
を
述
べ
、
そ
の
よ
う
な
Ｓ
Ｒ
Ｉ
と
い
う
考
え
方
の
現
実
的
な
必
要
性
と
、
許
容
性
を
順
に
論
述
す
る
。

Ⅰ

Ｓ
Ｒ
Ｉ
と
は

社
会
的
な
責
任
を
果
た
す
企
業
を
支
持
す
る
投
資
を

）

い
う
。
企
業
行
動
に
影
響
を
与
え
、
良
い
社
会
を
形
成
す
る
た
め
の
投
資
と
い

わ
れ
て

）

い
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
制
度
は
、
企
業
の
社
会
的
責
任
（C

S
R
:
C
o
rp
o
ra
te S

o
cia
l R

esp
o
n
sib
ility

）
の
推
進
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
。
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Ⅱ

支
援
の
必
要
性

こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
社
会
的
責
任
企
業
に
対
す
る
支
援
の
必
要
性
に
は
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
現
実
的
な
国
家
観
の
実
現
と
、

中
小
零
細
事
業
者
へ
の
投
資
環
境
・
仕
組
み
の
育
成
と
い
う
二
つ
の
側
面
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一

小
さ
な
政
府
に
よ
る
民
へ
の
役
割
の
期
待

一
八
世
紀
後
半
・
一
九
世
紀
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
自
由
国
家
（
夜
警
国
家
）
の
時
代
で
あ
っ
た
。
自
由
国
家
（
夜
警
国
家
）
の
後
、

二
〇
世
紀
に
入
り
福
祉
国
家
が
要
請
さ
れ
た
。
し
か
し
、
肥
大
化
し
た
大
き
な
行
政
府
は
一
九
八
〇
年
代
頃
か
ら
財
政
赤
字
解
消
の
た

め
に
行
財
政
改
革
を
お
こ
な
い
始
め
、
小
さ
な
政
府
へ
の
転
換
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

小
さ
な
政
府
へ
の
移
行
は
、
民
間
の
な
か
で
も
社
会
的
な
影
響
力
の
強
い
、
特
に
企
業
に
（
対
従
業
員
・
近
隣
住
民
・
消
費
者
・
取
引
先

な
ど
と
接
触
）
社
会
的
な
役
割
を
担
う
期
待
が
も
た
れ
（
Ｃ
Ｓ
Ｒ：

企
業
の
社
会
的
責
任
）、
そ
う
し
た
社
会
的
な
役
割
を
担
う
企
業
・
事
業

を
支
援
す
る
必
要
性
が
従
前
に
も
増
し
て
大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
。

二

株
式
投
資
先
と
な
り
難
い
中
小
零
細
事
業
者
へ
の
支
援

中
小
零
細
事
業
者
が
す
べ
て
株
式
会
社
形
態
で
は
な
い
し
、
そ
も
そ
も
中
小
零
細
事
業
者
へ
の
投
資
の
確
立
さ
れ
た
安
定
し
た
仕
組

み
じ
た
い
が
少
な
く
と
も
現
在
の
日
本
に
は
存
在
し
な
い
、
ま
た
は
僅
少
と
思
わ
れ
る
。
仮
に
投
資
先
に
適
す
る
と
思
わ
れ
る
中
小
零

細
事
業
者
を
抽
出
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
の
数
や
規
模
か
ら
投
資
と
し
て
魅
力
的
か
、
ま
た
継
続
的
に
中
小
零
細
事
業
者
へ
の
投
資
の
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仕
組
み
じ
た
い
が
機
能
し
維
持
で
き
る
か
は
実
際
上
困
難
で
あ
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
中
小
零
細
事
業
者
に
対
す
る
投
資
環
境
の
困
難
な
状
況
の
下
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
支
援
の
初
期
の
段
階
に
お
い
て

は
公
的
な
支
援
を
施
す
必
要
性
も
存
在
す
る
。
公
的
支
援
を
施
す
と
し
た
場
合
に
は
、
中
小
零
細
事
業
者
に
身
近
に
信
用
補
完
事
業
を

お
こ
な
っ
て
き
た
実
績
の
あ
る
信
用
保
証
協
会
を
活
用
す
る
こ
と
は
一
つ
の
選
択
肢
と
考
え
ら

）

れ
る
。

Ⅲ

支
援
の
許
容
性

社
会
的
責
任
企
業
支
援
の
許
容
性
は
、
以
下
に
述
べ
る
投
資
収
益
性
と
社
会
意
識
や
世
界
的
潮
流
が
考
え
ら
れ
る
。

一

収
益
性

一
九
九
五
年
に
「
持
続
可
能
な
た
め
の
経
済
人
会
議
」（W

B
C
D
:
W
o
rld B

u
sin
ess C

o
u
n
cil F

o
r S
u
sta
in
a
b
le D

ev
elo
p
m
en
t

）
の

委
嘱
を
受
け
た
ス
イ
ス
の
大
手
銀
行
（
Ｕ
Ｂ
Ｓ
）
と
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
保
険
会
社
（
ス
ト
ア
ー
ブ
ラ
ン
ド
社：

S
to
reb

ra
n
d

）
を
中
心
と
し
た

研
究
グ
ル
ー
プ
は
、
企
業
の
社
会
的
な
正
当
性
と
株
式
利
回
り
と
の
肯
定
的
な
因
果
関
係
を
立
証
し
、
特
に
こ
の
う
ち
の
ス
イ
ス
の
大

手
銀
行
は
か
つ
て
自
社
が
設
定
し
た
エ
コ
フ
ァ
ン
ド
の
長
期
利
回
り
が
モ
ー
ガ
ン
・
ス
タ
ン
レ
ー
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ

ナ
ル
（M

S
C
I:M

o
rg
a
n S

ta
n
ley C

a
p
ita
l In

tern
a
tio
n
a
l

）
株
式
指
数
を
恒
常
的
に
上
回
っ
た
こ
と
を
検
証
し
た
旨
を
紹
介
し
て
い
る
。

こ
の
企
業
の
社
会
的
な
正
当
性
と
株
式
利
回
り
と
の
肯
定
的
な
因
果
関
係
を
考
え
て
み
る
と
、
社
会
の
法
令
を
守
り
社
会
か
ら
支
持
さ

れ
る
活
動
を
お
こ
な
う
企
業
は
、
社
会
的
な
信
頼
も
得
て
リ
ス
ク
の
少
な
い
発
展
性
の
あ
る
良
き
企
業
と
い
え
そ
う
で

）

あ
る
。
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二

社
会
意
識
と
世
界
的
潮
流

1

社
会
意
識

金
儲
け
（
収
益
重
視
）
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
何
か
社
会
に
と
っ
て
良
い
こ
と
を
し
た
い
と
の
思
い
か
ら
投
資
に
至
る
現
象
・
動
向

が
あ
る
。
こ
の
人
々
の
社
会
に
と
っ
て
良
い
こ
と
を
し
た
い
と
の
思
い
の
風
潮
は
、
一
九
九
九
年
に
日
興
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が

環
境
問
題
に
取
組
む
企
業
の
み
を
組
入
れ
た
「
日
興
エ
コ
フ
ァ
ン
ド
」
を
設
定
し
、
注
目
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
九
九
九
年
の
日
興

エ
コ
フ
ァ
ン
ド
後
も
、
た
と
え
ば
二
〇
〇
〇
年
に
は
朝
日
ラ
イ
フ
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
環
境
に
加
え
て
、
消
費
者
対
応
・
雇
用
・

市
民
社
会
貢
献
の
四
つ
の
側
面
か
ら
企
業
評
価
を
お
こ
な
い
運
用
対
象
を
決
め
る「
あ
す
の
は
ね
」を
設
定
し
、
多
く
の
社
会
貢
献
フ
ァ

ン
ド
が
存
在
す
る
状
況
で

）

あ
る
。
投
資
目
的
の
多
様
化
に
よ
っ
て
、
単
な
る
投
資
リ
タ
ー
ン
（
金
利
・
利
回
り
）
よ
り
も
、
む
し
ろ
投
資

家
じ
し
ん
の
投
資
資
産
の
使
わ
れ
方
（
使
途
）
を
重
要
視
し
て
投
資
を
お
こ
な
う
風
潮
も
社
会
的
に
一
般
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

た
。
Ｓ
Ｒ
Ｉ
の
存
在
を
知
っ
て
い
る
個
人
投
資
家
に
お
け
る
具
体
的
投
資
ニ
ー
ズ
に
よ
る
と
、
既
に
購
入
し
て
い
る
、
も
し
く
は
購
入

は
し
て
い
な
い
が
関
心
が
あ
る
と
回
答
し
た
個
人
投
資
家
は
、日
本
七
六

九
％
・
ア
メ
リ
カ
六
九

〇
％
・
イ
ギ
リ
ス
六
六

九
％
と
な
っ

て
お
り
、
日
本
の
投
資
家
の
関
心
が
Ｓ
Ｒ
Ｉ
先
進
国
の
ア
メ
リ
カ
あ
る
い
は
イ
ギ
リ
ス
よ
り
も
高
い
こ
と
が
示
さ
れ
て

）

い
る
。
日
本
に

お
け
る
Ｓ
Ｒ
Ｉ
の
認
知
度
は
ま
だ
ま
だ
低
い
も
の
の
、
日
本
で
は
Ｓ
Ｒ
Ｉ
の
発
想
や
思
想
が
理
解
さ
れ
易
い
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
行
政
を
考
え
て
も
、
た
と
え
ば
環
境
に
対
す
る
企
業
の
応
対
に
関
し
、
行
政
が
企
業
の
社
会
的
責
任
（
Ｃ
Ｓ
Ｒ
）
を
果
た
す
方

向
性
を
援
助
・
助
長
・
促
進
す
る
た
め
に
、（
α
）
補
助
金
交
付
や
（
β
）
税
制
優
遇
や
（
γ
）
借
入
金
利
補
助
な
ど
お
こ
な
う
施
策
を

実
際
に
展
開
し
て
い
る
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
。
中
央
省
庁
も
、
二
〇
〇
二
年
の
環
境
省
に
よ
る
「
金
融
業
に
お
け
る
環
境
配
慮
行
動

に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
」
の
公
表
や
、
二
〇
〇
三
年
の
経
済
産
業
省
の
「
企
業
の
社
会
的
責
任
と
新
た
な
資
金
の
流
れ
に
関
す
る
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研
究
会
」
の
立
上
げ
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
取
組
み
が
図
ら
れ
て
い
る
。

2

世
界
的
潮
流

オ
ラ
ン
ダ
で
は
、
中
央
銀
行
と
大
蔵
省
が
認
定
す
る
グ
リ
ー
ン
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
七
〇
％
以
上
投
資
し
て
い
る
と
認
定
さ
れ
た
グ

リ
ー
ン
フ
ァ
ン
ド
を
購
入
す
る
場
合
に
は
年
間
四
五
〇
万
円
ま
で
が
税
額
控
除
の
対
象
と
な
り
、
さ
ら
に
グ
リ
ー
ン
フ
ァ
ン
ド
の
投
資

の
配
当
は
非
課
税
と
す
る
優
遇
措
置
が
整
え
ら
れ
て

）

い
る
。

ま
た
、
二
〇
〇
〇
年
に
イ
ギ
リ
ス
で
は
年
金
法
改
正
に
よ
り
、
運
用
受
託
者
に
投
資
銘
柄
の
選
定
に
あ
た
っ
て
の
環
境
面
・
社
会
面
・

倫
理
的
側
面
の
検
討
を
ど
の
よ
う
に
お
こ
な
い
、
ま
た
投
資
に
付
随
す
る
議
決
権
な
ど
の
権
利
の
実
行
に
関
す
る
方
針
に
つ
い
て
、
投

資
基
本
方
針
書
に
記
載
す
る
旨
の
情
報
開
示
義
務
が
課
せ
ら

）

れ
た
。
イ
ギ
リ
ス
年
金
法
改
正
に
よ
る
情
報
開
示
義
務
に
よ
り
、
二
〇
〇

〇
年
の
年
金
基
金
の
う
ち
金
額
ベ
ー
ス
で
七
八
％
も
が
Ｓ
Ｒ
Ｉ
方
針
を
採
用
す
る
に
至

）

っ
た
。
翌
二
〇
〇
一
年
に
は
、
ド
イ
ツ
で
も
年

金
法
が
先
の
イ
ギ
リ
ス
と
同
様
に
情
報
開
示
義
務
を
課
す
よ
う
に
な

）

っ
た
。
そ
し
て
、
同
二
〇
〇
一
年
に
フ
ラ
ン
ス
で
は
会
社
法
が
改

正
さ
れ
、
上
場
企
業
を
対
象
に
、
環
境
面
・
社
会
面
の
情
報
開
示
が
義
務
付
け
ら

）

れ
た
。
な
お
、
二
〇
〇
一
年
に
は
イ
ギ
リ
ス
で
世
界

初
の
Ｃ
Ｓ
Ｒ
担
当
大
臣
が
任
命
さ
れ
、
翌
二
〇
〇
二
年
に
は
フ
ラ
ン
ス
で
Ｃ
Ｓ
Ｒ
担
当
大
臣
が
誕
生

）

し
た
。
Ｓ
Ｒ
Ｉ
と
密
接
な
Ｃ
Ｓ
Ｒ

に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
の
積
極
的
な
国
家
的
取
組
み
が
、
極
め
て
よ
く
理
解
で
き
る
。

信
用
保
証
協
会
取
引
の
今
後
の
あ
る
べ
き
取
引
の
姿
・
か
た
ち
と
し
て
「
社
会
的
責
任
投
資
（
Ｓ
Ｒ
Ｉ
）
的
取
引
」
を
考
え
た
場
合
、

信
用
保
証
協
会
が
主
導
的
に
社
会
に
有
意
義
な
事
業
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
へ
金
融
支
援
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
身
障
者
や

子
育
て
中
の
母
親
や
高
齢
者
の
就
業
に
積
極
的
な
企
業
、
製
造
業
に
お
け
る
製
造
物
じ
た
い
や
製
造
過
程
に
お
け
る
環
境
へ
の
適
切
な

配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
企
業
な
ど
へ
の
、
よ
り
積
極
的
な
金
融
支
援
が
考
え
ら
れ
る
。
信
用
保
証
協
会
が
主
導
的
に
社
会
に
有
意
義
な
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事
業
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
へ
金
融
支
援
の
役
割
を
担
う
の
は
、
金
融
支
援
の
方
式
が
主
た
る
債
務
者
へ
の
直
接
貸
出
し
で
は
な
く
、
民
間

金
融
機
関
を
活
か
す
と
い
う
意
味
に
お
い
て
間
接
的
な
保
証
形
態
を
使
う
べ
き
と
の
考
え
か
ら
で
あ
る
。

）

首
藤
惠
「
機
関
投
資
家
の
コ
ー
ポ
レ
イ
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
社
会
的
責
任
投
資－

英
国
の
経
験－

」
経
済
学
論
纂
（
中
央
大
学
）
四
三

巻
三
・
四
号
一
七
七
頁
。

）

M
ich
a
el S

.K
n
o
ll,E

th
ica
l S
creen

in
g in M

o
d
ern F

in
a
n
cia
l M

a
rk
ets:T

h
e C

o
n
flictin

g C
la
im
s U

n
d
erly

in
g S

o
cia
lly

 
R
esp

o
n
sib
le In

v
estm

en
t,
57 B

u
s.
L
a
w
 
681,

682.

）

前
述
し
た
よ
う
に
東
京
都
が
中
小
企
業
が
発
行
す
る
社
債
を
証
券
化
し
て
投
資
家
へ
販
売
す
る
際
に（
Ｃ
Ｂ
Ｏ
）、
信
用
補
完
の
た
め
に

公
的
保
証
機
関
で
あ
る
信
用
保
証
協
会
保
証
が
実
際
上
不
可
欠
と
な
っ
た
（
前
編
第
二
章
第
二
節
Ⅱ
二
）
と
の
発
想
と
同
様
で
あ
る
。

）

吉
岡
庸
光
「
社
会
的
責
任
投
資
へ
の
期
待
（
上
）」
労
働
の
科
学
五
八
巻
四
号
三
四
・
三
五
頁
。

）

藤
田
利
之
「
認
識
さ
れ
は
じ
め
た
Ｓ
Ｒ
Ｉ
（
社
会
的
責
任
投
資
）」
月
刊
取
締
役
の
法
務
一
〇
三
号
四
〇
・
四
一
頁
。

）

金
井
司
「
Ｓ
Ｒ
Ｉ
と
労
働
問
題
」
季
刊
労
働
法
二
〇
八
号
四
〇
頁
。

）

岸
本
幸
子
「
社
会
的
責
任
投
資
の
動
向
と
日
本
企
業
」
部
落
解
放
研
究
一
四
八
号
一
六
頁
。

）

森
祐
司
「
ア
メ
リ
カ
年
金
基
金
に
お
け
る
Ｅ
Ｔ
Ｉ
と
社
会
的
ス
ク
リ
ー
ン
投
資－

年
金
資
産
運
用
に
お
け
る
社
会
的
責
任
投
資
の
考

察
」
証
券
経
済
研
究
四
二
号
二
三
八
頁
。

）

岸
本
・
前
掲
注
（

）。

）

貞
清
栄
子
「
社
会
的
責
任
投
資
（
Ｓ
Ｒ
Ｉ
）
の
動
向
に
つ
い
て
」
調
査
レ
ポ
ー
ト
（
三
井
ト
ラ
ス
ト
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
）
三
九
号

一
三
頁
。

）

貞
清
・
前
掲
注
（

）。

）

貞
清
・
前
掲
注
（

）。
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第
二
章

取
引
形
態

現
在
既
に
存
在
す
る
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
保
証
と
、
今
後
を
見
据
え
て
本
稿
が
提
案
す
る
Ｓ
Ｒ
Ｉ
保
証
（
仮
称
）
と
に
分
け
て
よ
り
具

体
的
に
論
述
す
る
が
、
両
者
い
ず
れ
も
本
稿
が
考
え
る
与
信
委
任
的
構
成
が
相
応
し
い
と
思
わ
れ
る
取
引
形
態
で
あ
る
。

第
一
節

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
保
証

与
信
対
象
を
漠
然
・
抽
象
的
と
は
い
え
信
用
保
証
協
会
が
あ
ら
か
じ
め
金
融
機
関
に
明
示
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
明
示
さ
れ
た
信
用
保

証
協
会
の
意
向
（
制
度

）

要
件
）
に
合
致
す
る
中
小
零
細
事
業
者
を
信
用
保
証
協
会
へ
保
証
依

）

頼
し
、
信
用
保
証
協
会
と
保
証
契
約
を
成
立

さ
せ
、
信
用
保
証
協
会
と
金
融
機
関
と
が
保
証
制
度
を
維
持
・
運
営
す
る
共
同
体
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
（
な
お
、
信
用
保
証
協
会
と
金
融
機
関
と
の
「
共
同
体
性
」
と
い
う
理
解
は
、
与
信
委
任
的
取
引
と
信
用
創
造
型
保
証
の
対
比
場
面
で
も
活
か
さ

れ
る
）。）

た
と
え
ば
、
前
述
の
原
油
価
額
の
高
騰
に
よ
る
事
業
売
上
減
少
の
例
（
前
章
第
一
節
）
の
ほ
か
、
非
食
用
米
穀
の
不
正
規
流
通
に
よ
る

消
費
者
不
安
か
ら
、
米
穀
を
原
材
料
と
す
る
日
本
酒
や
煎
餅
類
な
ど
関
係
業
者
の
対
前
年
同
月
比
の
一
定
割
合
以
上
の
売
上
減
少
を
保
証
の

資
格
要
件
と
す
る
こ
と
な
ど
も
考
え
ら
れ
る
（
こ
の
場
合
も
前
述
し
た
と
お
り
、
中
小
企
業
信
用
保
険
法
二
条
三
項
五
号
に
よ
る
経
済
産
業

大
臣
の
対
象
業
種
指
定
が
考
え
ら
れ
る
）。

）

本
編
で
考
察
対
象
と
し
て
い
る
「
与
信
委
任
的
構
成
」
で
は
与
信＝

信
用
付
与
（
貸
付
な
ど
）
を
信
用
保
証
協
会
が
金
融
機
関
に
委
任

す
る
取
引
形
態
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
が
、
こ
の
「
与
信
委
任
」
と
金
融
機
関
が
信
用
保
証
協
会
に
お
こ
な
う
「
保
証
依
頼
」
と
を
混
同
さ
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れ
な
い
よ
う
注
意
を
喚
起
し
た
い
。

第
二
節

Ｓ
Ｒ
Ｉ
保
証
（
仮
称
）

今
後
の
信
用
保
証
協
会
取
引
の
一
つ
の
か
た
ち
と
し
て
、
信
用
保
証
協
会
が
取
引
金
融
機
関
へ
社
会
に
有
意
義
な
事
業
や
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
モ
デ
ル
を
あ
ら
か
じ
め
掲
げ
、
そ
の
よ
う
な
社
会
に
有
意
義
な
事
業
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
適
う
中
小
零
細
事
業
者
の
融
資
保
証

の

）

依
頼
を
金
融
機
関
を
通
じ
て
お
こ
な
っ
て
も
ら
い
、
信
用
保
証
協
会
が
保
証
引
受
審
査
を
お
こ
な
う－

こ
の
よ
う
な
政
策
推
進
型
の

取
引
形
態
も
公
的
保
証
機
関
取
引
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

）

前
掲
注
（

）
参
照
。

第
三
章

法
的
分
析

第
Ⅲ
編
が
対
象
と
し
て
い
る
取
引

）

形
態
を
法
的
に
分
析
す
る
と
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
の
か
。

「
分
析
の
視
角
・
観
点
」
を
定
め
て
、
そ
の
分
析
の
視
角
・
観
点
を
ヒ
ン
ト
に
新
た
な
（
保
証
構
成
以
外
の
）
法
的
再
構
成
を
検
討
し
、

そ
う
し
た
新
た
な
法
的
構
成
に
関
す
る
不
都
合
性
を
多
角
的
に
分
析
し
、
検
討
・
分
析
に
基
づ
い
た
帰
結
を
提
示
す
る
。

第
一
節

分
析
の
視
角
・
観
点

第
Ⅲ
編
が
対
象
と
し
て
い
る
取
引
形
態
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
信
用
保
証
協
会
が
主
導
的
に
保
証
対
象
事
業
者
を
あ
ら
か
じ
め
漠
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然
・
抽
象
的
に
掲
げ
（
保
証
制
度
要
件
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
保
証
の
商
品
・
制
度
毎
に
異
な
る
）、
信
用
保
証
協
会
が
掲
げ
た
保
証
対

象
に
適
う
中
小
零
細
事
業
者
を
金
融
機
関
が
信
用
保
証
協
会
へ
保
証

）

依
頼
し
て
、
信
用
保
証
協
会
が
保
証
引
受
審
査
を
お
こ
な
う
と
い

う
も
の
で
あ
る
。

Ⅰ

取
引
の
主
導
性

第
Ⅲ
編
が
対
象
と
し
て
い
る
信
用
保
証
協
会
取
引
形
態
と
保
険
的
構
成
に
相
応
し
い
信
用
保
証
協
会
取
引
形
態
と
の
違
い
は
、
第
Ⅲ

編
が
対
象
と
し
て
い
る
信
用
保
証
協
会
取
引
形
態
が
政
策
目
的
実
現
の
た
め
に
債
権
者
で
あ
る
金
融
機
関
と
の
関
係
に
お
い
て
信
用
保

証
協
会
が
取
引
上
の
起
点
（
出
発
点
）
と
な
っ
て
主
導
的
役
割
を
担
う
の
に
対
し
、
保
険
的
構
成
に
相
応
し
い
信
用
保
証
協
会
取
引
形
態

で
は
、
信
用
保
証
協
会
と
の
関
係
で
被
保
険
者
の
立
場
に
た
つ
金
融
機
関
が
、
主
た
る
債
務
者
の
債
務
不
履
行
リ
ス
ク
の
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
技
術
（
リ
ス
ク
の
予
測
技
術
と
リ
ス
ク
の
転
嫁
技
術
）
を
発
揮
し
て
、
信
用
保
証
協
会
と
ビ
ジ
ネ
ス
共
同
体
と
し
て
活
動
し
信
用
保
証
協

会
取
引
上
の
起
点
（
出
発
点
）
と
な
っ
て
主
導
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
信
用
保
証
協
会
取
引
上
の
起
点
（
出
発
点
）＝
主
導
性
が
、
第
Ⅲ
編
が
対
象
と
し
て
い
る
取
引
形
態
と
保
険
的
構
成
に
相
応

し
い
取
引
形
態
と
で
は
ま
っ
た
く
異
な
る
。
こ
の
取
引
上
の
起
点
（
出
発
点
）＝

主
導
性
の
違
い
を
法
律
的
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
せ
る

か
が
、
一
つ
の
視
点
・
視
角
と
な
り
得
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

Ⅱ

共
同
体
性

た
だ
し
、
第
Ⅲ
編
が
対
象
と
し
て
い
る
取
引
形
態
と
保
険
的
構
成
に
相
応
し
い
取
引
形
態
と
の
比
較
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
取
引
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上
の
起
点
（
出
発
点
）＝

主
導
性
の
違
い
と
い
う
差
異
だ
け
に
着
目
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
逆
に
共
通
点
と
思
わ
れ
る
、
金
融
機
関
と
信

用
保
証
協
会
と
の
い
わ
ば
「
ビ
ジ
ネ
ス
共
同
体
」
と
し
て
の
取
引
活
動
と
い
う
視
点
・
視
角
も
重
要
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
（
先
取
り

す
れ
ば
、
第
Ⅳ
編
の
信
用
創
造
型
保
証
と
の
差
異
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
）。

）

前
掲
注
（

）
参
照
。

）

前
掲
注
（

）
参
照
。

第
二
節

与
信
委
任
的
構
成
の
是
否

本
稿
の
課
題
は
、
①
債
権
者
に
よ
る
信
用
保
証
協
会
保
証
付
債
権
の
譲
渡
に
よ
り
生
じ
る
新
た
な
債
権
者
と
主
た
る
債
務
者
で
あ
る

中
小
零
細
事
業
者
と
の
問
題
（
信
用
保
証
協
会
保
証
付
債
権
の
延
滞
が
発
生
し
て
い
る
な
ど
「
問
題
債
権
」
の
場
合
に
は
、
中
小
零
細
事
業
者
の

金
融
取
引
先
が
融
資
機
能
を
有
し
な
い
整
理
回
収
機
構
な
ど
の
債
権
回
収
会
社
と
な
る
こ
と
に
よ
り
、
信
用
保
証
協
会
の
追
加
保
証
に
よ
る
支
援

可
能
性
が
消
滅
す
る
こ
と
や
、
信
用
保
証
協
会
保
証
付
債
権
が
延
滞
未
発
生
な
ど
の
「
正
常
債
権
」
の
場
合
に
は
融
資
機
能
を
有
し
な
い
債
権
回
収

に
特
化
し
た
整
理
回
収
機
構
な
ど
の
債
権
回
収
会
社
と
金
融
取
引
を
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
資
金
調
達
難
や
風
評
被
害
に
よ
る
事

業
機
会
の
喪
失
な
ど
）
と
、
②
信
用
保
証
協
会
保
証
の
契
約
締
結
後
の
金
融
機
関
の
怠
惰
に
な
り
が
ち
な
債
権
管
理
回
収

）

問
題
、
に
対
す

る
法
的
再
構
成
に
よ
る
克
服
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
①
②
の
課
題
に
対
し
て
、
本
稿
は
当
該
保
証
契
約
じ
た
い
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
当
該
保
証
契
約
の
保
証
対
象
と
な
る
基
本

契
約
や
、
当
該
保
証
契
約
の
実
際
上
の
端
緒
と
な
る
こ
と
が
圧
倒
的
に
多
い
主
た
る
債
務
者
と
保
証
人
間
で
締
結
さ
れ
る
保
証
委
託
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）

契
約
と
い
っ
た
、
保
証
契
約
関
係
全
体
か
ら
考
察
し
、
結
論
を
導
き
出
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
の
問
題
解
決
へ
の
視
角
や
視
点
の
仮
説

を
提
示
し
た
。

そ
の
よ
う
な
問
題
解
決
へ
の
議
論
の
流
れ
の
な
か
で
、
保
険
的
構
成
が
相
応
し
い
と
思
わ
れ
る
取
引
形
態
で
は
、
保
険
と
い
う
制
度

や
仕
組
み
、
ス
キ
ー
ム
全
体
を
維
持
・
発
展
さ
せ
る
た
め
の
法
的
構
成
を
考
察
し
た
の
で
あ
っ
た
。
第
Ⅲ
編
が
考
察
対
象
と
す
る
信
用

保
証
協
会
取
引
形
態
に
お
い
て
も
、
前
述
し
た
よ
う
に
当
該
の
個
別
・
具
体
的
な
取
引
だ
け
に
拘
泥
せ
ず
、
取
引
関
係
全
体
か
ら
の
問

題
解
決
へ
の
帰
結
を
目
指
す
こ
と
と
す
る
。

Ⅰ

海
外
の
法
制

第
Ⅲ
編
が
考
察
対
象
と
す
る
信
用
保
証
協
会
取
引
形
態
で
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
取
引
上
の
起
点
（
出
発
点
）＝

主
導
性
は
信
用
保
証

協
会
（
つ
ま
り
、
保
証
人
）
に
あ
る
。

信
用
保
証
協
会
（
つ
ま
り
、
保
証
人
）
を
起
点
（
出
発
点
）
と
し
て
保
証
契
約
関
係
全
体
を
眺
め
、
信
用
保
証
協
会
の
主
導
性
に
よ
っ
て

広
く
保
証
契
約
関
係
が
成
立
す
る
様
を
構
想
す
る
と
、「
保
証
と
無
償
否
認
」と
い
う
倒
産
法
領
域
に
お
け
る
島
谷
六
郎
裁
判
官
の
反
対

意
見
の
発
想
や
、
実
体
法
領
域
で
は
以
下
に
述
べ
る
フ
ラ
ン
ス
破
毀
院
の
裁
判
例
（
保
証
人
の
保
証
引
受
け
が
債
権
者
の
主
た
る
債
務
者
に

対
す
る
信
用
供
与
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
）
と
、
ロ
ー
マ
法
制
や
ド
イ
ツ
法
制
が
参
考
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一

フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
例
（
破
毀
院
一
九
七
二
年

）

判
決
）

保
証
人
の
義
務
の
コ
ー
ズ
（
筆
者
注：

原
因
）
は
債
権
者
に
よ
っ
て
相
関
的
に
引
受
け
ら
れ
た
義
務
の
考
慮
、
す
な
わ
ち
主
た
る
債
務
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者
へ
の
信
用
供
与
と
さ

）

れ
る
。保
証
人
に
よ
る
債
権
者
へ
の
保
証
債
務
の
引
受
け
と
債
権
者
か
ら
主
た
る
債
務
者
へ
の
信
用
供
与
と
が
、

双
務
契
約
的
な
関
係
に
あ
る
と
い
う
認
識
に
立
っ
て

）

い
る
。

二

ロ
ー
マ
法
と
ド
イ
ツ
法

1

ロ
ー
マ
法
で
の
保
証
原
形
の
一
つ
で
あ
る
「
金
額
貸
与
委
任
」

と
こ
ろ
で
、
ロ
ー
マ
法
で
は
今
日
の
保
証
に
あ
た
る
も
の
が
幾
つ
か
あ

）

っ
た
。
そ
の
一
つ
に
、
債
権
者
の
担
保
保
存

）

義
務（
日
本
民
法

五
〇
四
条
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
二
〇
三
七
条
、
ド
イ
ツ
民
法
七
七
四
条
）
の
起
源
と
な
っ
た
ロ
ー
マ
法
の
「
金
額
貸
与
の
委
任
（m

a
n
d
a
tu
m

 
p
ecu

n
ia
e cred

en
d
a
e:
m
a
n
d
a
tu
m
 
q
u
a
lifica

tu
m

）」
が
あ
る
。
金
額
貸
与
委
任
は
、
無
方
式
の
誠
意
（b

o
n
a
e fid

ei

）
契
約
で

）

あ
る
。

金
額
貸
与
委
任
は
、
委
任
者
（m

a
n
d
a
to
r

）
が
受
任
者
（m

a
n
d
a
to
riu
s

）
に
対
し
第
三
者
に
一
定
額
の
金
銭
を
貸
与
す
べ
き
こ
と
を

委
任
す
る
と
と
も
に
、
委
任
者
は
右
第
三
者
の
金
銭
の
返
還
を
受
任
者
に
担
保
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
質
上
は

委
任
者
が
保
証
人
に
、
受
任
者
が
債
権
者
に
、
右
第
三
者
が
債
務
者
に
あ

）

た
る
。
委
任
者
・
受
任
者
間
の
契
約
（
委
任
契
約
）
と
、
受
任

者
・
第
三
者
間
の
契
約
（
消
費
貸
借
お
よ
び
利
息
支
払
い
の
問
答
契
約
）
は
、
別
個
の
も
の
で

）

あ
る
。
受
任
者
は
、
ま
ず
最
初
に
右
第
三
者

に
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
委
任
者
の
義
務
は
、
右
第
三
者
の
債
務
不
履
行
に
よ
っ
て
現
実
に
受
任
者
の
受
け
た
損

害
を
賠
償
す
る
こ
と
だ
か
ら
で

）

あ
る
。
金
額
貸
与
の
委
任
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
誠
意
契
約
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
受
任
者
で
あ
る
債

権
者
は
、
委
任
者
で
あ
る
保
証
人
に
対
し
委
任
者
の
利
益
を
保
存
す
べ
き
義
務
を

）

負
う
。
受
任
者
が
委
任
者
に
負
う
利
益
保
存
義
務
が
、

債
権
者
の
担
保
保
存
義
務
と
な
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
ポ
テ
ィ
エ
は
、金
額
貸
与
の
委
任
者
は
右
第
三
者
の
債
務
不
履
行
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
べ
き
義
務
を
負
い
、
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ま
た
受
任
者
は
そ
の
委
任
契
約
の
履
行
（
第
三
者
へ
の
貸
付
）
に
よ
っ
て
取
得
し
た
訴
権
を
委
任
者
の
た
め
に
保
存
し
か
つ
訴
権
を
委
任

者
に
譲
渡
す
べ
き
債
権
契
約
を
締
結
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
委
任
者
と
受
任
者
と
の
双
務
契
約
（co

n
tra
t d
es o

b
lig
a
tio
n
s recip

ro
-

q
u
es

）
の
下
で
は
、
み
ず
か
ら
の
行
為
に
よ
っ
て
自
己
の
も
の
を
失
っ
た
受
任
者
は
委
任
者
に
対
し
そ
の
履
行
を
請
求
し
得
な
い
と
さ

れ
、
担
保
保
存
義
務
を
怠
っ
た
受
任
者
の
請
求
に
対
し
て
は
、
委
任
者
は
受
任
者
が
右
の
担
保
保
存
義
務
を
怠
っ
た
た
め
も
は
や
受
任

者
の
負
担
し
て
い
る
訴
権
譲
渡
の
義
務
を
履
行
で
き
な
い
旨
を
理
由
と
す
る
訴
権
譲
渡
の
抗
弁
を
提
出
し
、
訴
権
譲
渡
の
抗
弁
に
よ
っ

て
受
任
者
の
請
求
に
対
抗
で
き
た
。
つ
ま
り
、「
ロ
ー
マ
法
の
金
額
貸
与
の
責
任
に
お
い
て
は
、
受
任
者
（
実
質
上
の
債
権
者
）
は
委
任
者

（
実
質
上
の
保
証
人
）
が
第
三
者
（
実
質
上
の
債
務
者
）
に
対
し
て
お
こ
な
う
求
償
を
確
保
す
る
た

）

め
に
、
自
己
（
筆
者
注：

受
任
者
で
あ
る

債
権
者
）
が
右
第
三
者
に
対
し
て
有
す
る
担
保
を
委
任
者
の
た
め
に
保
存
す
る
義
務
を
負
う
」
と
さ

）

れ
る
。
ま
た
、
保
証
債
務
（
筆
者
注：

保
証
債
務
履
行
請
求
権
）
に
あ
た
る
も
の
が
債
権
者＝

受
任
者
の
費
用
償
還
請
求
権
で
あ
っ
て
、
受
任
者
の
費
用
償
還
請
求
権
が
金
額
貸

与
委
任
者
の
受
領
物
引
渡
請
求
権
と
双
務
契
約
上
の
牽
連
関
係
に

）

立
つ
。

2

ド
イ
ツ
法

㈠

信
用
委
任
（

）

K
red

ita
u
ftra

g

）

星
野
英
一
「
中
小
漁
業
信
用
保
証
の
法
律
的
性
格
」『
民
法
論
集
第
二
巻
』
二
〇
六
・
二
〇
七
頁
（
有
斐
閣
・
一
九
七
〇
年
）
に
よ
れ
ば
、

ド
イ
ツ
民
法
に
は
信
用
委
任
の
制
度
が
存
在
す
る
（
七
七
八
条
）。
信
用
委
任
と
は
、
受
任
者
が
委
任
者
に
対
し
て
受
任
者
の
名
に
お
い

て
か
つ
受
任
者
の
計
算
に
お
い
て
第
三
者
に
信
用
を
与
え
る
べ
き
こ
と
を
約
す
る
契
約
で
あ
る
。
委
任
者
受
任
者
間
の
関
係
は
委
任
契

約
で
あ
る
が
、
委
任
契
約
の
際
委
任
者
は
受
任
者
に
対
し
受
任
者
が
第
三
者
に
供
与
し
た
信
用
に
つ
き
保
証
人
と
し
て
責
を
負
う（
ド
イ

ツ
民
法
七
七
八
条
）。
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信
用
委
任
は
、
あ
る
者
が
み
ず
か
ら
保
証
人
に
な
る
こ
と
を
条
件
に
金
融
機
関
が
第
三
者
に
対
し
貸
付
け
す
る
こ
と
を
委
任
す
る
場

合
に
用
い
ら
れ
る
制
度
で
あ
っ
て
、
参
考
と
す
る
に
値

）

す
る
も
の
で
あ
る
。

㈡

最
終
不
足
額
支
払
保
証
（
損
失
保
証：

A
u
sfa
llb
u
rg
sch

a
f

）

信
用
委
任
と
は
別
に
、
ド
イ
ツ
の
保
証
の
な
か
に
は
最
終
不
足
額
支
払
保
証
（
損
失
保
証
）
が
存
在

）

す
る
。
こ
の
最
終
不
足
額
支
払
保

証
（
損
失
保
証
）
は
、
主
た
る
債
権
の
最
終
不
足
額
（en

d
g
u
ltig

er A
u
sfa
ll

）
に
つ
い
て
の
み
責
任
を
負
う
。
つ
ま
り
、
最
終
不
足
額
支

払
保
証
人
（
損
失
保
証
人
）
は
、
債
権
者
が
相
当
な
注
意
を
払
っ
て
、
主
た
る
債
務
者
の
み
な
ら
ず
担
保
を
も
含
め
た
債
権
回
収
を
お
こ

な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
主
た
る
債
務
者
か
ら
満
足
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
最
終
不
足
額
に
つ
い
て
の
み
責
任
を

）

負
う
。
し
た

が
っ
て
、
債
権
者
が
不
相
当
な
注
意
を
払
っ
て
主
た
る
債
務
者
の
み
な
ら
ず
担
保
を
も
含
め
た
債
権
回
収
を
お
こ
な
っ
た
場
合
に
は
、

債
権
回
収
で
き
な
か
っ
た
金
額
を
、
最
終
不
足
額
支
払
保
証
人
（
損
失
保
証
人
）
に
請
求
で
き

）

な
い
。
ま
た
、
債
権
者
は
、
最
終
不
足
額

支
払
保
証
人
（
損
失
保
証
人
）
の
利
益
を
図
る
た
め
に
満
足
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
尽
く
す
義
務
が

）

あ
る
。
こ
の
よ

う
な
債
権
者
が
保
証
人
に
対
し
て
義
務
を
負
担
す
る
最
終
不
足
額
支
払
保
証
（
損
失
保
証
）
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
公
的
機
関
に
よ
る
保

証
の
法
律
的
な
性
格
・
性
質
を
有
す
る
と
さ
れ
て

）

い
る
。

し
か
し
、
債
権
者
が
保
証
人
に
義
務
を
負
担
す
る
の
は
特
殊
と
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
保
証
は
一
般
的
に
保
証
人
が
債
権
者
に
対
し

て
一
方
的
義
務
を
負
担
す
る
契
約
だ
か
ら
で

）

あ
る
。
し
か
し
、
債
権
者
が
保
証
人
に
義
務
負
担
を
引
受
け
れ
ば
、
合
意
ど
お
り
の
義
務

が
発
生

）

す
る
。
債
権
者
の
保
証
人
に
対
す
る
義
務
違
反
は
、
保
証
人
の
（
筆
者
注：

求
償
債
務
者
に
対
す
る
求
償
権
に
関
す
る
）
積
極
的
債

権
侵
害
に
基
づ
き
、
債
権
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
を
根
拠
付
け
る
。
こ
の
保
証
人
の
債
権
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
は
、

（
筆
者
注：

債
権
者
の
保
証
人
に
対
す
る
保
証
債
務
履
行
請
求
権
と
の
相
殺
に
よ
り
）
保
証
債
務
の
減
少
ま
た
は
消
滅
に
な
る
と

）

い
う
。
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な
お
、
最
終
不
足
額
支
払
保
証
人
（
損
失
保
証
人
）
は
、
通
常
保
証
人
に
対
し
て
償
還
義
務
（A

u
sg
leich

sp
flich

t

）
を
負
わ

）

な
い
。
し

か
し
、
逆
に
通
常
保
証
人
は
、
最
終
不
足
額
支
払
保
証
人
（
損
失
保
証
人
）
に
対
し
て
償
還
義
務
を

）

負
う
。

ド
イ
ツ
の
公
的
保
証
で
は
、
こ
の
よ
う
に
最
終
不
足
額
支
払
保
証
に
よ
り
原
債
権
者
の
公
的
保
証
機
関
以
外
に
対
す
る
債
権
回
収
が

徹
底
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
が
解
決
課
題
と
し
て
い
る
原
債
権
者
に
よ
る
主
た
る
債
務
者
ら
に
対
す
る
怠
惰
な
債
権
管
理
回
収
の
問
題
は

生
じ
な
い
。
つ
ま
り
、
ド
イ
ツ
の
公
的
保
証
で
は
、
本
稿
が
先
に
紹
介
し
た
（
与
信
）
委
任
と
い
う
構
成
か
ら
、
原
債
権
者
に
よ
る
主
た

る
債
務
者
ら
に
対
す
る
怠
惰
な
債
権
管
理
回
収
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
は
し
な
か

）

っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
が
先
に
紹
介
し
た（
与

信
）
委
任
と
い
う
構
成
か
ら
原
債
権
者
に
よ
る
主
た
る
債
務
者
ら
に
対
す
る
怠
惰
な
債
権
管
理
回
収
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
な

ら
ば
、
ド
イ
ツ
法
以
外
の
別
の
法
域
が
参
考
と
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。

Ⅱ

日
本
の
学
説
状
況

と
こ
ろ
で
、
信
用
保
証
協
会
取
引
の
法
的
性
質
論
に
関
す
る
日
本
の
学
説
で
（
与
信
）
委
任
契
約
と
す
る
立
場
は
意
外
に

）

多
い
。
し
か

も
、
信
用
保
証
協
会
取
引
に
お
け
る
（
与
信
）
委
任
契
約
説
を
採
る
者
は
、
金
融
取
引
法
を
専
門
の
一
つ
と
す
る
者
で
あ
っ
た
り
（
た
と

え
ば
、
山
田
誠
一
教
授
・
林
良
平
博
士
・
安
永
正
昭
教
授
・
星
野
英
一
博
士
）、
保
証
法
領
域
で
も
精
力
的
に
研
究
さ
れ
る
者
た
ち
（
た
と
え
ば
、

平
野
裕
之
教
授
・
寺
田
正
春
教
授
）
で
あ
る
。
以
下
、
信
用
保
証
協
会
取
引
に
お
け
る
（
与
信
）
委
任
契
約
説
の
見
解
を
引
用
し
、（
与
信
）

委
任
契
約
説
の
論
者
の
見
解
を
踏
ま
え
て
簡
単
に
小
括
す
る
。

な
お
、
信
用
保
証
協
会
取
引
に
お
け
る（
与
信
）委
任
契
約
説
が
学
説
の
な
か
で
あ
ま
り
脚
光
を
浴
び
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
理
由
は
、

（
与
信
）
委
任
契
約
説
を
論
じ
る
者
も
（
与
信
）
委
任
契
約
説
に
接
す
る
者
も
、
ほ
と
ん
ど
が
議
論
の
前
提
を
な
す
信
用
保
証
協
会
取
引
の
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現
実
・
実
態
を
理
念
的
・
理
想
的
な
虚
構
を
基
に
理
解
し
捉
え
て
い
る
点
も
少
な
か
ら
ず
影
響
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
（
現
実
と
の
乖

離
）、
と
思
わ
れ
る
。
実
務
上
か
ら
み
る
疑
問
の
根
拠
た
り
得
る
と
思
わ
れ
る
一
例
を
、
後
掲
の
山
田
誠
一
教
授
の
見
解
の
な
か
で
の
信

用
保
証
協
会
取
引
の
実
態
・
現
実
認
識
に
対
す
る
筆
者
ら
の
注
釈
と
し
て
述
べ
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

一

山
田
誠
一
教
授
の
見
解

信
用
保
証
協
会
が
金
融
機
関
に
一
定
の
中
小
企
業
者
に
信
用
を
供
与
す
る
旨
を
委
託
し
、
金
融
機
関
が
一
定
の
中
小
企
業
者
に
信
用

を
供
与
す
る
旨
を
承
諾
す
る
取
引
と
し
て
信
用
保
証
協
会
保
証
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
金
融
機
関
の
中
小
企
業
者
に
対
す
る
融

資
は
委
任
契
約
に
基
づ
く
事
務
処
理
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
。

中
小
企
業
者
が
金
融
機
関
に
借
入
金
を
返
済
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
こ
の
委
任
契
約
に
よ
っ
て
生
じ
た
法
律
関
係
は
終
了

）

す
る
。

し
か
し
、「
現
在
の
信
用
保
証
協
会
保
証
取
引
の
実
際
を
見
て
み
ま
す
と
…
…
取
引
全
体
の
少
な
く
な
い
部
分
に
つ
い
て
信
用
調
査
お

よ
び
担
保
管
理
は
金
融
機
関
で
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
ま
す
」。「
多
く
の
場
合
に
お
い
て
既
に
金
融
機
関
と
中
小
企
業
者
と
が
融
資
の
交

渉
を
開
始
し
ま
さ
に
そ
の
融
資
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
信
用
補
完
と
し
て
初
め
て
信
用
保
証
協
会
が
取
引
に
登
場
す
る
と
い
う
取
引
の

）

現
状
を
考
慮
に
入
れ
ま
す
と
、
信
用
供
与
の
委
託
と
い
う
契
約
を
当
て
は
め
る
こ
と
が
果
し
て
適
当
で
あ
る
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
て

き
ま
す
。
し
た
が
っ
て
信
用
供
与
の
委
託
と
は
理
念
型
的
に
構
成
さ
れ
る
信
用
保
証
協
会
保
証
の
た
め
の
一
つ
の
可
能
性
で
あ
る
に
と

ど
ま
り
、
現
実
の
信
用
保
証
協
会
保
証
取
引
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
民
法
上
の
保
証
と
い
う
法
形
式
を
放
棄
す
る
必
要
ま
で
は
な
い
よ

う
に
思
わ
れ

）

ま
す
」
と
述
べ
て

）

い
る
。

ま
た
、
山
田
誠
一
教
授
の
総
論
的
な
立
場
を
確
認
し
た
後
に
各
論
を
確
認
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て

）

い
る
。

182

一
九

信
用
保
証
協
会
取
引
の
法
的
再
構
成

㈢
（
鶴
井
・
平
野
）



1

受
任
者
の
委
任
者
に
対
す
る
債
務
履
行
請
求

中
小
企
業
者
か
ら
金
融
機
関
が
返
済
を
受
け
ら
れ
な
い
と
、
そ
の
中
小
企
業
者
か
ら
回
収
で
き
な
か
っ
た
金
銭
を
損
害
と
し
民
法
六

五
〇
条
三
項
に
基
づ
い
て
委
任
者
で
あ
る
信
用
保
証
協
会
が
損
害
賠
償
を
金
融
機
関
に
お
こ
な
う
こ
と
と
な
る
。
そ
の
賠
償
の
支
払
い

が
、
現
行
の
信
用
保
証
協
会
保
証
取
引
に
お
け
る
代
位
弁
済
に
あ
た
る
。

2

委
任
者
に
よ
る
受
任
者
に
対
す
る
移
転
請
求

こ
の
損
害
賠
償
の
支
払
い
（
民
法
六
五
〇
条
三
項
）
の
結
果
、
民
法
四
二
二
条
に
よ
る
賠
償
者
代
位
あ
る
い
は
六
四
六
条
二
項
に
よ
る

受
任
者
の
権
利
移
転
義
務
に
基
づ
く
債
権
譲
渡
を
根
拠
と
し
て
、
融
資
債
権
が
金
融
機
関
か
ら
信
用
保
証
協
会
に
移
転
す
る
と
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
が
弁
済
に
よ
る
代
位
で
あ
り
、
融
資
債
権
を
担
保
と
す
る
人
的
担
保
お
よ
び
物
的
担
保
は
融
資
債
権
と
と
も
に
そ
の
随
伴
性
ゆ

え
に
信
用
保
証
協
会
に
移
転
す
る
。

3

受
任
者
の
委
任
者
に
対
す
る
注
意
義
務

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
金
融
機
関
が
信
用
保
証
協
会
に
対
し
て
負
う
注
意
義
務
は
、
受
任
者
の
委
任
者
に
対
す
る
善
管
注
意
義
務

と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

二

林
良
平
博
士
の
見
解

林
良
平
博
士
は
山
田
誠
一
教
授
と
同
様
の
見
解
に
立
た
れ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

「
信
用
保
証
協
会
こ
そ
が
中
小
企
業
者
に
信
用
を
供
与
し
て
い
る
の
で
あ
り
、金
融
機
関
は
そ
の
信
用
保
証
協
会
が
お
こ
な
う
信
用
供
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与
を
最
終
的
な
危
険
を
負
担
す
る
こ
と
な
く
一
定
期
間
代
行
す
る
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
。
こ
れ
が
信
用
保
証
協
会
保

証
を
保
証
と
い
う
法
形
式
を
用
い
た
信
用
供
与
と
呼
ぶ
理
由
」と
し
、「
以
上
の
よ
う
な
視
点
か
ら
債
権
者
で
あ
る
金
融
機
関
と
保
証
人

で
あ
る
信
用
保
証
協
会
と
の
関
係
を
考
え
る
な
ら
ば
、
保
証
契
約
は
形
式
で
あ
り
そ
の
実
質
は
保
証
人
か
ら
債
権
者
に
対
し
て
融
資
契

約
を
締
結
し
融
資
を
実
行
す
る
こ
と
を
委
託
す
る
委
任
契
約
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
と

）

な
る
」。

な
お
、
林
良
平
博
士
は
、
安
永
正
昭
教
授
の
債
権
者
肩
代
わ
り
予
定
付
保
証
説（
金
融
供
与
説
）－

星
野
英
一
博
士
の
つ
な
ぎ
融
資
説
と

同
様
に
分
類
さ
れ
る－
を
、
自
己
と
同
様
の
見
解
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で

）

あ
る
。

林
良
平
博
士
の
総
論
的
な
立
場
を
確
認
し
た
後
に
各
論
を
確
認
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

1

受
任
者
の
委
任
者
に
対
す
る
債
務
履
行
請
求

金
融
機
関
が
信
用
保
証
協
会
と
の
間
の
与
信
委
任
契
約
に
基
づ
い
て
中
小
企
業
者
に
対
し
て
貸
付
け
た
金
銭
は
「
受
任
者
が
委
任
事

務
を
処
理
す
る
に
必
要
と
認
む
べ
き
費
用
」（
民
法
六
五
〇
条
）と
し
て
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
れ
ば
貸
付
金
の
支
払
い

が
費
用
の
支
出
に
あ
た
り
、
中
小
企
業
者
に
対
す
る
融
資
の
弁
済
期
が
到
来
し
な
く
と
も
金
融
機
関
か
ら
信
用
保
証
協
会
に
対
し
て
償

還
を
請
求
す
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
与
信
委
任
契
約
に
お
け
る
委
託
の
内
容
が
金
融
機
関
が
自
己
の
資
金
を
用
い
て
中
小
企
業
者
に
対
し
て
弁
済
期
ま
で
貸
付

け
る
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
貸
付
金
の
支
払
い
じ
た
い
は
費
用
の
支
出
に
あ
た
ら
ず
、
そ
の
弁
済
期
に
返
済
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
に
返
済

さ
れ
な
か
っ
た
部
分
が
「
受
任
者
が
委
任
事
務
を
処
理
す
る
に
必
要
と
認
む
べ
き
費
用
」
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
形
式
的
に
は
保
証
債
務
の
履
行
と
し
て
の
保
証
人
か
ら
債
権
者
へ
の
金
銭
の
支
払
い
が
、
そ
の
実
質
は
与
信

委
任
契
約
に
基
づ
く
費
用
の
償
還
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に

）

な
る
。
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2

委
任
者
に
よ
る
受
任
者
に
対
す
る
移
転
請
求

金
融
機
関
と
信
用
保
証
協
会
と
の
関
係
の
実
質
を
与
信
委
任
と
考
え
る
と
、
信
用
保
証
協
会
か
ら
金
融
機
関
に
対
し
て
お
こ
な
わ
れ

る
代
位
弁
済
は
費
用
の
償
還
で
あ
り
、
そ
の
費
用
の
償
還
に
と
も
な
い
金
融
機
関
か
ら
信
用
保
証
協
会
に
貸
付
金
債
権
が
移
転
す
る
と

考
え
る
こ
と
に
な
る
。

民
法
六
四
六
条
に
基
づ
く
受
任
者
か
ら
委
任
者
へ
の
引
渡
し
と
し
て
の
債
権
譲
渡
（
民
法
四
六
六
条
参
照
）
に
よ
る
移
転
で
あ
る
と
考

え
、
弁
済
に
よ
る
代
位
（
民
法
五
〇
〇
条
参
照
）
は
生
じ
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ

）

ろ
う
。

3

受
任
者
の
委
任
者
に
対
す
る
注
意
義
務

ま
た
、
信
用
保
証
協
会
と
金
融
機
関
と
の
間
に
実
質
的
に
は
与
信
委
任
契
約
が
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
受
任
者
で
あ
る
金
融
機
関

は
委
任
事
務
で
あ
る
融
資
と
融
資
の
回
収
を
「
委
任
の
本
旨
に
従
い
善
良
な
る
管
理
者
の
注
意
を
以
て
」
処
理
す
る
義
務
を
負
う
（
民
法

六
四
四
条
）
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
は
保
証
契
約
の
債
権
者
の
義
務
に
つ
い
て
の
視
点
を
提
供
し
て
い
る
」
と
さ

）

れ
る
。

三

平
野
裕
之
教
授
の
見
解

「
保
証
契
約
で
は
…
…
保
証
人
が
保
証
を
し
て
、債
権
者
が
主
た
る
債
務
者
と
取
引
を
し
て
く
れ
る
よ
う
に
主
た
る
債
務
者
を
支
援
す

る
と
い
う
構
造
的
な
特
殊
性
が
あ
る
。
み
ず
か
ら
直
ち
に
融
資
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
い
わ
ば
返
還
資
金
に
つ
い
て
の
停
止
条
件
付
融

資
の
よ
う
な
構
造
に

）

な
る
」
と
の
論
述
も
、
安
永
正
昭
教
授
の
債
権
者
肩
代
わ
り
予
定
付
保
証
説
（
金
融
供
与
説
）
や
星
野
英
一
博
士
の

つ
な
ぎ
融
資
説
と
同
様
と
思
わ
れ
る
。

平
野
裕
之
教
授
が
別
稿
で
保
証
に
つ
い
て
「
未
必
的
・
停
止
条
件
付
の
代
位
弁
済
に
よ
る
実
質
融
資
（
消
費
貸
借
）」
と
述
べ
ら
れ
て
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い
る

）

の
も
、
軌
を
一
に
す
る
。

四

寺
田
正
春
教
授
の
見
解

信
用
保
証
協
会
保
証
の「
法
的
性
質
論
に
関
し
て
は
、
鈴
木
正
和
氏
が
信
用
委
任
説
を
提
案
さ
れ
て
お
ら
れ
る
」。
私
も
信
用
保
証
協

会
と
金
融
機
関
と
の
間
の
法
律
関
係
に
つ
い
て
は
保
証
理
論
だ
け
に
収
束
さ
せ
ず
保
証
理
論
に
合
わ
せ
て
、
委
任
理
論
の
視
点
を
導
入

し
た
検
討
が
試
み
ら
れ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
感

）

じ
た
、
と
述
べ
て
い
る
。

鈴
木
正
和
氏
が
信
用
保
証
協
会
と
信
用
保
証
協
会
以
外
保
証
人
と
は
共
同
保
証
関
係
に
立
た
な
い
こ
と
の
根
拠
付
け
と
し
て
、
信
用

保
証
協
会
と
金
融
機
関
と
の
関
係
（
信
用
保
証
協
会
保
証
の
法
的
性
質
）
を
信
用
委
任
と
み
る
見
解
を
発
表
さ
れ
て

）

い
る
。

信
用
委
任
説
に
よ
る
と
信
用
保
証
協
会
の
保
証
は
、
信
用
保
証
協
会
（
委
任
者
）
が
金
融
機
関
（
受
任
者
・
債
権
者
）
に
対
し
金
融
機
関

の
名
に
お
い
て
か
つ
金
融
機
関
の
計
算
に
よ
っ
て
中
小
企
業
者
等
（
第
三
者
・
債
務
者
）
に
信
用
を
供
与
す
べ
き
こ
と
（
融
資
）
を
委
託

す
る
契
約
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
信
用
保
証
協
会
保
証
は
、
金
融
機
関
と
の
単
な
る
保
証
契
約
で
は
な
く
、
第
三
者
の
た
め
に
す
る
信
用

供
与
の
委
任
契
約
で
あ
る
と
み
る
。
信
用
受
任
者
は
、
信
用
供
与
に
際
し
ま
た
解
約
告
知
に
際
し
あ
る
い
は
ま
た
信
用
債
権
の
取
立
て

そ
の
ほ
か
信
用
供
与
に
必
然
的
に
随
伴
す
る
凡
て
の
場
合
に
お
い
て
、
注
意
義
務
（D

ilig
en
zp
flich

t

）
を
負
担
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の

注
意
義
務
が
民
法
六
四
四
条
の
受
任
者
の
善
管
注
意
義
務
の
類
推
適
用
か
ら
導
か
れ
る
と
解
す
べ
き
こ
と
は
既
に
一
九
三
四
年
に
中
川

博
士
の
主
張
さ
れ
た
と
こ
ろ
で

）

あ
る
と
さ

）

れ
る
。
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五

小

括

与
信
委
任
的
構

）

成
は
、
保
証
債
務
履
行
確
実
な
公
的
機
関
保
証
に
基
本
的
に
は
限
定
さ
れ
る
理
論
で
あ
る
と
考
え
る
。
保
証
債
務
履

行
確
実
な
公
的
機
関
保
証
に
基
本
的
に
与
信
委
任
的
構
成
が
限
定
さ
れ
る
理
由
は
、
受
任
者
で
あ
る
債
権
者
の
立
場
か
ら
し
て
、
保
証

債
務
履
行
確
実
な
保
証
人
か
ら
の
保
証
で
な
け
れ
ば
、
当
該
保
証
を
契
機
と
し
て
主
た
る
債
務
者
へ
の
貸
出
し
な
ど
の
与
信
が
な
さ
れ

る
と
い
う
構
図
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
稿
が
い
う
与
信
委
任
的
構
成
は
、
保
証
一
般
に
お
い
て
適
用
可
能
な
理
論
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
平
野
裕
之

教
授
が
与
信
委
任
的
構
成
が
あ
た
か
も
す
べ
て
の
保
証
取
引
類
型
に
妥
当
す
る
か
の
よ
う
に
説
示
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
疑
問
が

あ
る
。

）

具
体
的
に
は
、
金
融
機
関
が
信
用
保
証
協
会
付
債
権
が
回
収
確
実
で
あ
る
が
ゆ
え
に（
第
Ⅰ
編
第
一
章
第
一
節
Ⅰ
）当
該
債
権
の
管
理
・

回
収
に
消
極
的
・
受
動
的
と
な
る
こ
と
の
例
と
し
て
、
ⅰ

信
用
保
証
協
会
と
の
共
同
保
証
人
等
に
対
す
る
債
権
管
理
・
回
収
に
関
す
る
怠
惰

で
あ
っ
た
り
、
ⅱ

非
信
用
保
証
協
会
付
債
権
と
の
利
益
競
合
・
相
反
時
に
、
信
用
保
証
協
会
付
債
権
の
管
理
・
回
収
を
劣
後
さ
せ
る
（
怠
惰

で
あ
る
）
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

）

前
述
の
よ
う
に
、
信
用
保
証
協
会
取
引
で
は
保
証
委
託
契
約
が
保
証
契
約
の
先
決
関
係
と
な
っ
て
い
る
（
第
Ⅰ
編
第
一
章
第
一
節
Ⅲ

一
）。

）

C
a
ss.

co
m
.
8 n

o
v
.
1972,

B
u
ll.
civ
.
IV
,
n
°
278.

山
下
純
司
・
前
掲
注
（

）
八
八
頁
に
よ
る
。

）

山
下
純
司
・
前
掲
注
（

）
八
八
頁
。

）

山
下
純
司
・
前
掲
注
（

）
八
九
頁
。

）

船
田
亨
二
『
ロ
ー
マ
法
第
三
巻
（
改
版
）』
六
四
〇
・
六
四
一
頁
（
岩
波
書
店
・
一
九
七
〇
年
）。
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）

本
稿
で
も
債
権
者
の
担
保
保
存
義
務
に
つ
い
て
、
簡
単
に
述
べ
た
（
第
Ⅰ
編
第
二
章
第
三
節
Ⅰ
一
１
㈡
）。

）

船
田
・
前
掲
注
（

）
六
五
九
頁
。

）

船
田
・
前
掲
注
（

）
六
五
九
頁
。

）

船
田
・
前
掲
注
（

）
六
五
九
・
六
六
〇
頁
。

）

船
田
・
前
掲
注
（

）
六
六
〇
頁
。

後
掲
の
林
良
平
博
士
の
見
解
と
合
致
す
る
（
Ⅱ
二
１
）。

）

船
田
・
前
掲
注
（

）
六
五
九
頁
。

）

金
融
機
関
に
対
す
る
信
用
保
証
協
会
の
求
償
権
実
質
確
保
の
要
請
は
、
一
般
保
証
に
比
較
し
て
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

理
由
は
、
①
信
用
保
証
協
会
の
債
務
履
行
の
確
実
性
（
第
Ⅰ
編
第
一
章
第
一
節
Ⅰ
）
と
、
②
信
用
保
証
協
会
の
債
務
履
行
後
に
取
得
す
る

求
償
権
行
使
の
厳
格
性
（
第
Ⅰ
編
第
一
章
第
二
節
Ⅰ
二
１
、
お
よ
び
第
Ⅰ
編
第
二
章
第
四
節
Ⅰ
二
）
に
よ
る
。

）

寺
田
正
春
「
弁
済
者
代
位
制
度
論
序
説
㈡－

保
証
人
と
連
帯
債
務
者
の
代
位
を
中
心
と
し
て－

」
法
学
雑
誌
（
大
阪
市
立
大
学
）
二
〇

巻
二
号
四
八
頁
。

）

福
田
誠
治
「
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
連
帯
債
務
と
保
証
⑴
」
北
大
法
学
論
集
四
七
巻
五
号
二
三
頁
。

）

苑

涛
「
信
用
委
任
研
究
」
重

播

大
学
学

第
一
六

第
三
期
三
三

以
下
で
は
、
信
用
委
任
制
度
は
ド
イ
ツ
の
ほ
か
に
、

ス
イ
ス
や
イ
タ
リ
ア
、
中
国
の
台
湾
・
マ
カ
オ
に
も
存
在
す
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
同
旨
、
朱
凡
『
人
的
担
保
基
本
制
度
研
究
』
二
一
〇

以
下
（
中
国

察
出
版
社
・
二
〇
〇
六
年
））。

あ
た
か
も
中
国
「
本
土
」
に
信
用
委
任
法
制
が
存
在
す
る
か
の
よ
う
な
発
言
も
あ
る
が
（
座
談
会
「
貸
金
保
全
・
回
収
の
法
律
実
務
」
金

融
法
務
事
情
四
三
五
号
三
四
頁
（
鈴
木
正
和
発
言
））、
二
〇
〇
八
年
七
月
一
〇
日
に
一
橋
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
に
お
い
て
一
橋
大
学
と

学
術
交
流
協
定
を
締
結
し
て
い
る
中
国
人
民
大
学
法
学
院
の
王
利
明
院
長
（
民
法
）
を
講
師
と
し
た
国
際
交
流
セ
ミ
ナ
ー
が
催
さ
れ
（h

ttp
: //

n
ew
s1.ru

c.ed
u
.cn
/102449 /102450 /102497 /57174.h

tm
l

）、
平
野
真
由
が
セ
ミ
ナ
ー
終
了
後
に
王
利
明
院
長
に
直
接
確
認
し
た
と
こ
ろ

（
楊
東
講
師
・
通
訳
）、
中
国
「
本
土
」
に
信
用
委
任
法
制
は
存
在
し
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
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）

ド
イ
ツ
の
信
用
委
任
法
制
を
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、
中
川
一
郎
「
信
用
委
任－

信
用
媒
介
を
目
的
と
す
る
保
証
契
約

一
）〜（
三
・

完
）」
法
学
新
報
四
四
巻
一
〇
号
・
一
一
号
・
一
二
号
。

）

鶴
井
・
前
掲
注
（

）。

本
稿
で
は
ド
イ
ツ
の
最
終
不
足
額
支
払
保
証
（
損
失
保
証
）
を
直
接
的
・
中
心
的
な
検
討
対
象
と
し
て
は
い
な
い
が
、
ド
イ
ツ
の
最
終
不

足
額
支
払
保
証
（
損
失
保
証
）
が
有
す
る
法
的
機
能
を
参
考
に
、
ド
イ
ツ
の
最
終
不
足
額
支
払
保
証
（
損
失
保
証
）
が
有
す
る
法
的
機
能
を

「
保
証
法
」
の
領
域
外
か
ら
法
的
再
構
成
（
法
律
関
係
性
質
決
定＝

法
性
決
定
）
す
る
こ
と
に
よ
り
導
き
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

）

B
G
H
 
M
D
R
 
1972,

411;
B
B
 
1978,

1688
W
M
 
1978,

1267;
W
M
 
1989,

559
N
JW
 
1989,

1484,
1485;

W
M
 
1992,

1444,

1445.

以
上
は
、
椿
久
美
子
・
前
掲
注
（

）
資
料
編
二
二
一
、
二
三
〇
、
二
四
五
頁
に
よ
る
。
こ
の
椿
久
美
子
論
文
は
、
椿
寿
夫
・
伊
藤

進
編
『
法
人
保
証
の
研
究
』「
外
国
の
法
人
保
証
⑷－

ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
法
人
保
証
」
二
五
二
頁
以
下
（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
五
年
）
で
も
接

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
こ
こ
で
述
べ
る
「
担
保
」
の
意
味
を
物
的
担
保
の
み
な
ら
ず
、
人
的
担
保
を
も
含
む
意
味
と
す
る
な
ら
ば
（
文
脈
か
ら
し
て
、
お

そ
ら
く
そ
う
で
あ
ろ
う
）、
保
証
債
務
の
補
充
性
の
「
人
的
拡
張
」（
通
常
は
補
充
性
の
対
象
は
主
た
る
債
務
者
の
み
）
を
意
味
す
る
（
第
Ⅰ

編
第
二
章
第
三
節
Ⅰ
一
１
㈠
⑷
参
照
）。

）

前
述
のB

B
 
1978,

1688

の
ほ
か
、B

G
H
 
W
M
 
1958,

218f;
R
G
Z 87,

327f.

椿
久
美
子
・
前
掲
注
（

）
資
料
編
二
二
二
、
二
三

〇
頁
に
よ
る
。

）

B
G
B
 
B
B
 
1961,

383.

椿
久
美
子
・
前
掲
注
（

）
資
料
編
二
二
二
、
二
三
〇
頁
に
よ
る
。

保
証
付
債
権
の
管
理
・
回
収
に
対
す
る
債
権
者
の
積
極
的
・
能
動
的
な
人
格
態
度
・
応
対
と
し
て
、
保
証
債
務
の
補
充
性
の
「
充
実
」
を

意
味
す
る
（
第
Ⅰ
編
第
二
章
第
三
節
Ⅰ
一
２
㈢
参
照
）。

）

椿
久
美
子
・
前
掲
注
（

）
資
料
編
二
二
四
、
二
四
五
頁
。

ド
イ
ツ
の
最
終
不
足
額
支
払
保
証
（
損
失
保
証
）
の
補
充
性
の
人
的
拡
張
お
よ
び
補
充
性
の
充
実
（
あ
わ
せ
て
拡
充＝

強
化
）
と
い
う
基

本
方
向
は
、
本
稿
も
同
じ
で
あ
る
。

175

二
六

信
用
保
証
協
会
取
引
の
法
的
再
構
成

㈢
（
鶴
井
・
平
野
）



し
か
し
、
補
充
性
の
種
類
を
本
稿
は
催
告
の
抗
弁
権
の
み
に
基
本
的
に
限
定
す
る
。
本
稿
が
検
索
の
抗
弁
権
を
適
用
外
と
す
る
の
は
、
公

的
保
証
機
関
取
引
の
利
便
性
確
保
と
い
う
実
務
的
要
請
か
ら
修
正
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
第
Ⅰ
編
第
二
章
第

二
節
Ⅰ
一
１
）。

）

H
o
rn
,
a
.
a
.
O
.
(F
n
.
115),

765,
13.

A
u
fl.,

1997,
R
n
.
117.

椿
久
美
子
・
前
掲
注
（

）
資
料
編
二
二
三
、
二
三
〇
頁
に
よ
る
。

第
Ⅰ
編
第
二
章
第
三
節
Ⅰ
一
冒
頭
で
も
述
べ
た
。

）

B
G
H
 
W
M
 
1967,

366.

椿
久
美
子
・
前
掲
注
（

）
資
料
編
二
二
三
、
二
三
〇
頁
に
よ
る
。

つ
ま
り
、
債
権
者
と
保
証
人
と
の
間
に
債
権
者
が
保
証
人
に
対
し
て
保
証
付
債
権
の
管
理
回
収
に
関
す
る
特
別
な
義
務
を
負
担
す
る
「
合

意
」
が
存
在
す
れ
ば
、
当
事
者
間
の
合
意
ど
お
り
の
義
務
が
当
然
に
発
生
す
る
と
理
解
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
発
想
は
、
後
述
の
一
九
九
四

年
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
の
見
解
で
も
み
ら
れ
る
（
第
四
節
Ⅱ
三
２
）。

）

H
o
rn
,
a
.
a
.
O
.
(F
n
.
115),

765,
1997,

R
n
.
124.

椿
久
美
子
・
前
掲
注
（

）
資
料
編
二
二
三
、
二
三
〇
頁
に
よ
る
。

）

前
述
し
たB

B
 
1978,

1688
B
G
H
 
N
JW
 
1979,

646.

椿
久
美
子
・
前
掲
注
（

）
資
料
編
二
二
四
、
二
三
一
頁
に
よ
る
。

）

椿
久
美
子
・
前
掲
注
（

）
資
料
編
二
二
四
頁
に
よ
る
。

）

言
い
換
え
る
な
ら
、
原
債
権
者
に
よ
る
主
た
る
債
務
者
ら
に
対
す
る
怠
惰
な
債
権
管
理
回
収
の
問
題
を
、
ド
イ
ツ
で
は
最
終
不
足
額
支

払
保
証
（
損
失
保
証
）
と
い
う
「
保
証
」
領
域
内
で
解
決
し
て
い
る
。

し
か
し
、
本
稿
の
立
場
は
、
保
証
領
域
内
で
の
問
題
解
決
は
困
難
で
あ
る
と
し
て
、
保
証
領
域
外
で
あ
る
「
保
険
」（
前
編
）
や
「（
与
信
）

委
任
」（
本
編
）
と
取
引
の
法
律
関
係
を
性
質
決
定
す
る
法
的
再
構
成
を
お
こ
な
う
こ
と
に
よ
る
問
題
解
決
を
志
向
す
る
。

）

本
稿
で
も
、
簡
単
に
前
述
し
た
（
第
Ⅰ
編
第
二
章
第
二
節
Ⅱ
一
２
㈢
）。

）
「
信
用
保
証
協
会
保
証
の
法
的
性
格
」
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
『
金
融
変
革
期
に
お
け
る
信
用
保
証
協
会
保
証
』
金
融
法
研
究
八
号
三
八
頁
。

な
お
、
本
稿
の
見
解
が
山
田
誠
一
教
授
の
見
解
も
含
め
ほ
か
の
見
解
と
異
な
る
の
は
、
信
用
保
証
協
会
の
金
融
機
関
に
対
す
る
与
信
委
任

の
時
点
を
本
稿
の
見
解
で
は
委
任
者
が
受
任
者
に
与
信
対
象
を
条
件
付
で
漠
然
・
抽
象
的
に
掲
げ
た
時
点
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

）

現
在
で
は
Ｉ
Ｔ
（
情
報
技
術
）
の
発
達
に
よ
り
、
信
用
金
庫
・
信
用
組
合
な
ど
と
い
っ
た
身
近
な
金
融
機
関
の
取
引
営
業
で
さ
え
、
既
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存
の
顧
客
情
報
の
的
確
な
整
理
・
分
類
に
基
づ
い
た
組
織
的
で
系
統
だ
っ
た
営
業
を
展
開
し
て
お
り
、
既
に
営
業
の
契
機
は
こ
の
よ
う
な
金

融
機
関
の
内
部
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
い
わ
ば
ピ
ン
・
ポ
イ
ン
ト
で
当
初
よ
り
、
た
と
え
ば
信
用
保
証
協
会
保
証
付
の
こ
の
取
引
と
い
う
よ
う

な
営
業
対
象
先
を
事
前
に
絞
込
ん
だ
か
た
ち
で
直
線
的
な
営
業
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
が
主
流
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
あ
る
金
融
機
関
が
信
用
保
証
協
会
保
証
付
取
引
を
お
こ
な
お
う
と
す
る
と
き
、
取
引
の
契
機
は
当
該
金
融
機
関
の
営
業
本

部
（
本
店
）
よ
り
既
に
金
融
機
関
組
織
と
し
て
、
い
わ
ば
売
り
た
い
信
用
保
証
協
会
保
証
付
取
引
商
品
に
関
し
信
用
保
証
協
会
が
設
定
し
た

当
該
信
用
保
証
協
会
保
証
制
度
の
要
件
に
合
致
す
る
顧
客
リ
ス
ト
を
情
報
処
理
し
て
作
成
し
営
業
店
（
支
店
）
へ
送
付
し
、
こ
の
顧
客
リ
ス

ト
が
送
付
さ
れ
た
営
業
店
（
支
店
）
は
そ
の
顧
客
リ
ス
ト
を
機
械
的
に
ロ
ー
ラ
ー
式
に
い
わ
ば
潰
し
、
そ
の
ピ
ン
・
ポ
イ
ン
ト
営
業
の
過
程

で
信
用
保
証
協
会
保
証
付
取
引
が
成
立
し
て
い
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

信
用
保
証
協
会
取
引
形
態
の
多
く
は
現
在
で
は
保
険
的
取
引
に
よ
り
金
融
機
関
主
導
で
な
さ
れ
て
い
る
が（
前
編
第
二
章
第
二
節
Ⅰ
）、
ほ

か
の
多
く
は
本
編
で
述
べ
て
い
る
信
用
保
証
協
会
主
導
の
金
融
機
関
と
の
共
同
体
的
な
取
引
で
あ
り（
第
一
節
Ⅰ
）、
中
小
零
細
事
業
者
か
ら

金
融
機
関
に
融
資
申
込
み
を
お
こ
な
っ
た
際
に
は
、
金
融
機
関
が
信
用
保
証
協
会
付
融
資
が
相
応
し
い
と
考
え
れ
ば
、
前
編
の
保
険
的
保
証

か
、
本
編
の
与
信
委
任
的
取
引
か
の
い
ず
れ
か
を
選
択
し
て
信
用
保
証
協
会
へ
保
証
依
頼
す
る
こ
と
と
な
る
（
序
論
Ⅱ
の
【
図
１
】
参
照
）。

）

山
田
・
前
掲
注
（

）
三
九
頁
。

）

信
用
保
証
協
会
取
引
の
法
的
性
質
に
関
す
る
山
田
誠
一
教
授
の
見
解
は
、
保
証
説
で
あ
り
な
が
ら
「
実
質
与
信
委
任
説
」
と
も
い
う
べ

き
も
の
で
あ
る
。

）

山
田
・
前
掲
注
（

）。

）

信
用
保
証
協
会
取
引
の
法
的
性
質
に
関
す
る
林
良
平
博
士
の
見
解
も
、
山
田
誠
一
教
授
と
同
様
、
保
証
説
で
あ
り
な
が
ら
「
実
質
与
信

委
任
説
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

）
「
総
論
」
金
融
法
研
究
・
資
料
編
⑺
八
七
頁
。

）

林
・
前
掲
注
（

）
八
六
頁
、
社
団
法
人
全
国
信
用
保
証
協
会
連
合
会
『
信
用
保
証
協
会
基
本
問
題
委
託
研
究
報
告
書
（
そ
の
二
）－

金

融
変
革
期
に
お
け
る
信
用
保
証
協
会
の
あ
り
方
に
関
す
る
研
究
報
告
』。
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）

林
・
前
掲
注
（

）。

）

林
・
前
掲
注
（

）。

）
『
保
証
人
保
護
の
判
例
総
合
解
説
』
八
頁
（
信
山
社
・
二
〇
〇
四
年
）。

）
「
根
保
証
契
約
に
お
け
る
保
証
人
の
死
亡－

相
続
性
の
問
題
か
ら
根
保
証
の
確
定
の
問
題
へ－

」
法
律
論
叢
七
三
巻
四
・
五
号
一
三
三
、

一
二
九
頁
。

）
「
協
会
保
証
責
任
の
減
免
と
信
用
供
与
委
任
」
手
形
研
究
三
二
七
号
六
頁
。

）

鈴
木
正
和
発
言
・
前
掲
注
（

）。

な
お
、
与
信
委
任
的
構
成
か
ら
は
、
鈴
木
正
和
氏
が
発
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
信
用
保
証
協
会
と
信
用
保
証
協
会
以
外
保
証
人
と
は
共

同
保
証
関
係
に
立
た
な
い
が
、
本
稿
で
は
共
同
保
証
と
い
う
名
称
・
呼
称
を
使
用
し
て
両
者
の
関
係
を
説
明
し
て
い
る
。

）

中
川
・
前
掲
注
（

）
四
四
巻
一
二
号
一
〇
一
頁
。

）

寺
田
・
前
掲
注
（

）
七
頁
。

寺
田
正
春
教
授
お
よ
び
鈴
木
正
和
氏
が
い
う
信
用
委
任
は
本
編
で
い
う
「
与
信
委
任
」
で
あ
っ
て
、
ド
イ
ツ
民
法
の
信
用
委
任
と
は
異
な

る
。
つ
ま
り
、
寺
田
正
春
教
授
お
よ
び
鈴
木
正
和
氏
が
い
う
信
用
委
任
は
、
原
債
権
者
で
あ
る
金
融
機
関
か
ら
み
て
、
信
用
保
証
協
会
保
証

と
同
様
に
、
債
務
保
証
人
や
物
上
保
証
人
の
立
場
に
よ
る
者
と
信
用
保
証
協
会
と
共
同
保
証
な
ど
の
関
係
に
立
た
な
い
優
劣
関
係
に
あ
る
と

す
る
（
ド
イ
ツ
法
的
に
い
え
ば
、
む
し
ろ
最
終
不
足
額
支
払
保
証
（
損
失
保
証
）
の
効
力
に
近
い
）。

）

本
編
で
検
討
し
て
い
る
信
用
保
証
協
会
取
引
形
態
の
法
律
的
性
質
が
与
信
委
任
で
は
な
く
与
信
委
任
的
な
の
は
、
当
初
か
ら
信
用
保
証

協
会
が
金
融
機
関
に
特
定
の
中
小
零
細
事
業
者
を
具
体
的
に
指
名
し
て
与
信
（
信
用
）
を
委
任
す
る
の
で
は
な
く
、
信
用
保
証
協
会
が
金
融

機
関
に
あ
ら
か
じ
め
漠
然
・
抽
象
的
に
掲
げ
た
要
件
に
合
致
す
る
中
小
零
細
事
業
者
を
信
用
保
証
協
会
の
審
査
の
う
え
債
務
履
行
を
引
受
け

金
融
機
関
に
最
終
的
・
確
定
的
に
与
信
委
任
す
る
も
の
で
あ
り
、
信
用
保
証
協
会
の
金
融
機
関
に
対
す
る
与
信
委
任
の
過
程
が
直
接
的
で
は

な
い
か
ら
で
あ
る
。

本
編
で
検
討
し
て
い
る
与
信
委
任
的
取
引
は
、
公
的
信
用
補
完
制
度
の
背
後
に
存
在
す
る
「
国
益
に
適
う
政
策
推
進
」（
第
一
章
）
の
た
め
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の
形
態
で
あ
る
。

第
三
節

善
管
注
意
義
務
だ
け
で
の
不
都
合
性

「
民
法
上
の
保
証
構
成
に
よ
る
不
都
合
」
で
述
べ
た
、「
信
用
保
証
協
会
保
証
付
債
権
の
譲
渡
に
よ
る
法
的
帰
趨
」
と
「
保
証
契
約
締

結
後
の
債
権
者
の
義
務

杜
撰
に
な
り
が
ち
な
債
権
管
理
回
収
」
の
各
問
題
点
が
、
与
信
委
任
的
構
成
に
基
づ
く
善
管
注
意
義
務
を

適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
克
服
で
き
な
い
か
を
検
討
す
る
。

Ⅰ

信
用
保
証
協
会
保
証
付
債
権
の
譲
渡
に
よ
る
法
的
帰
趨

信
用
保
証
協
会
保
証
付
債
権
が
融
資
機
能
を
有
し
な
い
債
権
回
収
に
特
化
し
た
い
わ
ゆ
る
サ
ー
ビ
サ
ー
会
社
な
ど
に
売
却
さ
れ
る
こ

と
に
よ
り
、
当
該
信
用
保
証
協
会
保
証
付
債
権
の
債
務
者
で
あ
る
中
小
零
細
事
業
者
は
再
建
機
会
を
喪
失
し
た
り
、
資
金
調
達
難
や
取

引
機
会
喪
失
な
ど
の
不
利
益
を
被
る
虞
れ
が
あ
る
。

信
用
保
証
協
会
取
引
に
関
し
て
裁
判
例
・
通
説
的
見
解
で
あ
る
保
証
構
成
を
採
れ
ば
、
被
保
証
債
権
の
譲
渡
に
よ
り
、
保
証
債
権
も

随
伴
す
る
。
つ
ま
り
、
信
用
保
証
協
会
取
引
に
関
す
る
保
証
構
成
で
は
、
被
保
証
債
権
の
譲
渡
は
債
権
者
で
あ
る
金
融
機
関
の
自
由
な

処
分
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
被
保
証
債
権
の
自
由
な
譲
渡
が
債
権
者
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
無
制
限
・
無
制
約
に
許
容
す
る

保
証
構
成
に
対
し
、
信
用
保
証
協
会
取
引
に
関
し
て
与
信
委
任
的
構
成
を
採
れ
ば
、
債
権
者
で
あ
る
与
信
受
任
者
の
変
更
と
い
う
こ
と

と
な
る
。
与
信
受
任
者
の
変
更
は
通
説
に
拠
れ
ば
原
則
と
し
て
お
こ
な
え
ず
、
例
外
的
に
は
委
任
者
の
許
諾
ま
た
は
受
任
者
に
止
む
を
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得
な
い
事
由
が
存
在
す
る
場
合
だ
け
で
あ
る
（
民
法
一
〇
四
条
の
複
代
理
規
定
の
類
推

）

適
用
）。
そ
の
理
由
は
、
委
任
契
約
当
事
者
間
で
は

個
別
・
具
体
的
な
信
頼
関
係
が
存
在
し
、
そ
の
委
任
契
約
当
事
者
間
の
信
頼
関
係
を
尊
重
す
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
（
つ
ま

り
、
委
任
契
約
当
事
者
間
の
変
更
を
制
限
・
制
約
す
る
）。
こ
の
よ
う
な
受
任
者
変
更
に
関
す
る
通
説
的
見
解
に
拠
れ
ば
、
金
融
機
関
が
容
易

に
み
ず
か
ら
の
判
断
だ
け
で
信
用
保
証
協
会
付
債
権
を
売
却
す
る
こ
と
は
困
難
と
な
る
。

Ⅱ

杜
撰
に
な
り
が
ち
な
債
権
管
理
回
収

「
杜
撰
に
な
り
が
ち
な
債
権
管
理
回
収
」と
い
う
問
題
は
、
具
体
的
に
突
詰
め
る
と
次
の
二
つ
の
内
容
に
還
元
で
き
る
で
あ

）

ろ
う
。
つ

ま
り
、「
債
権
者
に
よ
る
信
用
保
証
協
会
と
共
同
保
証
人
等
に
対
す
る
劣
後
回
収
・
保
全
」
の
問
題
と
、「
信
用
保
証
協
会
保
証
付
債
権

と
信
用
保
証
協
会
保
証
付
債
権
で
は
な
い
債
権
の
競
合
処
理
」
の
問
題
で
あ
る
。

以
下
、
順
に
検
討
を
お
こ
な
う
。

一

債
権
者
に
よ
る
信
用
保
証
協
会
と
共
同
保
証
人
等
に
対
す
る
劣
後
回
収
・
保
全

債
権
者
に
よ
る
信
用
保
証
協
会
と
共
同
保
証
人
等
に
対
す
る
劣
後
回
収
・
保
全
は
、
信
用
保
証
協
会
と
信
用
保
証
協
会
と
の
共
同
保

証
人
間
な
ど
に
主
た
る
債
務
者
の
負
担
す
る
債
務
の
弁
済
に
関
す
る
特
約
（
信
用
保
証
委
託
契
約
書
例
で
は
、
一
二
条
四
項
）
が
あ
る
に
せ

よ
、
信
用
保
証
協
会
と
共
同
保
証
の
関
係
な
ど
に
立
つ
者
と
の
当
事
者
間
特
約
の
効
力
が
当
事
者
以
外
で
あ
る
債
権
者
で
あ
る
金
融
機

関
に
及
ぼ
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
金
融
機
関
と
し
て
は
、
信
用
保
証
協
会
と
共
同
保
証
な
ど
の
関
係
に
立
つ
者
と
を
同
様
に
扱
う
か
、

よ
り
突
詰
め
る
な
ら
ば
債
権
者
で
あ
る
金
融
機
関
の
債
権
回
収
の
容
易
性
か
ら
、
信
用
保
証
協
会
・
中
小
零
細
事
業
者
・
信
用
保
証
協
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会
と
共
同
保
証
関
係
な
ど
に
立
つ
当
該
中
小
零
細
事
業
者
の
代
表
者
個
人
な
ど
い
ず
れ
か
か
ら
債
権
回
収
を
お
こ
な
う
こ
と
と
な
る

（
保
証
構
成
に
よ
る
問
題
点
）。

し
か
し
、
金
融
機
関
と
信
用
保
証
協
会
と
の
法
的
関
係
を
与
信
委
任
的
関
係
と
捉
え
れ
ば
、
金
融
機
関
は
本
来
的
与
信
者
で
あ
る
信

用
保
証
協
会
と
信
用
保
証
協
会
と
共
同
保
証
な
ど
の
関
係
に
立
つ
者
と
を
み
た
場
合
に
、
後
者
の
信
用
保
証
協
会
と
共
同
保
証
の
関
係

に
立
つ
者
か
ら
優
先
的
に
債
権
回
収
・
保
全
し
（
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
、
受
任
者
の
委
任
者
の
本
旨
に
従
っ
た
委
任
事
務
処
理
義
務

（
民
法
六
四
四
条
）
で
あ
る－
受
任
者
の
委
任
者
の
利
益
擁
護
に
関
す
る
積
極
的
・
能
動
的
な
忠
実
義
務
の
一
側
面
と
も
い
え
る
）、
さ
ら

に
信
用
保
証
協
会
と
共
同
保
証
関
係
に
立
つ
者
以
外
（
た
と
え
ば
、
主
た
る
債
務
者
の
物
上
保
証
人
な
ど
）
か
ら
の
債
権
回
収
分
を
差
引
い

た
回
収
不
能
分
が
、
受
任
者
の
委
任
事
務
を
処
理
す
る
の
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
債
務
負
担
と
し
て
委
任
者
へ
の
請
求
が
可
能
と
思
わ

れ
る
（
民
法
六
五

）

〇
条
）。

二

信
用
保
証
協
会
保
証
付
債
権
と
保
証
付
債
権
で
は
な
い
債
権
の
競
合
処
理

1

委
任
者
利
益
の
積
極
的
・
能
動
的
擁
護
性

債
権
者
で
あ
る
金
融
機
関
と
信
用
保
証
協
会
と
の
関
係
で
、
た
と
え
ば
信
用
保
証
協
会
保
証
付
債
権
と
保
証
付
債
権
で
は
な
い
債
権

が
競
合
し
て
い
る
場
合
に
金
融
機
関
が
保
証
付
債
権
で
な
い
債
権
を
金
融
機
関
が
優
先
保
全
・
回
収
し
た
と
き
、
金
融
機
関
に
と
っ
て

は
自
己
の
利
益
を
合
理
的
に
図
る
と
い
う
だ
け
で
あ
っ
て
、
当
該
金
融
機
関
と
信
用
保
証
協
会
と
の
間
に
特
約
が
な
け
れ
ば
、
信
用
保

証
協
会
と
金
融
機
関
と
の
取
引
の
法
律
的
な
性
質
・
実
質
を
与
信
委
任
契
約
と
理
解
し
た
う
え
で
与
信
委
任
契
約
に
基
づ
く
受
任
者
の

善
管
注
意
義
務
（
民
法
六
四
四
条
）
違
反
に
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

169

三
二

信
用
保
証
協
会
取
引
の
法
的
再
構
成

㈢
（
鶴
井
・
平
野
）



信
用
保
証
協
会
と
金
融
機
関
と
の
約
定
書
一
一
条
三
号
で
は
、
金
融
機
関
の
故
意
ま
た
は
重
過
失
に
よ
り
金
融
機
関
が
信
用
保
証
協

会
に
具
体
的
損
害
を
与
え
た
場
合
に
そ
の
損
害
を
範
囲
と
し
て
保
証
免
責
さ
れ
る
と
、
敢
え
て
注
意
義
務
を
重
過
失
に
ま
で
軽
減
し
て

い
る
。
前
述
の
よ
う
に
無
償
委
任
の
場
合
に
は
無
償
受
寄
者
の
注
意
義
務
と
し
て
自
已
の
財
産
と
同
一
の
注
意
と
な
る
民
法
六
五
九
条

を
類
推
適
用
す
る
の
が
通
説
的

）

見
解
で
あ
る

）

か
ら
、
無
償
委
任
に
基
づ
き
善
管
注
意
義
務
が
軽
減
さ
れ
る
考
え
方
の
実
務
的
取
扱
い
の

帰
結
で
あ
る
と
金
融
機
関
か
ら
主
張
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。

金
融
機
関
と
信
用
保
証
協
会
と
の
約
定
書
に
は
信
用
保
証
協
会
の
非
保
証
債
権
と
「
同
じ
取
立
方
法
を
も
っ
て
」
保
証
付
債
権
の
取

立
て
を
な
す
と
し
て
い
る
が（
約
定
書
例
九
条
三
項
）、
信
用
保
証
協
会
と
い
う
債
権
回
収
上
何
の
懸
念
も
な
い
超
優
良
保
証
人
が
付
い
て

い
れ
ば
そ
の
超
優
良
保
証
人
（
担
保
）
か
ら
優
先
的
に
回
収
す
る
こ
と
も
合
理
性
が
あ
る
と
金
融
機
関
か
ら
強
く
主
張
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
金
融
機
関
は
主
た
る
債
務
者
か
ら
債
権
管
理
・
回
収
コ
ス
ト
を
計
算
・
転
嫁
し
た
金
利
収
入
を
取
得
し
て
い
る
の
で
、
金

融
機
関
は
有
償
的
受
任（
有
償
的
受
託
）を
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
金
融
機
関
と
信
用
保
証
協
会
と
の
法
的
関
係
は
、

有
償
委
任
（
有
償
委
託
）
と
理
解
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
Ⅲ
編
で
検
討
し
て
い
る
信
用
保
証
協
会
取
引
を
有
償
的
委
任
（
有
償
的
委
託
）

と
理
解
し
た
と
し
て
も
、
受
任
者
の
委
任
者
に
対
す
る
注
意
義
務
が
高
く
要
求
さ
れ
る
だ
け
で
、
受
任
者
の
委
任
者
に
対
す
る
本
質
的

な
債
権
管
理
回
収
義
務
の
内
容
じ
た
い
が
変
わ
る
わ
け
で
は
な
い（
た
と
え
ば
、
債
務
者
等
か
ら
の
弁
済
金
を
受
領
す
る
こ
と
や
、
債
務
者
破

産
に
よ
る
破
産
債
権
届
出
を
破
産
裁
判
所
の
破
産
債
権
届
出
催
告
に
基
づ
き
提
出
す
る
こ
と
な
ど
）。

つ
ま
り
、
善
管
注
意
義
務
は
、
相
手
方
に
対
し
て
積
極
的
・
能
動
的
に
相
手
方
の
権
利
・
利
益
を
絶
対
的
に
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
こ
ろ
ま
で
要
求
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
消
極
的
・
受
動
的
に
既
存
の
管
理
財
産
の
劣
化
防
止
に
努
め
る
こ
と
で
足
り

る
と
考
え
ら
れ
る
。
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2

全
人
格
的
誠
実
態
度
・
応
対

与
信
委
任
に
お
け
る
善
管
注
意
義
務
は
、
注
意
義
務
違
反
と
い
う
一
定
の
基
準
超
過
が
要
件
と
な
る
。

善
管
注
意
義
務
に
つ
き
義
務
者
で
あ
る
債
権
者
に
当
該
債
権
の
管
理
回
収
に
対
す
る
誠
実
な
全
人
格
的
応
対
・
態
度
を
求
め
る
こ
と

は
、
困
難
と
思
わ
れ
る
。

3

事
前
・
予
防
規
制

善
管
注
意
義
務
違
反
は
、
損
害
の
具
体
的
発
生
に
よ
り
現
実
化
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
善
管
注
意
義
務
は
事
後
・
処
理
的
で
あ
る
。

事
後
・
処
理
的
な
善
管
注
意
義
務
に
つ
い
て
は
、
事
前
・
予
防
的
規
制
が
問
題
と
な
る
。

）

た
と
え
ば
、
我
妻
・
前
掲
注
（
87
）
六
七
四
頁
、
星
野
英
一
『
民
法
概
論
Ⅳ
（
契
約
）』
二
八
四
頁
（
良
書
普
及
会
・
一
九
八
六
年
）、

広
中
俊
雄
『
債
権
各
論
講
義
〔
第
六
版
〕』
二
八
〇
頁
（
有
斐
閣
・
一
九
九
四
年
）、
鈴
木
禄
弥
『
債
権
法
講
義
・
三
訂
版
』
六
四
八
頁
（
創

文
社
・
一
九
九
五
年
）、
内
田
貴
『
民
法
Ⅱ
債
権
各
論
』
二
七
二
頁
（
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
九
七
年
）
な
ど
。

）

還
元
前
の
信
義
則
論
に
よ
る
処
理
の
問
題
点
の
摘
示
の
仕
方
と
し
て
、
①
違
反
に
は
帰
責
性
が
要
求
さ
れ
、
有
責
と
ま
で
は
い
え
な
い

人
格
態
度
を
問
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
お
よ
び
②
適
用
範
囲
が
契
約
当
事
者
に
限
ら
れ
、
全
体
的
な
仕
組
み
や
制
度
・
ス
キ
ー
ム
じ
た

い
を
保
護
す
る
機
能
が
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
③
事
後
解
決
で
は
な
い
事
前
予
防
的
手
段
と
し
難
い
こ
と
と
い
う
三
点
を
挙
げ
た
（
第
Ⅰ
編
第

二
章
第
三
節
Ⅰ
一
２
㈢
）。

②
の
個
別
・
具
体
的
な
契
約
の
目
的
と
な
る
仕
組
み
や
ス
キ
ー
ム
や
制
度
全
体
を
尊
重
・
保
護
す
る
発
想
・
志
向
も
重
要
と
考
え
る
が
（
ま

と
め
と
展
望
Ⅱ
二
参
照
）、
①
③
の
債
権
者
の
保
証
人
に
対
す
る
積
極
的
・
能
動
的
な
保
証
人
の
利
益
擁
護
は
「
債
権
者
の
信
用
保
証
協
会
と

の
共
同
保
証
人
等
ら
に
対
す
る
劣
後
回
収
・
保
全
」
の
問
題
（
保
証
債
務
の
補
充
性
の
「
人
的
拡
張
」
の
問
題
）
と
「
信
用
保
証
協
会
保
証

付
債
権
と
信
用
保
証
協
会
保
証
付
債
権
で
は
な
い
債
権
の
競
合
処
理
」
の
問
題
（
保
証
債
務
の
補
充
性
の
「
充
実
」
の
問
題
）
と
言
い
換
え
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る
こ
と
が
可
能
と
思
わ
れ
る
（
保
証
債
務
の
補
充
性
の
「
拡
充
」＝

「
強
化
」
の
問
題
）。
本
稿
が
検
討
す
る
核
心
的
・
中
心
的
問
題
で
あ
る
。

）

た
だ
し
、
星
野
英
一
博
士
は
、
前
述
の
よ
う
に
与
信
委
任
説
と
同
様
の
つ
な
ぎ
融
資
説
を
採
り
な
が
ら（
前
節
Ⅱ
二
参
照
）、
金
融
機
関

に
公
的
保
証
機
関
と
共
同
保
証
関
係
に
立
つ
者
な
ど
へ
の
催
告
義
務
を
否
定
さ
れ
る
（
第
Ⅰ
編
第
二
章
第
二
節
Ⅰ
一
２
㈠
）。
推
測
す
る
に
、

星
野
英
一
博
士
は
、
公
的
保
証
機
関
利
用
の
便
を
実
際
上
の
理
由
か
ら
尊
重
し
、
与
信
受
任
者
で
あ
る
債
権
者
の
義
務
を
軽
減
し
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

）

我
妻
・
前
掲
注
（
87
）。

）

前
掲
注
（
88
）。

第
四
節

期
待
権
に
よ
る
処
理
か
、
忠
実
義
務
に
よ
る
処
理
か

と
こ
ろ
で
、
債
権
管
理
回
収
は
債
務
者
の
状
況
に
よ
り
そ
の
事
務
処
理
は
変
化
す
る
。
債
務
者
の
状
況
変
化
を
、
あ
ら
か
じ
め
す
べ

て
想
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
債
権
者
の
債
権
管
理
回
収
に
関
す
る
義
務
を
あ
ら
か
じ
め
個
別
・
具
体
的
に
特
定

す
る
こ
と
も
難
し
い
で
あ
ろ
う
。
債
権
者
の
債
権
管
理
回
収
に
関
す
る
義
務
は
、
そ
の
債
権
管
理
回
収
に
関
す
る
義
務
者
で
あ
る
債
権

者
が
最
善
の
手
段
選
択
で
積
極
的
・
能
動
的
に
さ
ら
に
は
誠
実
に
全
人
格
的
に
実
施
す
る
義
務
を
負
担
す
る
法
律
構
成
が
模
索
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

債
権
管
理
回
収
を
最
善
の
手
段
選
択
で
積
極
的
・
能
動
的
に
さ
ら
に
は
誠
実
に
全
人
格
的
に
実
施
す
る
義
務
を
負
担
す
る
法
律
構
成

と
し
て
は
、「
期
待
権
論
」
と
「
忠
実
義
務
論
」
が
考
え
ら
れ
る
。
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Ⅰ

期
待
権
侵
害
論
で
の
不
都
合
性

期
待
権
侵
害
と
は
何
か
を
検
討
し
、
期
待
権
侵
害
の
適
用
領
域
は
ど
こ
ま
で
か
を
知
り
、
信
用
保
証
協
会
取
引
に
も
適
用
可
能
か
を

検
討
す
る
。

そ
う
し
た
期
待
権
侵
害
の
一
般
論
を
前
提
に
、
善
管
注
意
義
務
に
対
す
る
優
越
点
を
考
え
る
と
と
も
に
、
逆
に
期
待
権
侵
害
論
適
用

上
の
問
題
点
を
探
る
こ
と
と
す
る
。

一

期
待
権
侵
害
論
一
般

1

一
般
的
適
用
領
域

専
門
家
責
任
領
域

受
任
者
の
委
任
者
に
対
す
る
十
分
・
適
切
な
委
任
事
務
処
理
を
し
て
も
ら
え
る
と
い
う
期
待
権
の
考
え
方
は
、
医
事
訴
訟
の
領
域
で

有
名
で
あ
る
。

こ
の
期
待
権
侵
害
の
考
え
方
は
弁
護
士
過
誤
の
領
域
な
ど
で
も
、
適
用
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
受
任
弁
護
士
が
期
待
ど
お
り
の

事
務
処
理
を
し
て
く
れ
な
い
と
い
う
場
合
に
、
依
頼
者
が
受
任
弁
護
士
の
過
誤
な
け
れ
ば
依
頼
者
の
損
失
な
し
と
い
う
因
果
関
係
を
立

証
で
き
れ
ば
財
産
的
損
害
に
対
す
る
賠
償
請
求
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
因
果
関
係
を
立
証
で
き
な
け
れ
ば
、
依
頼
者
は
受
任
弁
護

士
に
対
し
て
平
均
的
弁
護
士
の
水
準
に
照
ら
し
て
十
分
な
弁
護
活
動
を
す
べ
き
期
待
（
義
務
）
を
裏
切
っ
た
と
し
て
、
期
待
権
侵
害
を
理

由
と
し
て
精
神
的
損
害
に
対
す
る
慰
謝
（
損
害
賠
償
）
を
請
求
で
き
る
可
能
性
が

）

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
受
任
弁
護
士
の
過
失
と
財
産
的
損

害
と
の
因
果
関
係
は
否
定
さ
れ
る
が
精
神
的
損
害
の
賠
償
を
認
め
る
裁
判
例
が
、
存
在
し
て

）

い
る
。
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つ
ま
り
、
こ
の
期
待
権
侵
害
の
考
え
方
は
、
専
門
家
責
任
の
領
域
に
も
妥
当

）

す
る
。
医
師
や
弁
護
士
と
い
っ
た
専
門
家
責
任
を
問
う

契
約
関
係
は
委
任
で
あ
る
か
ら
、
委
任
契
約
関
係
に
あ
る
当
事
者
間
に
お
い
て
も
期
待
権
侵
害
の
考
え
方
の
適
用
余
地
が
あ
る
と
い
え

る
。2

信
用
保
証
協
会
取
引
へ
の
適
用
可
能
性

と
こ
ろ
が
、
専
門
家
責
任
で
は
、
委
任
契
約
当
事
者
間
に
専
門
性
の
非
対
等
性
が
存
在
す
る
。
金
融
機
関
と
信
用
保
証
協
会
と
い
う

専
門
家
と
専
門
家
（
プ
ロ
と
プ
ロ
）
と
の
取
引
に
は
、
専
門
家
責
任
領
域
に
お
け
る
期
待
権
侵
害
の
議
論
が
妥
当
し
な
い
と
も
考
え
ら
れ

る
。け

れ
ど
も
、
金
融
機
関
と
信
用
保
証
協
会
と
の
関
係
は
、
本
稿
が
問
題
と
し
て
い
る
信
用
保
証
協
会
保
証
付
貸
出
等
債
権
の
管
理
・

回
収
に
お
い
て
債
権
管
理
回
収
情
報
が
債
務
者
ら
に
身
近
な
金
融
機
関
に
偏
在
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
非
対
等
で
あ
る
（
信
用
保
証

協
会
と
金
融
機
関
と
の
関
係
を
考
え
る
際
に
重
要
で
あ
る
）。
つ
ま
り
、
金
融
機
関
と
信
用
保
証
協
会
と
の
取
引
に
あ
っ
て
は
、
専
門
家
責
任

領
域
に
妥
当
す
る
期
待
権
侵
害
の
考
え
方
を
適
用
す
る
余
地
は
存
在
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

二

善
管
注
意
義
務
構
成
に
対
す
る
優
越
点

期
待
権
と
は
、
受
任
者
の
委
任
者
に
対
し
て
適
切
に
委
任
事
務
処
理
を
し
て
も
ら
え
る
と
い
う
委
任
者
の
期
待
・
希
望
を
保
護
す
る

権
利
と
定
義
し
得
る
。
こ
の
期
待
権
の
保
護
基
準
は
、
最
二
小
判
平
成
四
・
六
・
八
で
は
業
界
水
準
と
さ
れ
て

）

い
る
。

期
待
権
の
保
護
基
準
が
業
界
水
準
と
す
る
と
、委
任
契
約
に
お
け
る
善
管
注
意
義
務
に
よ
る
処
理
と
同
じ
帰
結
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
委
任
契
約
に
お
け
る
善
管
注
意
義
務
に
よ
る
処
理
と
、
期
待
権
侵
害
に
基
づ
く
損
害
賠
償
義
務
に
よ
る
処
理
と
の
違
い
は
、
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委
任
契
約
に
お
け
る
善
管
注
意
義
務
構
成
が
損
害
と
行
為
と
の
因
果
関
係
を
厳
格
に
要
求
す
る
の
に
対
し
、
期
待
権
侵
害
に
基
づ
く
損

害
賠
償
義
務
に
よ
る
処
理
で
は
損
害
と
行
為
と
の
因
果
関
係
は
緩
和
さ
れ
る
。
最
二
小
判
平
成
一
二
・
九
・
二
二
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
〇

四
四
号
七
五
頁
は
、
業
界
水
準
に
適
っ
た
行
為
が
な
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
行
為
の
時
点
に
お
い
て
委
任
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で

き
た
相
当
程
度
の
可
能
性
が
法
的
保
護
に
値
す
る
利
益
で
あ
り
（
し
た
が
っ
て
、
最
二
小
判
平
成
一
二
・
九
・
二
二
は
、
前
掲
最
二
小
判
平
成

四
・
六
・
八
の
延
長
線
上
に
存
在
す
る
）、
そ
の
委
任
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
相
当
程
度
の
可
能
性
の
存
在
が
立
証
で
き
れ
ば
、

期
待
権
侵
害
を
理
由
と
し
て
精
神
的
損
害
に
対
す
る
慰
謝
料
（
損
害
賠
償
）
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。

三

期
待
権
侵
害
論
適
用
上
の
問
題

1

委
任
目
的
達
成
の
実
現
可
能
性
と
い
う
守
備
範
囲
の
狭
さ

し
か
し
、
委
任
事
務
処
理
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
相
当
程
度
の
可
能
性
が
存
在
し
な
く
と
も
受
任
者
は
受
任
し
て
い
る

以
上
、受
任
者
の
業
界
水
準
以
上
の
事
務
処
理
を
お
こ
な
う
べ
き
義
務
が
な
お
存
在
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

一
般
的
に
は
法
は
不
可
能
を
強
い
る
も
の
で
は
な
い
が
、
積
極
的
・
能
動
的
な
相
手
方
の
利
益
擁
護
に
関
す
る
誠
実
な
全
人
格
的
態
度
・

応
対
そ
の
も
の
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
立
場
か
ら
い
え
ば
、
た
と
え
ば
生
命
の
よ
う
な
重
大
な
法
的
保
護
に
値
す
る
利
益
（
法
益
）
や
、

目
的
物
の
客
観
的
な
価
値
・
価
額
が
高
額
で
あ
る

）

場
合
に
は
期
待
権
侵
害
論
で
処
理
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

2

損
害
賠
償
額
の
低
廉
さ

期
待
権
侵
害
は
、
精
神
的
損
害
に
対
す
る
賠
償
と
な
る
。
期
待
権
侵
害
に
基
づ
く
精
神
的
苦
痛
に
対
す
る
慰
謝
料
は
、
一
般
的
に
低

廉
で

）

あ
る
。
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期
待
権
侵
害
に
よ
る
損
害
賠
償
と
い
う
法
律
効
果
を
、
本
来
的
な
精
神
的
苦
痛
に
対
す
る
慰
謝
料
と
す
る
の
で
は
な
く
、
た
と
え
ば

被
害
者
に
発
生
し
た
財
産
的
損
害
額
全
額
と
す
る
理
論
的
可
能
性
が
存
在
す
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
期
待
権
侵
害
に
よ
る
損
害
賠
償
を
た
と
え
ば
被
害
者
に
発
生
し
た
財
産
的
損
害
額
全
額
と
す
る
技
巧

的
解
釈
は
、
賠
償
額
算
定
に
お
け
る
損
害
を
加
害
者
の
直
接
的
な
因
果
関
係
あ
る
行
為
に
限
定
し
、
損
害
の
公
平
な
分
担
を
図
ろ
う
と

す
る
わ
が
国
の
不
法
行
為
法
の
基
本
的
思
考
・
本
質
と
矛
盾
し
、
採
用
で
き
な
い
（
反
対
説
は
、
損
害
の
賠
償
額
算
定
に
、
行
為
者
の
行
為

に
対
す
る
制
裁
的
意
味
合
い
を
加
味
し
て
い
る
）。

3

取
引
法
に
よ
ら
な
い
問
題
解
決

委
任
契
約
の
問
題
に
お
い
て
、
契
約
法
で
処
理
が
可
能
で
あ
る
な
ら
ば（
受
任
者
の
法
的
義
務
違
反
を
処
理
し
得
る
な
ら
ば
）、
敢
え
て
期

待
権
侵
害
と
い
う
不
法
行
為
法
で
処
理
す
べ
き
も
の
で
も
な
い
。

Ⅱ

受
任
者
の
忠
実
義
務
の
成
否

そ
こ
で
、
委
任
契
約
の
問
題
と
し
て
、
与
信
委
任
契
約
に
お
け
る
受
任
者
は
、
委
任
者
の
利
益
を
犠
牲
に
し
て
自
己
ま
た
は
第
三
者

の
利
益
を
図
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
義
務
（
受
任
者
の
忠
実
義
務
）
を
負
担
す
る
か
ど
う
か
、
が
問
題
と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
忠
実
義
務
違
反
の
要
件
は
、
善
管
注
意
義
務
違
反
の
要
件
に
あ
る
損
害
の
発
生
が
不
要
で
あ
り
、
利
益
相
反
と
い
う
外

形
・
事
実
が
立
証
で
き
れ
ば

）

よ
い
の
で
、
義
務
違
反
を
主
張
す
る
側
に
と
っ
て
は
便
宜
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
委
任
契
約
に
お
け
る
受
任
者
の
忠
実
義
務
を
巡
る
理
論
状
況
を
概
観
し
、
信
認
関
係
と
委
任
契
約
と
の
関
わ
り
を
知
り
、

信
認
関
係
成
立
の
た
め
の
要
件
と
効
果
を
お
さ
え
た
う
え
で
、
信
用
保
証
協
会
取
引
へ
の
信
認
関
係
の
適
否
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
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て
、
受
任
者
の
忠
実
義
務
の
成
否
を
決
す
る
こ
と
に
す
る
。

一

理
論
状
況
の
概
観

受
任
者
の
忠
実
義
務
が
善
管
注
意
義
務
と
異
な
る
（
異
質
説
）
か
、
善
管
注
意
義
務
と
同
じ
（
同
質
説
）
か
は
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
受
任
者
の
忠
実
義
務
が
善
管
注
意
義
務
と
同
じ
か
異
な
る
か
に
関
係
な
く
、
受
任
者
の
忠
実
義
務
が
民
法
の
委
任
規
定
の

な
か
に
包
含
さ
れ
て
い
る
と
の
考
え
が
多
数
で
あ
る
。
受
任
者
の
忠
実
義
務
が
民
法
の
委
任
規
定
の
な
か
に
包
含
さ
れ
る
と
考
え
る
こ

と
は
、
裁
判
例
（
最
大
判
昭
和
四
五
・
六
・
二
四
民
集
二
四
巻
六
号
六
二
五
頁－

八
幡
製
鉄
事
件
）
も
、
ま
た
学
説
（
民
法
研

）

究
者
、
会
社
法
研

）

究
者
）
も
同
様
で
あ
る
。

委
任
契
約
に
お
け
る
受
任
者
の
忠
実
義
務
が
善
管
注
意
義
務
と
同
質
で
あ
る
な
ら
ば
、
忠
実
義
務
の
許
容
性
（
法
的
正
当
性
）
が
肯
定

さ
れ
そ
の
ま
ま
受
任
者
の
忠
実
義
務
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
ろ

）

う
が
、
受
任
者
の
忠
実
義
務
は
善
管
注
意
義
務
と
異
質
と
理
解
す
る
の

で
あ
れ
ば
、
受
任
者
の
忠
実
義
務
の
許
容
性
（
法
的
正
当
性
）
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
委
任
契
約
を
前
提
と
す
る
多
く
の
専

門
家
責
任
論
に
お
い
て
、
依
頼
人
か
ら
事
務
処
理
を
引
受
け
た
専
門
家
が
高
度
の
注
意
義
務
を
負
い
、
ま
た
依
頼
人
か
ら
「
信
認
」
を

受
け
て
裁
量
的
判
断
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
、
受
認
者
（
英
米
法
に
お
い
て
、
高
度
の
忠
実
義
務
を
負
担
す
る
者
）
が
忠

実
義
務
を
負
う
と
す
る
考

）

え
方
が
存
在
す
る
。
大
村
敦
志
教
授
も
、「
契
約
か
ら
生
ず
る
義
務
は
個
別
の
契
約
当
事
者
の
具
体
的
な
合
意

に
よ
っ
て
の
み
、
設
定
可
能
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
程
度
の
差
は
あ
れ
契
約
類
型
毎
に
そ
の
契
約
の
性
質
に
着
目
し
て
、
定

型
的
な
義
務
を
設
定
す
る
こ
と
が
信
義
則
や
衡
平
な
ど
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
」
と
述
べ
、「
あ
る
契
約
（
た
と
え
ば
委
任
）
が
そ
の
契
約

の
性
質
上
信
認
義
務
を
と
も
な
う
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
明
示
の
合
意
が
な
く
と
も
、
当
該
契
約
か
ら
は
当
然
に
信
認
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義
務
が
発
生
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
」
と
さ
れ
て

）

い
る
。

そ
こ
で
、
委
任
契
約
に
お
け
る
受
任
者
の
忠
実
義
務
を
考
察
す
る
た
め
に
、
信
認
関
係
論
を
採
用
す
る
英
米
法
を
検
討
す
る
。

二

信
認
関
係
と
委
任
契
約
と
の
関
係

委
任
契
約
に
お
け
る
忠
実
義
務
の
議
論
は
、
会
社
法
研
究
で
は
取
締
役
の
責
任
に
関
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
取
締
役＝

会
社

役
員
の
責
任
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
会
社
法
二
三
二
条
二
項
で
は
、
会
社
役
員
（o

fficer

）
は
会
社
役
員
の
権
限
の

行
使
お
よ
び
義
務
の
履
行
に
あ
た
っ
て
、
常
に
誠
実
に
（h

o
n
estly

）
に
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
そ
の
誠
実
の
程
度
に
関

し
裁
判
例
は
、
受
認
者
義
務
と
し
て
（
イ
ギ
リ
ス
で
も
、
取
締
役
（d

irecto
r

）
と
会
社
の
関
係
は
、
信
認
関
係
と
い
わ
れ
て

）

い
る
）
最
善
と
し

て

）

い
る
。

こ
の
誠
実
義
務
は
、
会
社
役
員
と
会
社
の
利
益
相
反
事
案
に
お
い
て
違
反
認
定
が
多
く
な
さ
れ
て

）

お
り
、
会
社
役
員
は
会
社
の
利
益

を
優
先
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
会
社
役
員
が
会
社
の
利
益
相
反
事
案
に
お
い
て
誠
実
義
務
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
会
社
に
損
害

賠
償
を
負
う
の
み
な
ら
ず
、
得
ら
れ
た
利
益
す
べ
て
を
会
社
へ
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て

）

い
る
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
い
て
信
認
関
係
を
裁
判
例
上
認
め
る
も
の
と
し
て
、
先
の
会
社
役
員
と
会
社
の
関
係
の
ほ
か
、
医
師（d

o
cto

r

）

と
患
者
（p

a
tien

t

）
の

）

関
係
や
、
事
務
弁
護
士
（so

licito
r

）
と
依
頼
人
（clien

t

）
と
の

）

関
係
な
ど
が
存
在
す
る
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
に

お
い
て
も
同
様
に
、
信
認
関
係
を
裁
判
例
上
認
め
る
も
の
と
し
て
、
先
の
取
締
役
と
会
社
の
関
係
の
ほ
か
、
医
師
と
患
者
の

）

関
係
や
、

事
務
弁
護
士
と
依
頼
人
と
の

）

関
係
な
ど
が
存
在
す
る
。
さ
ら
に
、
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
も
信
認
関
係
を
裁
判
例
上
認
め
る
も
の
と
し
て
、

取
締
役
と
会
社
の

）

関
係
の
ほ
か
、
医
師
と
患
者
の

）

関
係
や
、
弁
護
士
と
依
頼
人
と
の

）

関
係
、
さ
ら
に
は
会
計
士
と
依
頼
人
と
の

）

関
係
な
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ど
が
存
在
す
る
。

T
a
m
a
r F

ra
n
k
el

も
、
現
代
社
会
に
あ
っ
て
は
職
業
の
専
門
化
が
主
要
な
関
心
事
と
な
っ
て
い
る
。
職
業
の
専
門
化
は
、
利
益
を
最

大
化
す
る
た
め
に
重
要
で
あ
る
。
専
門
家
と
委
託
者
と
の
関
係
は
、
信
認
関
係
と
さ
れ
て

）

い
る
。
信
認
関
係
は
こ
の
よ
う
に
専
門
家
と

の
関
係
に
あ
て
は
ま
り
、
専
門
家
と
の
関
係
は
前
述
し
た
よ
う
に
日
本
法
で
は
委
任
契
約
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
ろ
う
か
ら
、
英
米
法
の
信

認
関
係
の
考
察
は
日
本
法
に
お
け
る
委
任
契
約
関
係
に
何
ら
か
の
示
唆
を
与
え
る
可
能
性
が
存
在
す
る
と
い
え
る
。

三

信
認
関
係
成
立
の
た
め
の
要
件
と
効
果

信
用
保
証
協
会
取
引
と
の
関
係

し
か
し
な
が
ら
、
英
米
法
の
信
認
関
係
と
日
本
法
に
お
け
る
委
任
契
約
関
係
と
が
、
少
な
く
と
も
一
部
共
通
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、

英
米
法
の
信
認
関
係
理
論
を
日
本
法
の
委
任
契
約
関
係
に
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
は
早
計
過
ぎ
る
。

英
米
法
の
信
認
関
係
の
適
用
範
囲
・
成
立
要
件
を
み
た
う
え
で
、
信
認
関
係
成
立
の
効
果
と
し
て
如
何
な
る
も
の
が
存
在
す
る
の
か

を
考
察
す
る
。
そ
し
て
、
信
認
関
係
成
立
の
た
め
の
要
件
と
効
果
を
踏
ま
え
て
、
信
用
保
証
協
会
取
引
へ
の
適
否
を
検
討
す
る
。

1

一
九
八
九
年
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
の
見
解
（
伝
統
的
見
解
）

関
係
論

㈠

判
決
の
概
説

L
A
C
 
M
in
era

ls

）

判
決
で
は
、
信
認
関
係
成
立
の
た
め
の
要
件
と
し
て
、
以
下
の
三
つ
を
提
示
し
た
。

①
受
認
者
に
裁
量
権
や
権
限
の
行
使
機
会
が
あ
る
こ
と

②
そ
の
裁
量
権
や
権
限
の
行
使
が
、
受
認
者
に
一
方
的
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
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③
受
認
者
と
受
益
者
と
を
比
較
し
た
場
合
に
受
益
者
が
特
に
弱
い
立
場
に
あ
る
か
、
受
益
者
が
受
認
者
の
意
の
ま
ま
に
な
る
よ
う
な

立
場
に
あ
る

）

こ
と

こ
の
信
認
関
係
成
立
の
要
件
は
、
二
年
前
のF

ra
m
e

判
決
のW
ilso

n

裁
判
官
反
対

）

意
見
に
端
を
発

）

す
る
。

㈡

信
認
関
係
を
巡
る
伝
統
的
な
一
般
論

こ
れ
ま
で
の
信
認
関
係
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
解
説
は
、L

A
C
 
M
in
era

ls

判
決
に
近
い
立
場
に
拠
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
と
思

わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
信
認
関
係
を
巡
る
伝
統
的
な
一
般
論
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
簡
単
に
述
べ
て
お
く
。

⑴

概

説

受
認
者
と
は
他
者
か
ら
信
認
を
受
け
た
者
で
、
英
米
法
に
い
うfid

u
cia
ry

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
受
認
者
と
信
認
者
と
の
当
事
者
間

関
係
をfid

u
cia
ry rela

tio
n

（
信
認
関
係
）
と
い
い
、
受
認
者
の
信
認
者
の
た
め
に
尽
く
す
義
務
をfid

u
cia
ry d

u
ty

（
信
認
義
務
）
と

呼
ん
で

）

い
る
。

⑵

要
件
関
係

L
A
C
 
M
in
era

ls

判
決
を
基
に
、
信
認
関
係
成
立
要
件
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
当
事
者
間
の
情
報
の
非
対
称
性
が
あ
る

が
ゆ
え
に
、
一
方
が
他
方
を
信
用
・
信
頼
せ
ざ
る
を
得
な
い
関
係
を
形
成
さ
せ
て
い
る
。
一
方
が
他
方
を
信
用
・
信
頼
せ
ざ
る
を
得
ず

（
前
述
のL
A
C M

in
era

ls

判
決
に
お
け
る
信
認
関
係
成
立
要
件
の
①
②
に
相
当
）、
他
方
も
一
方
が
じ
し
ん
を
信
頼
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
・

環
境
（
依
存
関
係
）
で
取
引
に
入
っ
て
い
る
こ
と
を
当
然
に
知
っ
て
い
る
（
前
述
のL

A
C M

in
era

ls

判
決
に
お
け
る
信
認
関
係
成
立
要
件
の

③
に
相
当
）
以
上
、
そ
の
よ
う
な
依
存
関
係
か
ら
、
他
方
は
一
方
に
信
認
義
務
を
負
担
す
る
余
地
が
存
在
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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信
認
者
が
あ
ら
か
じ
め
物
事
を
十
分
に
取
決
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
事
情
を
考
慮
す
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
単
な
る
契
約
的

な
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は

）

な
い
。F

ra
n
k H

.
E
a
sterb

o
o
k
&
D
a
n
iel R

.
F
isch

el

も
、
事
前
に
起
こ
り
得
る
す

べ
て
の
事
態
を
契
約
の
条
件
に
あ
ら
か
じ
め
取
込
め
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
契
約
の
不
完
備
性
を
補
充
す
る
も
の
と
し
て
、
受
認
者

に
包
括
的
か
つ
抽
象
的
な
「
信
認
義
務
」
を
課
す
こ
と
の
有
意
義
性
を

）

）

述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、fid

u
cia
ry

の
核
心
は
他
人
の
た
め
に

行
動
す
る
権
限
を
有
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、fid

u
cia
ry

の
課
題
はfid

u
cia
ry

の
権
限
濫
用
な
ど
に
よ
る
不
正
行
為
の
禁
止
で

）

あ
る
。

受
認
者
の
義
務
や
責
任
の
不
明
確
さ
の
解
決
で
は
、
多
く
の
考
え
方
は
、
契
約
当
事
者
間
の
契
約
じ
た
い
の
文
言
の
意
味
内
容
を
明

確
化
す
る
と
か
、
あ
る
い
は
当
該
契
約
に
存
在
し
な
い
内
容
の
損
失
分
担
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
よ
う
な
一
般
と
は
異
な
る
考
慮
が
要

請
さ
れ
る
と
さ

）

れ
る
。
つ
ま
り
、
契
約
当
事
者
間
の
み
な
ら
ず
、
当
該
契
約
当
事
者
の
関
係
の
背
後
に
存
在
す
る
社
会
や
共
同
体
な
ど

を
も
考
慮
し
て
解
決
す
べ
き
と
の
考
え
方
が
多
数
と
も
い
え
そ
う
で
あ
る
。
信
認
関
係
は
、
当
事
者
の
契
約
の
み
な
ら
ず
、
一
定
の
事

実
関
係
か
ら
も
発
生
す
る
と
さ

）

）

れ
て
い
る
。

⑶

効

果

一

受
認
者
の
受
益
者
利
益
の
積
極
的
・
能
動
的
擁
護

信
認
義
務
は
、
受
認
者
に
委
譲
さ
れ
る
権
限
や
財
産
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
重
い
も
の
と

）

な
る
。

信
認
関
係
で
は
、
受
認
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
の
内
容
は
、
信
認
者
（
受
益
者
）
の
富
の
最
大
化
と
い
わ
れ
て

）

い
る
。
し
た
が
っ
て
、

信
認
関
係
で
は
、
受
認
者
が
自
己
の
地
位
を
利
用
し
て
隠
れ
た
利
益
を
得
る
こ
と
は
許
さ
れ

）

な
い
。
信
認
関
係
に
対
し
て
契
約
関
係
で

は
、
契
約
当
事
者
個
々
の
利
益
追
求
が
優
先
す
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
相
手
方
の
利
益
配
慮
が
劣
後
す
る
の
は
や
む
を
得

）

な
い
こ
と
と
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対
照
的
で
あ
る
。

fid
u
cia
ry

の
不
正
行
為
禁
止
の
最
大
義
務
は
、
忠
実
義
務
（d

u
ty o

f

）

lo
y
a
lty

）
と
い
わ
れ
て

）

い
る
。
受
認
者
の
最
大
義
務
が
忠
実
義

務
で
あ
る
こ
と
を
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
例
の
な
か
に
は
、
端
的
に
示
す
も
の
が
見
受
け
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、A

b
erd

een R
y
.V
.B
la
ik

）

ie

で
は
、in

terest o
f
(b
en
eficia

ries)
w
h
o
m
(a fid

u
cia
ry
)
is b

o
u
n
d to p

ro
tect

と
し
、
こ
の
よ
う
な
表
現
はB

ra
y v
.

）

F
o
rd

に
も
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
忠
実
義
務
の
中
核
を
な
す
義
務
が
、
利
益
相
反
禁
止
義
務
と
い
わ
れ
て

）

い
る
。

こ
の
よ
う
な
信
認
者
（
受
益
者
）
の
た
め
に
尽
く
す
受
認
者
の
義
務
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
も
幾
つ
も
の
裁
判
例
で
認
め

）

ら
れ
、
受
認

者
み
ず
か
ら
の
利
益
追
求
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
の
裁
判
例
を
含
め

）

れ
ば
多
数
に
存
在
す
る
。

ア
メ
リ
カ
で
も
、
受
認
者
は
信
認
者
（
委
託
者：

en
tru
ster

）
の
利
益
の
た
め
に
行
為
す
る
者
と

）

さ
れ
、
こ
の
信
認
者
（
受
益
者
）
の

利
益
の
た
め
に
委
託
さ
れ
た
事
務
を
遂
行
す
る
こ
と
こ
そ
が
信
認
の
本
質
と
い
わ
れ
て

）

い
る
。

二

構
造
・
シ
ス
テ
ム
利
益

こ
こ
で
、
受
益
者
の
保
護
さ
れ
る
べ
き
「
利
益
」（
保
護
法
益
）
に
関
し
、「
忠
実
義
務
違
反
は
、
問
題
の
行
為
が
受
益
者
の
金
銭
上
の

利
益
に
影
響
し
な
く
と
も
よ
い
」
と
い
わ
れ
て

）

い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
受
益
者
の
利
益
が
金
銭
上
の
利
益
に
限
ら
な
い
こ

と
は
、N

a
g
y v

.

）

B
istricer

に
お
い
て
、S

trin
e

判
事
も
述
べ
て
い
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
収
賄
事
件
で
公
務
員
に
信
認
義
務
を
肯
定
し
た
裁
判
例
が

）

あ
り
、
受
益
者
は
誰
か
に
関
し
て
議
論
は
あ

）

る
が
、
い
ず
れ

に
し
て
も
公
務
員
の
信
認
義
務
肯
定
の
裁
判
例
で
は
、
金
銭
上
の
利
益
で
は
な
い
公
務
の
「
運
営
上
の
円
滑
な
維
持
利
益
」
が
存
在
す

る
と
思
わ
れ
る
。E

rn
est J.

W
ein
rib

もM
elv
in
 
A
.
E
isen

b
erg

と
同
様
に
、
忠
実
義
務
違
反
は
、
受
益
者
の
金
銭
上
の
利
益
に

影
響
し
な
く
と
も
よ
い
と
し
、
具
体
例
と
し
て
受
益
者
の
「
ビ
ジ
ネ
ス
構
造
の
維
持
」
に
反
す
る
か
否
か
と
い
う
基
準
を
提
唱

）

す
る
。
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日
本
で
も
販
売
代
理
店
が
代
理
店
契
約
に
文
言
上
直
接
抵
触
し
な
い
が
、
取
扱
商
品
と
類
似
す
る
自
社
商
品
を
販
売
し
た
事
案（
カ
リ
タ

ジ
ャ
ポ
ン
事
件
）で
、
販
売
代
理
店
に
は
利
益
相
反
禁
止
義
務
が
当
然
に
存
在
す
る
と
す
る
裁
判

）

例
は
、「
ビ
ジ
ネ
ス
構
造
維
持
」
を
保
護

利
益
と
す
る
見
解
と
共
通
す
る
と
思
わ
れ
る
。

2

一
九
九
四
年
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
の
見
解
（
新
た
な
見
解
）

合
意
論

と
こ
ろ
で
、
信
認
関
係
論
に
お
け
る
伝
統
的
な
考
え
方
に
沿
うL

A
C M

in
era

ls

判
決
か
ら
五
年
後
の
一
九
九
四
年
、
信
認
関
係
成

立
の
た
め
の
要
件
は
、

「
他
方
が
一
方
の
利
益
の
た
め
に
行
動
す
る
相
互
の
理
解
（m

u
tu
a
l u
n
d
ersta

n
d
in
g

）＝

合
意
」
と
さ

）

れ
た
。

相
互
の
合
意
を
要
す
る
点
で
契
約
で
あ
り
、
信
認
関
係
成
立
（
忠
実
義
務
発
生
）
の
範
囲
が
狭
く
な

）

っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
一
九

九
四
年
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
の
見
解
に
拠
れ
ば
、
委
任
契
約
関
係
の
成
立
だ
け
か
ら
信
認
関
係
を
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い（
こ
の
点

は
、L

A
C
 
M
in
era

ls

判
決
か
ら
の
帰
結
と
は
違
う
と
思
わ

）

れ
る
）。

3

信
用
保
証
協
会
取
引
へ
の
信
認
関
係
の
適
否

以
上
を
踏
ま
え
て
、
信
用
保
証
協
会
取
引
へ
の
信
認
関
係
の
適
否
を
、
一
九
八
九
年
の
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
の
立
場
と
、
一
九
九
四

年
の
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
の
立
場
と
に
分
け
て
述
べ
、
小
括
す
る
と
と
も
に
、
信
認
関
係
適
用
に
よ
る
忠
実
義
務
の
存
在
に
よ
り
、
具

体
的
に
如
何
な
る
影
響
・
効
果
が
あ
り
、
さ
ら
に
信
用
保
証
協
会
取
引
の
独
自
固
有
の
取
引
上
の
性
格
・
性
質
か
ら
忠
実
義
務
を
巡
る

概
念
・
内
容
に
修
正
を
加
え
る
余
地
は
存
在
し
な
い
か
を
検
討
す
る
。

㈠

一
九
八
九
年
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
の
立
場
か
ら
の
当
て
は
め

155

四
六

信
用
保
証
協
会
取
引
の
法
的
再
構
成

㈢
（
鶴
井
・
平
野
）



前
掲
のL

A
C
 
M
in
era

ls

判
決
で
は
、
信
認
関
係
成
立
の
た
め
に
、

①
受
認
者
に
裁
量
権
や
権
限
の
行
使
機
会
が
あ
る
こ
と

②
そ
の
裁
量
権
や
権
限
の
行
使
が
、
受
認
者
に
一
方
的
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と

③
受
認
者
と
受
益
者
と
を
比
較
し
た
場
合
に
受
益
者
が
特
に
弱
い
立
場
に
あ
る
か
、
受
益
者
が
受
認
者
の
意
の
ま
ま
に
な
る
よ
う
な

立
場
に
あ
る
こ
と
、

の
三
要
件
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

筆
者
ら
が
い
う
与
信
委
任
的
取
引
（
本
編
）
で
は
、
法
律
関
係
の
性
質
が
委
任
と
な
る
た
め
に
、
受
任
者
で
あ
る
金
融
機
関
は
与
信
債

権
の①

権
限
行
使
機
会
が
金
融
機
関
に
あ
り
、

②
そ
の
権
限
行
使
が
金
融
機
関
に
一
方
的
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、

③
委
任
者
で
あ
る
信
用
保
証
協
会
は
債
務
者
ら
と
接
点
が
な
く
、
ま
た
債
務
者
ら
の
状
況
把
握
が
容
易
で
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
金

融
機
関
の
意
の
ま
ま
に
実
際
上
な
る
立
場
に
あ
り
、

金
融
機
関
と
信
用
保
証
協
会
と
の
関
係
は
信
認
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

与
信
委
任
的
取
引
（
本
編
）
に
お
け
る
債
権
者
と
保
証
人
と
の
関
係
は
す
べ
て
信
認
関
係
が
あ
る
と
し
て
、
債
権
者
は
保
証
人
に
対
し

忠
実
義
務
を
負
う
か
ら
、
こ
の
忠
実
義
務
の
法
的
根
拠
は
委
任
規
定
（
民
法
六
四
四
条
）
の
「
委
任
の
本
旨
に
従
い
、
…
…
委
任
事
務
を

処
理
す
る
義
務
」
が
該
当
す
る
と
考
え
ら

）

れ
る
。

委
任
規
定
を
忠
実
義
務
の
法
的
根
拠
と
す
れ
ば
、
民
法
六
四
六
条
一
項
の
「
受
任
者
は
、
委
任
事
務
を
処
理
す
る
に
当
た
っ
て
受
け
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取
っ
た
金
銭
そ
の
他
の
物
を
委
任
者
に
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
収
取
し
た
果
実
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
」
と
の
規

定
を
適
用
し
て
、
委
任
者
の
受
任
者
に
対
す
る
利
得
引
渡
し
（
受
任
者
の
利
益
吐
出
し
）
が
可
能
で

）

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

㈡

一
九
九
四
年
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
の
立
場
か
ら
の
当
て
は
め

一
九
九
四
年
の
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
が
認
め
た
信
認
関
係
成
立
の
基
準
か
ら
す
る
と
、
債
権
者
で
あ
る
金
融
機
関
と
通
常
の
保
証
人

と
の
関
係
を
考
え
た
場
合
、
金
融
機
関
が
保
証
人
の
た
め
に
行
動
す
る
合
意
が
あ
っ
た
と
事
実
認
定
で
き
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と

思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
保
証
機
関
に
よ
る
保
証
人
の
場
合
に
は
、
金
融
機
関
が
保
証
人
の
た
め
に
行
動
す
る
合
意
が
存
在
す
る
と
考
え
ら

れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
理
由
は
、
保
証
人
と
金
融
機
関
と
は
反
復
す
る
永
続
的
な
取
引
関
係
に
あ
る
こ
と
が

多
く
、
そ
の
よ
う
な
取
引
制
度
・
仕
組
み
を
維
持
し
発
展
さ
せ
て
い
く
た
め
に
金
融
機
関
は
保
証
人
の
利
益
の
た
め
に
行
動
す
る
「
合

意
」
が
あ
っ
た
と
事
実
認
定
で
き
る
余
地
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
保
証
機
関
に
よ
る
保
証
人
で
あ
る
信
用
保
証

協
会
と
金
融
機
関
と
の
関
係
で
は
、
当
該
金
融
機
関
の
保
証
制
度
利
用
の
実
績
（
信
用
保
証
協
会
保
証
の
利
用
占
有
率
や
保
証
債
務
履
行
請

求
率
な
ど
）
に
応
じ
た
当
該
金
融
機
関
毎
の
取
引
信
用
保
証
協
会
に
対
す
る
毎
年
度
の
負
担
金
や
補
助
金
の
支
払
い
が
経
常
的
に
お
こ

な
わ
れ
（
前
掲
の
北
国
銀
行
事
件
で
は
、
こ
の
負
担
金
拠
出
の
金
融
機
関
と
信
用
保
証
協
会
と
の
や
り
と
り
が
背
後
で
関
係
し
て
い
た
と
い
わ
れ

る
）、「
ビ
ジ
ネ
ス
共
同
体
」（
前
掲
のE

rn
est J.W

ein
rib

が
い
う
「
協
力
の
メ
カ
ニ

）

ズ
ム
」
に
相
当
す
る
）
と
し
て
の
長
年
の
実
務
実
績
な

ど
か
ら
、
金
融
機
関
が
信
用
保
証
協
会
取
引
制
度
・
仕
組
み
の
維
持
・
発
展
の
た
め
に
行
動
す
る
と
い
う
理
解
は
存
在
す
る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ

）

れ
る
。
金
融
機
関
に
と
っ
て
信
用
保
証
協
会
が
反
復
的
な
永
続
的
取
引
の
対
象
と
選
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
信

用
保
証
協
会
に
対
し
て
不
利
益
と
な
る
行
動
を
金
融
機
関
が
採
る
こ
と
は
合
理
的
に
も
考
え
難
い
。
両
当
事
者
が
ビ
ジ
ネ
ス
共
同
体（
協
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力
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
）
関
係
に
あ
れ
ば
、
他
方
当
事
者
へ
の
積
極
的
・
能
動
的
利
益
擁
護
義
務
、
つ
ま
り
忠
実
義
務
を
認
め
る
可
能
性
も
、

忠
実
義
務
の
内
容
次
第
で
は
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
な
「
ビ
ジ
ネ
ス
共
同
体
」
関
係
に
あ
る
信
用
保
証
協
会
と
金
融
機
関
と
の
関
係
に

お
い
て
保
証
制
度
・
仕
組
み
を
維
持
す
る
信
用
保
証
協
会
に
は
、
そ
の
保
証
「
制
度
・
仕
組
み
を
維
持
」
す
る
た
め
に
金
融
機
関
に
協

力
し
て
も
ら
う
利
益
が
存
在
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
金
融
機
関
が
信
用
保
証
協
会
を
反
復
的
・
永
続
的
に
利
用
で
き
る
と
い
う
取
引

関
係
に
あ
る
限
り
、
金
融
機
関
と
信
用
保
証
協
会
と
の
関
係
は
一
九
九
四
年
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
の
立
場
か
ら
も
信
認
関
係
に
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る（
と
い
う
よ
り
は
、
一
九
九
四
年
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
の
立
場
は
、
一
九
八
九
年
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
の
立
場
で
あ

る
契
約
当
事
者
の
「
関
係
論
」
で
は
な
く
、「
合
意
論
」
と
評
価
で
き
る
）。
信
用
保
証
協
会
と
金
融
機
関
と
の
「
ビ
ジ
ネ
ス
共
同
体
」
型
保
証

取
引
で
は
、
金
融
機
関
は
信
用
保
証
協
会
に
信
認
義
務
を
負
担
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
理
解
で
き
る
。

な
お
、
信
用
保
証
協
会
は
金
融
機
関
に
と
り
公
的
保
証
機
関
と
し
て
確
実
な
債
権
回
収
上
の
保
護
を
与
え
て
く
れ
る
存
在
で
あ
る
か

ら
、
逆
に
金
融
機
関
は
信
用
保
証
協
会
に
信
用
保
証
協
会
が
維
持
す
る
保
証
制
度
・
仕
組
み
維
持
の
利
益
を
図
る
義
務
を
負
担
し
て
い

る
と
い
え
る
。
ま
た
、「
ビ
ジ
ネ
ス
共
同
体
（
制
度
・
仕
組
み
）」
に
み
ず
か
ら
の
意
思
で
参
加
し
た
者
が
、
そ
の
「
ビ
ジ
ネ
ス
共
同
体
」

維
持
・
発
展
の
た
め
に
ビ
ジ
ネ
ス
共
同
体
参
加
者
が
拘
束
さ
れ
る
こ
と
も
や
む
を
得
な
い
、
つ
ま
り
「
ビ
ジ
ネ
ス
共
同
体
」
参
加
者
へ

の
義
務
付
け
の
正
当
化
事
由
と
な
り
得
る
と
考
え
る
。

㈢

小

括

以
上
、
既
に
述
べ
た
と
お
り
、
金
融
機
関
と
信
用
保
証
協
会
と
の
関
係
が
、
信
認
関
係
成
立
の
た
め
の
要
件
に
関
し
て
、
一
九
八
九

年
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
の
立
場
で
は
与
信
委
任
的
取
引
に
お
い
て
、
ま
た
一
九
九
四
年
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
の
立
場
で
は
金
融
機
関
の

側
で
反
復
的
で
永
続
的
取
引
を
前
提
に
信
用
保
証
協
会
を
利
用
す
る
「
ビ
ジ
ネ
ス
共
同
体
」
型
保
証
取
引
関
係
に
あ
る
限
り
、
い
ず
れ
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の
立
場
に
拠
っ
て
も
信
認
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
信
認
関
係
成
立
の
効
果
と
し
て
、
受
認
者
で
あ
る
金
融
機
関
は
、
受
益
者
で
あ
る
信
用
保
証
協
会
に
対
し
て
、
忠
実

義
務
を
負
担
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
と
な
る
。

忠
実
義
務
成
立
に
と
も
な
い
、
以
下
で
は
「
忠
実
義
務
成
立
の
効
果
」
と
、「
信
用
保
証
協
会
取
引
独
自
の
忠
実
義
務
内
容
（
忠
実
義

務
内
容
の
変
容
）」
に
関
し
、
述
べ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

⑴

忠
実
義
務
負
担
の
意
義

積
極
的
・
能
動
的
利
益
擁
護
と
事
前
・
予
防
規
制

受
認
者
の
忠
実
義
務
の
負
担
に
よ
り
、
受
益
者
に
対
し
て
は
①
一
般
の
契
約
当
事
者
間
に
お
け
る
信
義
則
を
超
え
る
、
積
極
的
・
能

動
的
利
益
擁
護
義
務
を

）

負
う
。
受
益
者
に
対
す
る
積
極
的
・
能
動
的
利
益
擁
護
義
務
の
負
担
は
、
受
認
者
に
積
極
的
・
能
動
的
な
利
益

擁
護
に
関
す
る
②
誠
実
な
全
人
格
的
な
態
度
を
常
に
要
求
す
る
。
常
に
受
認
者
に
受
益
者
に
対
す
る
積
極
的
・
能
動
的
な
利
益
擁
護
に

関
す
る
誠
実
な
全
人
格
的
な
態
度
が
要
求
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
③
事
前
・
予
防
的
な
義
務
を
負
担
さ
せ
て
い
る
と
い
え
る
。

⑵

信
用
保
証
協
会
取
引
固
有
の
忠
実
義
務
内
容

相
対
的
忠
実
義
務

忠
実
義
務
と
は
、
民
法
の
双
方
代
理
・
自
己
契
約
の
禁
止
（
一
〇
八
条
）
や
利
益
相
反
行
為
の
禁
止
（
五
七
条
）
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、

自
己
や
第
三
者
の
利
益
の
た
め
だ
け
に
行
動
し
て
は
な
ら
な
い
、
つ
ま
り
専
ら
委
任
者
本
人
の
た
め
に
行
動
す
べ
き
こ
と
を
一
般
的
に

）

い
う
。

忠
実
義
務
を
委
任
者
の
利
益
の
た
め
だ
け
に
絶
対
的
に
行
動
す
べ
き
と
の
立
場
に
対
し
、
委
任
者
と
受
任
者
と
の
利
益
競
合
・
相
反

の
可
能
性
が
そ
も
そ
も
頻
繁
で
あ
る
取
引
形
態
で
は
、
実
際
上
の
取
引
実
態
（
信
用
保
証
協
会
取
引
制
度
の
利
便
性－

こ
の
視
点
も
実
務
的

に
は
重
要
で
あ
る
）
を
考
慮
に
入
れ
、
委
任
者
と
受
任
者
と
の
間
で
明
示
ま
た
は
黙
示
の
合
意
に
よ
り
委
任
者
の
利
益
を
受
任
者
の
利
益
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よ
り
も
同
列
以
上
に
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
と
考
え
る
べ
き
と
の

）

立
場
（
忠
実
義
務
概
念
の
変
容
・
修
正
）
が
あ
り
得
る
。
本
稿
で

は
、
後
説
が
妥
当
と
考
え
る
。

信
用
保
証
協
会
取
引
で
は
、
信
用
保
証
協
会
付
債
権
と
協
会
付
債
権
で
は
な
い
債
権
と
が
併
存
し
、
信
用
保
証
協
会
と
金
融
機
関
と

が
協
調
・
連
携
関
係
の
下
で
中
小
零
細
事
業
者
の
金
融
取
引
を
お
こ
な
っ
て
い
く
こ
と
が
中
小
零
細
事
業
者
の
信
用
保
証
協
会
取
引
段

階
で
の
政
策
的
理
想
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
信
用
保
証
協
会
と
の
利
益
競
合
・
相
反
時
に
は
、
金
融
機
関
は
自
己
の
債
権
と
同
等

以
上
の
債
権
管
理
回
収
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
絶
対
的
忠
実
義
務
に
対
す
る
相
対
的
忠
実
義
務
）。

）

加
藤
新
太
郎
『
弁
護
士
役
割
論
〔
新
版
〕』
一
六
一－

六
二
頁
（
弘
文
堂
・
二
〇
〇
〇
年
）、
同
「
弁
護
過
誤
訴
訟
に
関
す
る
諸
問
題
」

判
例
タ
イ
ム
ズ
五
三
六
号
四
八
頁
。

）

東
京
地
判
昭
和
四
六
・
六
・
二
九
判
例
時
報
六
四
五
号
八
九
頁
、
東
京
地
判
昭
和
四
九
・
一
二
・
一
九
判
例
時
報
七
七
九
号
八
九
頁
、

東
京
地
判
平
成
四
・
四
・
二
八
判
例
時
報
一
四
六
九
号
一
〇
六
頁
、
東
京
地
判
平
成
六
・
一
一
・
二
一
判
例
タ
イ
ム
ズ
八
八
一
号
一
九
一
頁

な
ど
。

期
待
権
侵
害
論
は
、
不
作
為
の
因
果
関
係
の
立
証
の
困
難
さ
を
克
服
す
る
た
め
の
法
的
構
成
と
評
価
で
き
る
の
で
あ
る
。

）

石
川
寛
俊
「
治
療
機
会
の
喪
失
に
よ
る
損
害
」
自
由
と
正
義
三
九
巻
一
一
号
三
五
頁
、
浦
川
道
太
郎
「
い
わ
ゆ
る
「
期
待
権
」
侵
害
に

よ
る
損
害
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
八
三
八
号
五
五
頁
。

な
お
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
公
証
人
が
債
権
者
の
抵
当
権
保
全
の
依
頼
を
受
け
な
が
ら
債
権
者
の
抵
当
権
保
全
を
怠
っ
た
と
き
に
、
債
権
者

に
そ
の
回
復
を
求
め
る
権
利
が
あ
る
と
し
た
も
の
が
あ
る
（C

a
ss.

civ
.
16 ju

in 1926.

青
柳
文
雄
「
医
療
に
お
け
る
治
癒
期
待
権
へ
の
疑

問
」
法
学
研
究
（
慶
応
義
塾
大
学
）
五
〇
巻
一
〇
号
三
一
頁
に
よ
る
）。

）

判
例
時
報
一
四
五
〇
号
七
〇
頁
判
例
タ
イ
ム
ズ
八
一
二
号
一
七
七
頁
。

）
【
図
８
】
に
よ
れ
ば
、
信
用
保
証
協
会
の
金
融
機
関
に
対
す
る
保
証
債
務
履
行
額
の
一
件
あ
た
り
の
平
均
は
約
九
百
万
円
で
あ
る
。
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）

た
と
え
ば
、
浦
川
・
前
掲
注
（

）
六
〇
・
六
一
頁
。

）

受
任
者
に
忠
実
義
務
が
存
在
す
れ
ば
、
受
任
者
に
委
任
者
の
利
益
擁
護
の
た
め
の
積
極
的
・
能
動
的
義
務
を
肯
定
で
き
る
。

）

四
宮
和
夫
『
信
託
法
（
新
版
）』
二
八
一
頁
（
有
斐
閣
・
一
九
八
九
年
）、
同
「
委
任
と
事
務
管
理
」『
四
宮
和
夫
民
法
論
集
』
一
三
二
頁

（
弘
文
堂
・
一
九
九
〇
年
）、
安
永
正
昭
「
代
理
、
委
任
に
お
け
る
代
理
人
・
受
任
者
の
行
動
準
則
」
関
西
信
託
研
究
会
『
財
産
管
理
に
お
け

る
受
託
者
及
び
そ
れ
に
類
す
る
者
の
行
動
基
準
』
一
〇
頁
（
ト
ラ
ス
ト
六
〇
・
一
九
九
五
年
）、
道
垣
内
弘
人
『
信
託
法
理
と
私
法
体
系
』
一

七
一
頁
（
有
斐
閣
・
一
九
九
六
年
）、
金
融
取
引
に
お
け
る
信
託
の
今
日
的
意
義
に
関
す
る
法
律
問
題
研
究
会
「
金
融
取
引
に
お
け
る
受
認
者

の
義
務
と
投
資
家
の
権
利
」
金
融
研
究
一
七
巻
一
号
八
七
頁
。

）

赤
堀
光
子
「
取
締
役
の
忠
実
義
務
㈣
」
法
学
協
会
雑
誌
八
五
巻
四
号
四
五
・
四
六
頁
、
星
川
長
七
「
取
締
役
の
忠
実
義
務
と
責
任
に
つ

い
て
の
一
考
察
」
早
稲
田
法
学
三
八
巻
三
・
四
合
併
号
一
七
九
頁
、
同
「
取
締
役
の
競
業
避
止
義
務
」
同
三
九
巻
一
号
一
四
七
頁
、
同
「
新

株
の
第
三
者
割
当
に
お
け
る
取
締
役
の
忠
実
義
務
」
同
四
〇
巻
二
号
二
三
七
頁
、
同
「
取
締
役
の
忠
実
義
務
の
法
的
基
礎
な
ら
び
に
発
現
類

型
」
同
四
一
巻
二
号
一
一
三
頁
、
龍
田
節
『
会
社
法
（
第
一
〇
版
）』
八
六
頁
（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
五
年
）。

た
と
え
ば
宮
島
司
『
会
社
法
概
説
〔
第
三
版
〕』
二
六
二
頁
（
弘
文
堂
・
二
〇
〇
二
年
）
も
、「
委
任
に
関
す
る
民
法
の
規
定
も
注
意
義
務

に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
、
常
に
委
任
者
の
た
め
に
行
動
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
」、「
忠
実
義
務
の
規
定
を
用
い
な
け
れ

ば
解
決
で
き
な
い
と
さ
れ
る
問
題
も
、
委
任
契
約
の
規
定
の
解
釈
に
よ
っ
て
同
様
の
解
決
を
な
し
得
る
」
と
さ
れ
る
。

）

受
任
者
の
善
管
注
意
義
務
（
民
法
六
四
四
条
）
の
特
殊
性
に
関
し
柳
勝
司
教
授
は
、
事
実
行
為
と
し
て
特
定
物
を
保
管
・
引
渡
し
す
る

場
合
の
注
意
義
務
と
異
な
り
、
本
人
の
た
め
に
法
律
行
為
を
す
る
際
の
義
務
は
本
人
か
ら
の
指
図
や
状
況
の
変
化
な
ど
に
応
じ
て
多
様
に
変

わ
り
得
る
こ
と
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
（「
委
任
契
約
に
お
け
る
代
理－

三－

」
名
城
法
学
四
一
巻
二
号
一
一
六
頁
）。
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
も
、
委

任
（
代
理
）
の
管
理
に
お
い
て
は
寄
託
の
場
合
と
異
な
り
予
期
で
き
な
い
困
難
（d

ifficu
ltes im

p
rev

u
es

）
が
し
ば
し
ば
起
こ
る
な
ど
の

理
由
か
ら
、
代
理
行
為
を
お
こ
な
う
べ
き
義
務
は
定
め
ら
れ
た
監
視
の
み
を
お
こ
な
う
受
寄
者
の
お
こ
な
う
べ
き
義
務
と
異
な
る
と
し
て
い

る
（G

.
B
o
isso

n
a
d
e,
P
ro
jet d

e co
d
e civ

il p
o
u
r l’em

p
ire d

u Ja
p
o
n a

cco
m
p
a
g
n
e
d
’u
n co

m
m
en
ta
ire,

T
o
m
e T

ro
isiem

e,

d
es m

o
y
en
s d
’a
cq
u
erir les b

ien
s,
T
o
k
io
,
1888,

t.
3,
n
.
763.

柳
・
前
掲
注
一
一
三
頁
の
訳
出
に
よ
る
）。
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こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
高
度
な
受
任
者
の
善
管
注
意
義
務
（
民
法
六
四
四
条
）
に
、
忠
実
義
務
を
も
包
含
さ
れ
て
い
る
か
の
理
論
的
究
明
は

一
つ
の
問
題
で
あ
る
。

）

能
見
善
久
「
専
門
家
の
責
任－

そ
の
理
論
的
枠
組
み
の
提
案
」
専
門
家
責
任
研
究
会
編
『
専
門
家
の
民
事
責
任
』
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
二
八
号

四
頁
（
商
事
法
務
研
究
会
・
一
九
九
四
年
）。

）
「
現
代
に
お
け
る
委
任
契
約－

「
制
度
と
契
約
」
を
め
ぐ
る
断
章－

」
中
田
裕
康
・
道
垣
内
弘
人
編
『
金
融
取
引
と
民
法
法
理
』
一
〇
二

頁
（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
〇
年
）。

）

S
in
cla
ir v

.
B
ro
u
g
h
a
m

﹇1914

﹈A
.
C
.
398;

R
eg
a
l
(H
a
stin

g
s)
L
td
.
V
.
G
u
lliv

er

﹇1967

﹈2 A
.
C
.
134n

,

﹇1942

﹈1 A
ll E

.

R
.
378.

）

C
C
H
 
A
u
stra

lia
,
D
u
ties a

n
d R

esp
o
n
sib
ilities o

f C
o
m
p
a
n
y S

ecreta
ries a

n
d D

irecto
rs in A

u
stra

lia
,
p
a
ra
.
405,

(N
o
rth R

y
d
e,
N
.
S
.
W
.,
1987);

P
h
ilip L

ip
to
n a

n
d A

b
e H

erzb
erg

,
U
n
d
ersta

n
d
in
g C

o
m
p
a
n
y L

a
w
,
7th ed

.,
p
p
.
371

72,

(L
B
C
 
In
fo
rm
a
tio
n S

erv
ices,

1998).

）

Id
.,
C
C
H
 
A
u
stra

lia
.

）

Id
.;
L
ip
to
n a

n
d H

erzb
erg

,
su
p
ra n

o
te 409,

a
t 393.

）

H
a
sk
ew
 
v
.
E
q
u
ity T

ru
stees E

x
ecu

to
rs
&
A
g
en
cy C

o L
td

﹇1919

﹈27 C
o
m
m
o
n
w
ea
lth L

a
w
 
R
ep
o
rts 231.

）

W
rig
h
t v
.
C
a
rter

﹇1903

﹈1 L
a
w
 
R
ep
o
rts,

C
h
a
cery D

iv
isio

n 27.

）

D
en
t v
.
B
en
n
ett

﹇1839

﹈4 M
y
.
&
C
r.
269.

）

M
cM

a
ster v

.
B
y
rn
e

﹇1952

﹈1 A
ll E

.
R
.
1362

(P
.
C
.);
B
ro
w
n v

.
I.
R
.
C
.

﹇1965

﹈A
.
C
.
244.

）

A
lb
erts

(E
d
g
er T

.)
L
td
.
V
.
M
o
u
n
tjo
y

﹇1978

﹈79 D
.
L
.
R
.
(3d
)
108

(O
n
t.
H
.
C
.).

）

H
en
d
erso

n v
.
Jo
h
n
sto
r

﹇1956

﹈5 D
.
L
.
R
.
(2d
)
524.

）

R
ea
d v

.
C
o
le

﹇1915

﹈S
.
C
.
R
.
176.

）

P
a
rso

n
s v
.
S
o
v
ereig

n B
a
n
k o

f C
a
n
a
d
a

﹇1913

﹈A
.
C
.
160.
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）

F
id
u
cia
ry L

a
w
,
71 C

a
l.
L
.
R
ev
.
539,

803
04.

）
L
A
C
 
M
in
era

ls L
td
.
V
.
In
tern

a
tio
n
a
l C
o
ro
n
a R

eso
u
rces L

td
.

﹇1989

﹈61 D
.
L
.
R
.
(4th

)
14
(S
.
C
.
C
.).

）

イ
ギ
リ
ス
の
保
証
取
引
事
案
で
保
証
人
と
債
権
者
と
の
間
に
信
認
関
係
を
認
め
たL

lo
y
d
s B

a
n
k L

td
.
V
.B
u
n
d
y

﹇1974

﹈3 A
ll E

.

R
.
757

（C
.
A
.

）
でE

ric S
a
ch
s

判
事
が
示
し
た
以
下
の
四
要
件
は
、
本L

A
C M

in
era

ls

判
決
の
三
要
件
と
ほ
ぼ
重
な
る
と
思
わ
れ
る

（
特
に
、
ⅰ

〜
ⅲ

）。

ⅰ

他
方
が
一
方
の
信
頼
を
知
っ
て
い
る
こ
と

ⅱ

当
事
者
相
互
に
信
頼
関
係
が
あ
る
こ
と

ⅲ

一
方
が
他
方
の
助
言
を
信
頼
し
て
い
る
こ
と

ⅳ

他
方
が
取
引
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
利
益
を
得
る
こ
と

）

F
ra
m
e v

.
S
m
ith 42 D

.
L
.
R
.
(4th

)
81,

98
9
(S
.
C
.
C
.
1987).

）

こ
の
点
は
、
前
掲
のL

A
C
 
M
in
era

ls

判
決
の
評
釈
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

E
x
.
D
O
N
O
V
A
N
 
W
.
M
.
W
A
T
E
R
S
,
L
A
C M

in
era

ls L
td
.
V
.
In
tern

a
tio
n
a
l C
o
ro
n
a R

eso
u
rces L

td
.,
69 C

a
n
.
B
a
r R

ev
.

455;
R
.
E
.,
H
a
w
k
in
s,L

A
C a

n
d th

e E
m
erg

in
g O

b
lig
a
tio
n to B

a
rg
a
in in G

o
o
d F

a
ith
,15 Q

.L
.J.65;P

eter D
.M

a
d
d
a
u
g
h
,

C
o
n
fid
en
ce A

b
u
sed

:
L
A
C
 
M
in
era

ls L
td
.
V
.
In
tern

a
tio
n
a
l C
o
ro
n
a R

eso
u
rces L

td
.,
16 C

a
n
.
B
u
s.
L
.
J.
198.

）

樋
口
範
雄
「
フ
ィ
デ
ュ
シ
ャ
リ
ー
と
受
託
者
責
任
」
書
斎
の
窓
四
九
〇
号
一
六
頁
。

外
国
語
文
献
で
は
、A

u
stin W

.
S
co
tt,
T
h
e F

id
u
cia
ry P

rin
cip
le,
37 C

a
l.
L
.
R
ev
.
539;

F
ra
n
k
el,
su
p
ra n

o
te 420;

D
eb
o
ra
h

 
A
.
D
eM

o
tt,

B
ey
o
n
d M

eta
p
h
o
r:
A
n A

n
a
ly
sis o

f F
id
u
cia
ry O

b
lig
a
tio
n
,
37 D

u
k
e L

.
J.
879;

E
rn
est J.

W
ein
rib
,
T
h
e

 
F
id
u
cia
ry O

b
lig
a
tio
n
,
25 U

.
T
o
ro
n
t L

.
J.
1;
J.
C
.
S
h
ep
h
erd

,
“T
o
w
a
rd
s a U

n
ified C

o
n
cep

t o
f F

id
u
cia
ry R

ela
tio
n
-

sh
ip
s”,

97 L
.
Q
.
R
ev
.
51;

P
a
u
l D

.
F
in
n
,
F
id
u
cia
ry O

b
lig
a
tio
n
s
(L
a
w
 
B
o
o
k
,
1977);

J.
R
.
M
.
G
a
u
trea

u
,
“D
em
y
stify

in
g

 
th
e F

id
u
cia
ry M

y
stiq

u
e”,

68 C
a
n
.
B
a
r.
R
ev
.
1.

）

V
icto

r B
ru
d
n
ey
,
C
o
n
tra
ct a

n
d F

id
u
cia
ry D

u
ty in C

o
rp
o
ra
te L

a
w
,
38 B

.
C
.
L
.
R
ev
.
595,

627 n
.
82.
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）

C
o
n
tra
ct a

n
d F

id
u
cia
ry D

u
ty
,
36 J.

L
.
&
E
co
n
.
425,

426,
431.

）

複
雑
で
長
期
に
わ
た
る
信
認
関
係
に
お
け
る
受
任
者
の
採
る
べ
き
行
動
を
全
て
あ
ら
か
じ
め
契
約
で
特
定
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
不

完
備
契
約
（in

co
m
p
lete co

n
tra
ct

）
に
お
い
て
（
債
権
管
理
回
収
と
い
う
委
託
の
性
質
・
性
格
も
同
様
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る－

本
節
冒

頭
）、
そ
の
不
完
備
契
約
の
空
白
を
事
後
的
に
善
管
注
意
義
務
で
埋
め
る
よ
り
も
、
本
人
の
利
益
擁
護
の
た
め
に
よ
り
積
極
的
な
忠
実
義
務
に

よ
り
受
任
者
の
行
動
を
事
前
に
規
制
す
る
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
（rf.

F
ra
n
k H

.
E
a
sterb

o
o
k
&
D
a
n
iel R

.
F
is-

ch
el,

T
h
e E

co
n
o
m
ic S

tru
ctu

re o
f C

o
rp
o
ra
te L

a
w
,
C
h
a
p
.
4,
(H
a
rv
a
rd U

n
iv
.
P
r.,
1991).

な
お
、
藤
田
友
敬
「
忠
実
義
務
の

機
能
」
法
学
協
会
雑
誌
一
一
七
巻
二
号
二
八
三
頁
も
参
照
）。

）

F
ra
n
k
el,

su
p
ra n

o
te 420,

a
t 808

32;
J.
C
.
S
h
ep
h
erd

,
L
a
w
 
o
f F

id
u
cia
ries,

p
.
245,

(C
a
rsw

ell,
1981).

）

た
と
え
ば
、B

ru
d
n
ey
,
su
p
ra n

o
te 426,

a
t 628 n

.
85;

D
eM

o
tt,

su
p
ra
 
n
o
te 425,

a
t 921

24;
D
eb
o
ra
h
 
A
.
D
eM

o
tt,

F
id
u
cia
ry O

b
lig
a
tio
n U

n
d
er In

tellectu
a
l S
ieg
e:
C
o
n
tem

p
o
ra
ry C

h
a
llen

g
es to th

e D
u
ty to B

e L
o
y
a
l,
30 O

sg
o
o
d
e H

a
ll

 
L
.
J.
471,

484
85

な
ど
。

）

R
esta

tem
en
t
(2n
d
)
o
f A

g
en
cy
,
1 C

o
m
t.,
(A
m
erica

n L
a
w
 
In
stitu

te,
1958).

）

当
事
者
間
の
規
律
が
当
事
者
間
の
意
思
の
ほ
か
、
意
思
と
は
別
の
単
な
る
当
事
者
間
の
客
観
的
な
関
係
か
ら
決
ま
る
こ
と
は
、
日
本
民

法
に
も
利
益
相
反
禁
止
規
定
（
民
法
一
〇
八
条
・
五
七
条
）
に
よ
り
存
在
す
る
。
み
ず
か
ら
の
意
思
で
求
め
ら
れ
る
役
割
に
立
っ
た
者
は
、

そ
の
求
め
ら
れ
る
役
割
を
果
た
す
義
務
を
当
然
に
負
担
す
る
の
で
あ
る
（
前
掲
注
（

）
参
照
）。

）

S
co
tt,
su
p
ra n

o
te 425,

a
t 540,

542.

な
お
、
信
用
保
証
協
会
の
金
融
機
関
に
対
す
る
保
証
債
務
履
行
額
の
大
き
さ
に
つ
い
て
、
前
掲
注
（

）。

）

R
o
b
ert C

.
C
la
rk
,
A
g
en
cy C

o
sts v

ersu
s F
id
u
cia
ry D

u
ties,in P

R
IN
C
IP
A
L
S A

N
D A

G
E
N
T
S
:T
H
E S

T
R
U
C
T
U
R
E

 
O
F
 
B
U
S
IN
E
S
S
,
ed
ited b

y Jo
h
n W

.
P
ra
tt

﹇a
n
d

﹈R
ich
a
rd J.

Z
eck

h
a
u
ser;

co
n
trib

u
to
rs,

K
en
n
eth J.

A
rro

w
...

﹇et a
l.

﹈,

p
.
73,

(H
a
rv
a
rd B

u
sin
ess S

ch
o
o
l P
ress,

1985).

）

Id
.
a
t 73

7.
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）

樋
口
範
雄
『
フ
ィ
デ
ュ
シ
ャ
リ
ー
「
信
認
」
の
時
代－

信
託
と
契
約－

』
三
四
頁
（
有
斐
閣
・
一
九
九
九
年
）。

信
認
と
契
約
と
を
対
立
さ
せ
両
断
す
る
視
点
は
、
本
稿
で
の
分
析
に
も
生
か
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
（
次
編
第
三
章
第
一
節
Ⅱ
）。

）

忠
実
義
務
の
よ
り
突
詰
め
た
具
体
的
内
容
に
関
し
て
は
、
３
㈢
で
後
述
す
る
。

）

R
o
b
ert L

.
M
en
n
ell,

W
ills a

n
d T

ru
sts,

in a N
U
T
S
H
E
L
L
,
2d ed

.,
273

(W
est P

u
b
.,
1994);

D
eM

o
tt,
su
p
ra n

o
te 425,

a
t 915;

R
.
P
.A
u
stin

,M
o
u
ld
in
g th

e C
o
n
ten

t o
f F
id
u
cia
ry D

u
ties,in T

R
E
N
D
S IN

 
C
O
N
T
E
M
P
O
R
A
R
Y
 
T
R
U
S
T
 
L
A
W
,

ed
ited b

y A
.
J.
O
a
k
ley
,
p
.
156,

(C
la
ren

d
o
n P

ress,
1996);

R
ich
a
rd N

o
la
n
,
A
 
F
id
u
cia
ry D

u
ty to D

isclo
se?,

113 L
.
Q
.
R
.

220,
223;

D
.
G
o
rd
o
n S

m
ith
,
T
h
e C

ritica
l R
eso

u
rce T

h
eo
ry o

f F
id
u
cia
ry D

u
ty
,
55 V

a
n
d
.
L
.
R
ev
.
1399,

1409;
M
a
tth
ew

 
C
o
n
a
g
len
,
T
h
e N

a
tu
re a

n
d F

u
n
ctio

n o
f F
id
u
cia
ry L

o
y
a
lty
,
121 L

.Q
.R
.452,456;W

illia
m
 
A
.G
reg

o
ry
,T
h
e F

id
u
cia
ry

 
D
u
ty o

f C
a
re:

A
 
p
erv

ersio
n o

f W
o
rd
s,
38 A

k
ro
n L

.
R
ev
.
181;

D
.
W
a
ters,

L
a
w
 
o
f T

ru
sts in C

a
n
a
d
a
,
p
.
33,

(C
a
rsw

ell,

1979).

）
﹇1854

﹈1 M
a
cq
.
H
.
L
.
461,

471
72.

）
﹇1896

﹈A
.
C
.
44,

51
2.

）

W
ein
rib
,
su
p
ra n

o
te 425,

a
t 20.

）

B
ra
y v

.
F
o
rd

﹇1986

﹈L
a
w
 
R
ep
o
rts,

A
p
p
ea
l C
a
ses 44;

P
h
ip
p
s v
.
B
o
a
rd
m
a
n

﹇1967

﹈2 L
a
w
 
R
ep
o
rts,

A
p
p
ea
l C
a
ses

 
46;

C
h
a
n v

.
Z
a
ch
a
ria

﹇1984

﹈154 C
o
m
m
o
n
w
ea
lth L

a
w
 
R
ep
o
rts 178

な
ど
。

）

L
ister v

.
S
tu
b
b
s

﹇1890

﹈45 L
a
w
 
R
ep
o
rts,

C
h
a
n
cery D

iv
isio

n 1;
R
ea
d
in
g v

.
R

﹇1951

﹈L
a
w
 
R
ep
o
rts,

A
p
p
ea
l C
a
ses

 
507;

H
o
sp
ita
l P

ro
d
u
cts L

td v
.
U
n
ited S

ta
tes S

u
rg
ica
l C

o
rp

﹇1984

﹈156 C
o
m
m
o
n
w
ea
lth L

a
w
 
R
ep
o
rts 41;

U
n
ited

 
D
o
m
in
io
n
s C

o
rp v

.
B
ria
n P

ty L
td

﹇1985

﹈157 C
o
m
m
o
n
w
ea
lth L

a
w
 
R
ep
o
rts 1

な
ど
。

）

代
理
法
の
教
科
書
だ
が
信
認
一
般
に
関
す
る
記
述
と
し
て
、W

a
rren

 
A
.
S
ea
v
ey
,
H
A
N
D
B
O
O
K
 
O
F
 
T
H
E
 
L
A
W
 
O
F

 
A
G
E
N
C
Y
,
3,
p
.
4,
(W
est P

u
b
.,
1964).

）

S
m
ith
,
su
p
ra n

o
te 438,

a
t 1409;

G
reg

o
ry
,
su
p
ra n

o
te 438,

a
t 186

87.
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）

M
elv
in A

.
E
isen

b
erg

,
T
h
e D

u
ty o

f G
o
o
d F

a
ith in C

o
rp
o
ra
te L

a
w
,
31 D

el.
J.
C
o
rp
.
L
.,
1,
58.

）
770 A

.
2d 49 n

.
2.

）

警
察
官
の
事
案：

A
tto
rn
ey

G
en
era

l v
.
G
o
d
d
a
rd

﹇1929

﹈98 L
.
J.
K
.
B
.
743.

軍
人
の
事
案：

R
ea
d
in
g v

.
A
tto
rn
ey

G
en
era

l

﹇1951

﹈A
.
C
.
507.

な
お
、
ア
メ
リ
カ
で
事
案
が
類
似
す
る
も
の
と
し
て
、U

n
ited S

ta
tes v

.
D
risk

o
,
303 F

.
S
u
p
p
.
858

(D
.
C
.
V
a
.
1969).

）

受
益
者
は
（
α
）
国
民
、（
β
）
国
王
、（
γ
）
政
府
と
い
う
考
え
方
が
対
立
し
て
い
る
。

（
α
）
に
つ
い
て
、R

.
v
.
B
em
b
rid
g
e,
22 S

ta
te T

ria
l 1,

a
t 155 p

er L
o
rd M

a
n
sfield

.

し
か
し
、
受
認
者
で
あ
る
公
務
員
が
得

た
利
益
（
賄
賂
）
は
、
国
民
へ
返
還
さ
れ
る
の
で
な
く
、
国
王
に
返
還
さ
れ
る
と
い
う
（A

tto
rn
ey

G
en
era

l v
.G
o
d
d
a
rd
,su

p
ra n

o
te

 
448;

F
in
n
,
su
p
ra n

o
te 425,

a
t 214

15

）。

（
β
）
に
つ
い
て
、R

ea
d
in
g v
.A
tto
rn
ey

G
en
era

l,su
p
ra n

o
te 448

で
は
、
公
務
員
の
信
認
者
（
受
益
者
）
は
「
国
王
」
で
あ
り
、

ゆ
え
に
信
認
者
（
受
益
者
）
で
あ
る
公
務
員
が
得
た
利
益
（
賄
賂
）
は
、
国
王
に
返
還
さ
れ
る
と
す
る
。

（
γ
）
に
つ
い
て
、
公
務
員
の
信
認
者
（
受
益
者
）
は
雇
用
者
で
あ
る
「
政
府
」
と
の
立
場
も
存
在
す
る
（G

a
reth

 
Jo
n
es,

U
n
ju
st

 
E
n
rich

m
en
t a
n
d th

e F
id
u
cia
ry
’s D

u
ty o

f L
o
y
a
lty
,84 L

a
w
 
Q
u
a
rterly R

ev
iew
 
472,476

）。Rea
d
in
g v
.A
tto
rn
ey

G
en
era

l,

su
p
ra n

o
te 448

のH
ig
h C

o
u
rt

（
高
等
法
院
）
判
事
で
あ
っ
たJ.

D
en
n
ig

も
、
同
様
で
あ
る
（﹇1948

﹈2 K
.
B
.
268

）。

）

W
ein
rib
,
su
p
ra n

o
te 425,

a
t 17.

シ
ス
テ
ム
・
仕
組
み
保
護
の
発
想
は
、
本
稿
で
も
重
要
視
し
て
い
る
点
で
あ
る
（
第
Ⅰ
編
第
二
章
第
三
節
Ⅰ
一
２
㈢
②
、
お
よ
び
ま
と
め

と
展
望
Ⅱ
二
参
照
）。
保
険
的
構
成
で
は
、
前
編
第
三
章
第
三
節
Ⅲ
一
３
参
照
。

）

大
阪
高
判
平
成
一
二
・
一
二
・
八
最
高
裁
判
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
Ｔ
Ｋ
Ｃ
法
律
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
文
献
番
号
二
八
〇
五
二
五
五
四
、

そ
の
第
一
審
で
あ
る
大
阪
地
判
平
成
一
一
・
一
二
・
九
Ｔ
Ｋ
Ｃ
法
律
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
文
献
番
号
二
八
〇
四
二
八
〇
九
。

）

ド
イ
ツ
語
文
献
に
直
接
目
を
通
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
詳
細
は
不
明
だ
が
、
前
述
し
た
ド
イ
ツ
の
最
終
不
足
額
支
払
保
証
（
損
失
保

証
）
理
論
も
、
一
九
九
四
年
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
と
同
様
に
、
債
権
者
と
保
証
人
と
の
合
意
に
基
づ
き
債
権
者
の
保
証
人
に
対
す
る
特
別
な
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義
務
が
発
生
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
第
二
節
Ⅰ
二
２
㈡
）。

）
H
o
d
g
k
in
so
n v

.
S
im
m
s

﹇1994

﹈3 S
.
C
.
R
.
377.

な
お
、
日
本
に
お
け
る
先
駆
的
研
究
に
、
木
村
仁
「
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
保
証
契
約
締
結
時
の
保
証
人
の
保
護
」
近
畿
大
学
法
学
四
六
巻
一

号
二
九
頁
が
存
在
す
る
。

）

直
後
、
３
㈠
参
照
。

）

岩
藤
美
智
子
「
委
任
契
約
に
お
け
る
受
任
者
の
忠
実
義
務
」
私
法
六
四
号
一
五
八
頁
。

こ
の
よ
う
な
受
任
者
の
忠
実
義
務
の
法
的
根
拠
を
民
法
六
四
四
条
に
求
め
る
考
え
方
に
対
し
て
、
民
法
一
〇
八
条
の
自
己
契
約
・
双
方
代

理
の
禁
止
規
定
に
法
的
根
拠
を
求
め
る
考
え
方
も
存
在
す
る
（
た
と
え
ば
、
長
谷
川
貞
之
「
委
任
・
代
理
と
信
認
関
係
、
忠
実
義
務
」
民
事

法
情
報
二
四
九
号
八
三
頁
、
同
「
代
理
に
お
け
る
信
認
関
係－

受
任
者
・
代
理
人
の
忠
実
義
務
と
信
認
代
理
」
法
律
時
報
七
九
巻
五
号
九
六

頁
な
ど
）。

し
か
し
、
受
任
者
の
忠
実
義
務
に
関
し
委
任
契
約
規
定
で
処
理
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
委
任
契
約
規
定
で
処
理
し
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る

し
、
本
稿
が
論
じ
て
い
る
事
例
で
は
金
融
機
関
が
信
用
保
証
協
会
の
「
代
理
」
と
し
て
少
な
く
と
も
形
式
的
に
は
行
為
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
（
中
小
零
細
事
業
者
に
、
金
融
機
関
が
信
用
保
証
協
会
代
理
人
金
融
機
関
と
法
律
行
為
を
す
る
わ
け
で
は
な
い
）
の
で
、
敢
え
て
代
理

規
定
で
あ
る
民
法
一
〇
八
条
を
も
ち
だ
す
ま
で
も
な
い
と
思
わ
れ
る
。

）

岩
藤
・
前
掲
注
（

）
一
五
七
頁
も
、
同
趣
旨
と
思
わ
れ
る
。

）

S
u
p
ra n

o
te 425,

a
t 18.

）

金
融
機
関
と
信
用
保
証
協
会
と
の
約
定
は
、
ま
ず
「
包
括
約
定
」（
約
定
書
）
を
締
結
し
、
加
え
て
都
度
、「
個
別
の
契
約
」
締
結
を
す

る
（
保
証
書
の
交
付
・
受
領
）
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
包
括
約
定
の
締
結
は
反
復
的
な
永
続
的
取
引
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
（
後
掲
注
（

））。

）

受
益
者
に
対
す
る
積
極
的
・
能
動
的
利
益
擁
護
義
務
（
忠
実
義
務
）
違
反
の
効
果
は
、
一
九
八
九
年
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
の
立
場
に
拠

ろ
う
と
、
一
九
九
四
年
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
の
立
場
に
拠
ろ
う
と
、
本
編
・
第
Ⅲ
編
で
問
題
と
し
た
信
用
保
証
協
会
取
引
の
形
態
を
本
稿
で

は
与
信
委
任
的
に
構
成
す
る
の
で
、
前
述
㈠
の
よ
う
に
受
任
者
に
よ
る
利
益
吐
出
し
が
可
能
で
あ
る
（
民
法
六
四
六
条
一
項
）。
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）

四
宮
和
夫
・
能
見
善
久
『
民
法
総
則
〔
第
七
版
〕』
二
七
三
・
二
七
四
頁
（
弘
文
堂
・
二
〇
〇
五
年
）。

）

本
稿
の
立
場
は
、
受
任
者
は
委
任
者
の
利
益
を
積
極
的
・
能
動
的
に
擁
護
す
る
義
務
を
負
い
、
擁
護
後
（
い
わ
ば
保
全
後
）
の
利
益
分

配
（
充
当
）
を
受
任
者
の
利
益
に
配
慮
し
て
委
任
者
の
利
益
と
公
正
・
平
等
に
お
こ
な
う
こ
と
を
提
案
す
る
（
保
険
的
構
成
と
同
じ
で
あ
る－

前
編
第
三
章
第
三
節
Ⅲ
二
１
㈡
⑶
）。

本
稿
の
検
討
を
通
じ
て
、
現
在
の
信
用
保
証
協
会
と
金
融
機
関
と
の
関
係
を
包
括
的
に
定
め
る
約
定
書
例
九
条
一
項
・
三
項
に
漠
然
・
曖

昧
に
記
載
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
金
融
機
関
の
信
用
保
証
協
会
付
債
権
に
対
す
る
管
理
回
収
（
第
Ⅰ
編
第
二
章
第
二
節
Ⅰ
一
２
㈡
参
照
）
の

具
体
的
意
義
が
明
確
に
さ
れ
る
と
い
う
成
果
も
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
五
節

受
任
者
の
委
任
者
に
対
す
る
従
た
る
義
務

Ⅰ

二
つ
の
義
務
（
概
説
）

受
任
者
の
委
任
者
に
対
す
る
主
た
る
義
務
は
、
委
任
契
約
の
目
的
に
適
う
よ
う
に
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
で
あ
る
（
民
法
六
四
四
条
）。

こ
の
受
任
者
の
委
任
の
目
的
を
お
こ
な
う
義
務
が
果
さ
れ
る
た
め
の
い
わ
ば
受
任
者
の
従
た
る
義
務
と
し
て
、

①
受
任
者
に
第
三
者
と
の
取
引
の
状
況
や
計
算
報
告
を
委
任
者
に
な
す
べ
き
義
務
（
民
法
六
四
五
条
）
と
、

②
委
任
の
目
的
を
果
た
す
こ
と
に
関
連
し
て
物
や
金
銭
を
受
領
し
た
場
合
に
は
受
領
し
た
物
や
金
銭
を
委
任
者
に
返
還
す
べ
き
義
務

（
民
法
六
四

）

六
条
）、

と
が
存
在
す
る
。

柳
勝
司
教
授
に
よ
れ
ば
、
こ
の
受
任
者
の
従
た
る
義
務
は
、
生
じ
て
い
る
事
実
を
事
実
と
し
て
委
任
者
に
対
し
て
報
告
や
引
渡
し
な
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ど
が
義
務
付
け
ら
れ
る
も
の
で
、
受
任
者
が
委
任
者
か
ら
依
頼
が
な
く
と
も
当
然
に
負
う
義
務
と
さ

）

れ
る
。

Ⅱ

契
約
締
結
後
の
局
面
で
特
に
重
要
な
受
任
者
の
報
告

）

義
務

し
た
が
っ
て
、
学
説
上
受
任
者
に
委
任
者
の
意
見
を
求
め
る
こ
と
が
委
任
本
来
の
趣
旨
に
適
う
な
ら
ば
委
任
者
の
請
求
を
待
た
ず
に

委
任
者
に
報
告
す
べ
き
義
務
が
あ
る
と
さ
れ
て

）

い
る
の
も
、
受
任
者
の
報
告
義
務
上
当
然
の
こ
と
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

思
わ
れ
る
。

信
認
関
係
で
は
、
そ
の
性
質
上
、
関
係
当
事
者
間
で
の
情
報
の
非
対
称
が
避
け
ら

）

れ
ず
、
長
期
に
わ
た
る
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
を
信
認

者
（
委
託
者
）
が
予
見
す
る
こ
と
が
困
難
で
、
必
然
的
に
受
認
者
（
受
託
者
）
の
機
会
主
義
的
行
為
（
信
認
者
の
利
益
の
た
め
に
は
行
動
し

な
い
こ
と
）
を
惹
起
す
る
可
能
性
が
高
い
と
さ
れ
て

）

い
る
。
そ
こ
で
、
委
任
者
に
よ
る
事
務
処
理
へ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
可
能
性
（
委
任

者
が
受
任
者
へ
指
図
す
る
場
合
が
考
え
得
る
）
を
委
任
継
続
中
い
つ
で
も
確
保
す
る
こ
と
が
考
え
ら

）

れ
る
。
ド
イ
ツ
のD

irk
 
Ik
els

も
、

委
任
関
係
の
本
質
的
要
素
は
委
任
者
の
利
益
擁
護
に
配
慮
し
た
受
任
者
の
誠
実
義
務
（T

reu
p
flich

t

）
で
、
こ
の
誠
実
義
務
が
果
た
さ
れ

る
た
め
に
は
委
任
者
が
当
該
委
任
事
務
処
理
に
関
し
て
「
包
括
的
な
」
情
報
を
入
手
し
得
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
て

）

い
る
。

こ
の
よ
う
な
受
任
者
の
契
約
締
結
後
の
報
告
義
務
（
民
法
六
四
五
条
）
が
、
本
稿
で
は
よ
り
着
目
さ
れ
強
調
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
指
摘

し
た
い
。
つ
ま
り
、
民
法
六
四
五
条
を
、
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
防
止
規
定
と
理
解
す
る
可
能
性
も
存
在
す
る
。
契
約
締
結
前
の
「
将
来
の

リ
ス
ク
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
義
務
が
…
…
明
文
の
定
め
が
存
在
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
義
務
を
課
す
必
要
性
と
妥
当
性
と
を
実
質

的
に
考
慮
し
て
信
義
則
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
ら
れ
て
い
る
の
と
は
対

）

照
的
」
で
あ
る
の
で
あ
る
。
新
堂
幸
司
博
士
も
「
説
明
義
務
と
い

う
の
は
、
こ
れ
か
ら
非
常
に
危
険
な
手
術
を
し
よ
う
か
ど
う
か
と
い
う
と
き
に
医
者
が
患
者
な
り
そ
の
家
族
に
、
こ
の
手
術
は
危
険
で
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あ
る
が
こ
の
手
術
を
し
て
も
し
成
功
す
れ
ば
も
っ
と
生
き
延
び
ら
れ
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
し
か
し
放
っ
て
お
い
た
ら
ほ
ど
な
く
ダ
メ
だ
と
い
う
よ
う
な
説
明
場
面

を
考
え
て
い
ま
す
。
…
…
し
か
し
私
が
こ
こ
で
強
調
し
た
い
と
思
い
ま
す
の
は
、

診
療
が
終
わ
っ
た
後
に
診
療
の
経
過
と
結
果
に
至
る
原
因
に
つ
い
て
、
医
者
と
い

う
も
の
は
も
っ
と
患
者
に
説
明
な
い
し
弁
明
を
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

で
あ
り
ま
す
」
と
さ
え
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
で

）

あ
る
。

こ
こ
で
、
与
信
委
任
的
構
成
に
お
け
る
受
任
者
の
委
任
者
に
対
す
る
主
た
る
義

務
と
従
た
る
義
務
と
い
う
視
角
か
ら
、保
険
的
構
成
と
の
比
較
・
整
理
を
お
こ
な
っ

て
お
く
（【
図
11
】）。
与
信
委
任
的
構
成
に
お
け
る
金
融
機
関
の
信
用
保
証
協
会
に

対
す
る
義
務
も
、
保
険
的
構
成
に
お
け
る
金
融
機
関
の
信
用
保
証
協
会
に
対
す
る

義
務
も
、
結
果
と
し
て
は
近
似
・
類
似
し
て
い
る
と
い
え
る
。

）

本
稿
に
お
い
て
本
条
が
、
受
任
者
の
委
任
者
利
益
に
対
す
る
積
極
的
・
能
動
的

な
利
益
擁
護
義
務
に
反
し
た
場
合
の
受
益
者
の
利
益
吐
出
し
の
根
拠
規
定
と
な
り

得
る
こ
と
は
、
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
（
前
節
Ⅱ
三
３
㈢
⑴
）。

）

柳
・
前
掲
注
（

）
一
一
三
頁
。

）

こ
の
よ
う
に
与
信
委
任
契
約
締
結
後
の
受
任
者
の
義
務
を
強
調
し
て
い
く

と
、
本
稿
の
立
場
か
ら
は
保
険
に
お
け
る
受
益
者
の
負
担
者
に
対
す
る
義
務
に
結
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金融機関の信用保証協会に対する主たる義務と従たる義務 図11

与信委任的構成 保険的構成

主たる義務 忠実義務＊１

（民法644条を根拠）＝積極的・能動

的な利益擁護義務

最大善意（最高信義）

（民法１条２項）＝損失最小化義務

従たる義務 報告義務（民法645条） 危険変更・増加通知義務（商法657条），

損害発生通知義務（商法658条），損害

防止義務（商法660条）

◎損害発生確率増加回避のみならず，

損害規模拡大防止規定も存在 モラル

ハザード防止規定 ＊２

権利移転義務（民法646条） 請求権代位義務（商法662条）＊２

＊１本来の与信委任的構成における金融機関の信用保証協会に対する主たる義務は，委任の本旨に従っ

た委任事務処理義務である。

＊２保険的構成の法的性質は保証であるが，保険特有の法理が類推適用できるという立場であり，参考

に保険構成を厳格に貫いた場合の従たる義務を記載した。
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果
と
し
て
接
近
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
（
前
編
第
三
章
第
二
節
Ⅰ
一
３
㈡
⑶
、【
図
11
】）。

）

民
法
六
四
五
条
の
拡
張
解
釈－

我
妻
・
前
掲
注
（
87
）
六
七
七
頁
、
遠
藤
浩
編
『
基
本
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
債
権
各
論
Ⅰ
（
契
約
）﹇
第
四

版
﹈』
一
九
三
頁
〔
遠
藤
厚
之
助
〕（
日
本
評
論
社
・
一
九
九
五
年
）、
幾
代
通
・
広
中
俊
雄
編
『
新
版
注
釈
民
法

債
権
⑺
』
二
三
八
頁
〔
明

石
三
郎
〕（
有
斐
閣
・
一
九
八
九
年
）。

）

伝
統
的
な
多
数
の
見
解
（
一
九
八
九
年
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
の
考
え
方
）
を
前
提
と
し
て
い
る
。

）

M
elv
in A

ro
n E

isen
b
erg

,
T
h
e S

tru
ctu

re o
f C

o
rp
o
ra
te L

a
w
,
89 C

o
lu
m
.
L
.
R
ev
.
1461,

1469,
1470,

1473.

前
節
Ⅱ
三

１
㈡
⑵
も
同
様
で
あ
る
。

ま
た
、C

la
rk
,
su
p
ra n

o
te 434,

a
t 71

3

も
、「
信
認
関
係
で
は
、
受
託
者
は
そ
の
地
位
に
基
づ
い
て
、
委
託
者
に
対
し
て
積
極
的
な

情
報
提
供
（
開
示
）
義
務
を
負
う
。
受
託
者
が
委
託
者
に
対
し
て
積
極
的
な
情
報
提
供
義
務
を
負
う
理
由
は
、
受
託
者
の
職
務
遂
行
の
健
全

性
・
透
明
性
の
維
持
が
、
委
託
者
の
受
託
者
に
対
す
る
信
頼
を
高
め
る
（
い
わ
ば
信
頼
関
係
維
持
目
的
）
と
と
も
に
、
受
託
者
の
義
務
違
反

の
機
会
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
」
と
、
前
述
のM

elv
in A

ro
n E

isen
b
erg

と
同
趣
旨
を
述
べ
る
。

）

P
eter W

in
k
ler v

o
n M

o
h
ren

fels,
A
b
g
eleitete In

fo
rm
a
tio
n
sleistu

n
g
sp
flich

ten im
 
d
eu
tsch

en
 
Z
iv
ilrech

t,
H
a
b
il.,

1986,
S
.
61;

K
a
rl L

a
ren

z,
L
eh
rb
u
ch d

es S
ch
u
ld
rech

ts B
d
.
II.,

12.
A
u
fl.,

1981,
S
337.

岩
藤
美
智
子
「
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
報

告
義
務
と
顚
末
報
告
義
務－

他
人
の
事
務
を
処
理
す
る
者
の
事
後
的
情
報
提
供
義
務
の
手
が
か
り
を
求
め
て－

⑵
」
彦
根
論
叢
三
二
八
号
一

四
一
頁
の
訳
出
を
参
照
。

同
旨
と
し
て
、G
eo
rg K

u
tzn

er,
A
u
sk
u
n
ft,

R
ech

en
sch

a
ftsa

b
la
g
e u

n
d R

ech
n
u
n
g
sleg

u
n
g n

a
ch B

u
rg
erlich

em
 
R
ech

t,

D
iss.,

1909,
S
.
47f;

R
o
lf S

tu
rn
er,

D
ie A

u
fk
la
ru
n
g
sp
flich

t d
er P

a
rteien

 
d
es Z

iv
ilp
ro
zesses,

H
a
b
il.,

1976,
S
.
310f;

H
erm

a
n
n Isa

y
,
D
ie G

esch
a
ftsfu

h
ru
n
g n

a
ch d

em
 
B
u
rg
erlich

en G
esetzb

u
ch
e fu

r d
a
s D

eu
tsch

e R
eich

,
1900,

S
.
127.

岩

藤
・
前
掲
「
報
告
義
務
⑵
」
一
三
一
・
一
三
二
、
一
三
八
・
一
三
九
、
一
四
五
頁
の
訳
出
を
参
照
。P

ro
to
k
o
lle d

er K
o
m
m
issio

n fu
r

 
d
ie zw

eite L
esu

n
g d

es E
n
tw
u
rfs d

es B
u
rg
erlich

en G
esetzb

u
ch
s B

d
.
II.,

1898,
S
.
358.

岩
藤
・
前
掲
「
報
告
義
務
⑴
」
彦
根

論
叢
三
二
七
号
一
九
五
頁
の
訳
出
を
参
照
。

139

六
二

信
用
保
証
協
会
取
引
の
法
的
再
構
成

㈢
（
鶴
井
・
平
野
）



）

D
ie R

ech
n
u
n
g
sleg

u
n
g g

em
a
ß

259 A
b
s.
1 B

G
B
,
D
iss,

1976,
S
.
54.

岩
藤
・
前
掲
注
（

）「
報
告
義
務
⑶
」
彦
根
論
叢
三

三
一
号
二
〇
七
頁
の
訳
出
に
よ
る
。

同
旨
と
し
て
、G

eo
rg K

u
tzn

er,
a
.
a
.
O
.
(F
n
.
468),

S
.
47ff;

R
o
lf S

tu
rn
er,

a
.
a
.
O
.
(F
n
.
468),

S
.
287ff.

岩
藤
・
前
掲
注
（

）

「
報
告
義
務
⑵
」
一
三
一
、
一
三
七
頁
の
訳
出
に
よ
る
。

な
お
、
こ
こ
に
い
う
「
包
括
的
」
の
意
味
に
つ
い
て
、
筆
者
ら
は
「
委
任
契
約
締
結
前
・
後
を
問
わ
ず
」
と
理
解
し
て
い
る
。

）

岩
藤
・
前
掲
注
（

）「
報
告
義
務
⑴
」
一
八
四
頁
。

）
「
診
療
債
務
の
再
検
討－

医
師
の
弁
明
義
務
を
手
が
か
り
と
し
て－

」
新
堂
幸
司
『
民
事
訴
訟
法
学
の
展
開
』
一
一
六
頁
（
有
斐
閣
・
二

〇
〇
〇
年
）。

第
Ⅳ
編

信
用
創
造
型
保
証

こ
れ
ま
で
の
保
険
的
構
成
や
与
信
委
任
的
構
成
が
相
応
し
い
と
思
わ
れ
る
信
用
保
証
協
会
取
引
形
態
は
、
信
用
保
証
協
会
が
保
証
の

対
象
を
集
団
的
・
集
合
的
に
引
受
け
る
こ
と
を
お
こ
な
っ
た
り
、
漠
然
・
抽
象
的
な
が
ら
も
一
定
の
設
定
し
た
基
準
を
金
融
機
関
に
明

示
し
て
信
用
保
証
協
会
の
基
準
に
適
う
者
で
あ
れ
ば
保
証
引
受
け
を
検
討
す
る
点
で
、
保
証
機
関
取
引
な
ら
で
は
の
特
徴
・
特
性
を
も

つ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
保
険
的
構
成
や
与
信
委
任
的
構
成
に
相
応
し
い
と
思
わ
れ
る
取
引
形
態
以
外
に
も
、
保
証
機
関
取
引
特
有

の
取
引
形
態
は
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
よ
う
な
保
証
機
関
取
引
特
有
の
取
引
形
態
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
取
引
形
態
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
、
取
引
の
理

念
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
事
柄
な
の
か
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
取
引
形
態
を
法
的
に
分
析
す
る
と
い
か
な
る
こ
と
が
い
え
る
の
か
、
引
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続
き
問
題
と
な
る
。

第
一
章

取
引
理
念取

引
規
模
の
拡
大
（
営
利
の
追
求
）

信
用
保
証
協
会
取
引
の
理
想
に
は
、
取
引
の
損
失
最
小
化
が
存
在
す
る
。

し
か
し
、
信
用
保
証
協
会
は
、
主
務
官
庁
で
あ
る
経
済
産
業
省
か
ら
、
保
証
承
諾
実
績
（
保
証
承
諾
件
数
や
金
額
）
を
上
げ
る
よ
う
に

行
政
指
導
を
受
け
る
場
合
も
あ
る
。
特
に
、
不
況
下
で
事
業
資
金
の
調
達
難
に
喘
い
で
い
る
中
小
零
細
事
業
者
へ
の
金
融
支
援
が
中
央

官
庁
（
経
済
産
業
省
）
や
都
道
府
県
・
市
区
町
村
と
い
っ
た
地
方
公
共
団
体
か
ら
も
打
出
さ
れ
た
と
き

）

に
は
、
中
央
省
庁
・
地
方
公
共
団

体
そ
れ
ぞ
れ
の
行
政
指
導
の
度
合
い
も
強
く
な
る
。

そ
こ
で
、
信
用
保
証
協
会
と
し
て
は
、
取
引
の
損
失
最
小
化
と
い
う
要
請
も
前
述
の
よ
う
に
存
在
す
る
の
で
、
信
用
保
証
協
会
み
ず

か
ら
が
主
た
る
債
務
者
の
債
務
履
行
能
力
に
（
債
権
回
収
上
）
問
題
が
な
い
と
思
わ
れ
る
中
小
零
細
事
業
者
へ
積
極
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
を

し
て
保
証
引
受
け
を
お
こ
な
っ
て
い
く
こ
と
が
あ
る
。
従
来
の
金
融
機
関
か
ら
保
証
依
頼
を
待
受
け
る
方
式
で
は
な
く
、
近
時
は
積
極

的
に
信
用
保
証
協
会
み
ず
か
ら
が
保
証
の
引
受
け
を
中
小
零
細
事
業
者
へ
直
接
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
通
じ
て
具
体
的
に
開
拓
し
て
い
く

こ
と
も
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
（
信
用
保
証
協
会
み
ず
か
ら
の
取
引
規
模
の
拡
大
、
営
利
の
追
求
）。

）

中
央
官
庁
や
地
方
公
共
団
体
と
い
っ
た
行
政
主
導
の
信
用
保
証
協
会
施
策
が
新
た
に
打
出
さ
れ
る
機
会
と
し
て
は
、
概
し
て
選
挙
が
意

識
さ
れ
た
政
治
状
況
、
あ
る
い
は
一
年
の
最
後
を
締
め
く
く
る
年
末
や
、
逆
に
年
初
め
と
い
っ
た
年
の
区
切
り
に
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
が
多
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い
。

第
二
章

取
引
形
態信

用
保
証
協
会
か
ら
具
体
的
特
定
中
小
零
細
事
業
者
へ
の
指
名
保
証

（
信
用
の
補
完
か
ら
信
用
の
創
造
へ
）

主
た
る
債
務
者
の
与
信
判
断
を
、
信
用
保
証
協
会
み
ず
か
ら
が
金
融
機
関
に
先
ん
じ
て
積
極
的
に
お
こ
な
う
取
引
実
態
が
あ
る
。
保

証
人
が
主
た
る
債
務
者
へ
積
極
的
に
保
証
の
引
受
け
を
呼
び
掛
け
て
い
く
と
い
う
取
引
形
態
は
、
民
法
が
定
め
る
伝
統
的
な
個
人
保
証

に
お
い
て
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
通
常
の
保
証
人
は
、
主
た
る
債
務
者
か
ら
保
証
人
に
な
る
よ
う
委
託
を
受
け
て
保
証
人
と

な
る
。
保
証
人
み
ず
か
ら
が
主
た
る
債
務
者
へ
積
極
的
に
保
証
の
引
受
け
を
呼
び
掛
け
て
い
く
取
引
形
態
は
、
保
証
機
関
取
引
な
ら
で

は
の
取
引
形
態
で
あ
る
。
以
下
、
実
際
上
の
具
体
例
を
挙
げ
て
お
く
。

①
信
用
保
証
協
会
み
ず
か
ら
が
地
域
に
出
向
い
て
都
道
府
県
や
市
区
町
村
と
い
っ
た
地
方
公
共
団
体
や
商
工
関
係
団
体
で
「
中
小
企

業
相
談
会
」
な
ど
を
開
催
し
、
中
小
企
業
相
談
会
な
ど
で
目
ぼ
し
い
中
小
零
細
事
業
者
に
保
証
引
受
け
の
可
能
性
を
伝
え
、
金
融
機
関

に
よ
る
信
用
保
証
協
会
付
融
資
の
申
込
み
を
勧
め
て
保
証
引
受
け
を
お
こ
な
う
、

②
信
用
保
証
協
会
が
既
に
最
近
の
個
別
中
小
零
細
事
業
者
の
財
務
デ
ー
タ
を
保
持
し
て
い
る
場
合

）

に
は
、
当
該
信
用
保
証
協
会
み
ず

か
ら
が
判
断
し
た
評
点
（
ス
コ
ア
リ
ン
グ
）
や
中
小
零
細
事
業
者
格
付
け
な
ど
に
よ
り
当
該
信
用
保
証
協
会
の
保
証
許
容
枠
が
未
だ
残
存
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し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
た
場

）

合
に
、
当
該
信
用
保
証
協
会
か
ら
当
該
中
小
零
細
事
業
者
へ
「
ダ
イ
レ
ク
ト
・
メ
ー
ル
」
を
送
付
す
る
な

ど
し
て
信
用
保
証
協
会
利
用
を
勧
誘
す
る
、
あ
る
い
は
当
該
中
小
零
細
事
業
者
の
取
引
金
融
機
関
へ
保
証
の
利
用
可
能
性
な
ど
を
連
絡

し
て
信
用
保
証
協
会
か
ら
金
融
機
関
へ
の
連
絡
を
発
端
に
保
証
引
受
け
を
す
る
、

③
主
務
官
庁
（
経
済
産
業
省
）
の
指
導
で
、
た
と
え
ば
「
売
掛
債
権
担
保
融
資

）

保
証
」（
現
在
で
は
、「
流
動
資
産
担
保
融
資
（A

B
L
:A
sset

 
B
a
sed L

en
d
in
g

）

）

保
証
」
の
一
種
）
の
保
証
承
諾
実
績
を
上
げ
る
た
め
に
、
売
掛
先
（
第
三
債
務
者
）
と
な
る
優
良
企
業
を
既
存
の
信
用

保
証
協
会
デ
ー
タ
か
ら
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
、
売
掛
先
候
補
で
あ
る
優
良
企
業
を
通
じ
て
取
引
先
（
買
掛
先
）
を
紹
介
し
て
も
ら
い
、
買
掛

先
に
売
掛
債
権
担
保
融
資
保
証
（
信
用
保
証
協
会
保
証
付
融
資
）
を
勧
誘
す
る
、
場
合
な
ど
が
あ
る
。

な
お
、
保
証
の
信
用
創
造
性
（
機
能
）
は
一
般
的
に
存
在
す
る
が
、
本
編
で
の
信
用
保
証
協
会
取
引
形
態
を
特
に
「
信
用
創
造
型
保
証
」

と
呼
ぶ
の
は
、
信
用
創
造
型
保
証
と
い
う
信
用
保
証
協
会
取
引
形
態
が
一
般
・
通
常
の
保
証
に
比
較
し
て
信
用
創
造
性
（
機
能
）
に
つ
い

て
特
に
強
い
属
性
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

）

信
用
保
証
協
会
実
務
上
、
信
用
保
証
協
会
が
取
引
中
小
零
細
事
業
者
の
財
務
デ
ー
タ
を
直
近
の
も
の
ま
で
有
し
て
い
る
こ
と
は
極
め
て

多
く
、
ほ
と
ん
ど
と
さ
え
思
わ
れ
る
。

信
用
保
証
協
会
が
取
引
中
小
零
細
事
業
者
の
財
務
デ
ー
タ
を
直
近
ま
で
保
有
し
て
い
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
理

由
は
、
地
方
公
共
団
体
の
主
導
で
地
域
の
金
融
機
関
と
の
間
で
連
携
し
て
コ
ー
デ
ィ
ネ
イ
ト
さ
れ
た
信
用
保
証
協
会
保
証
商
品
の
な
か
に
は

低
利
子
の
固
定
金
利
で
保
証
利
用
限
度
額
が
少
額
な
が
ら
も
（
た
と
え
ば
、
最
高
一
、二
〇
〇
万
円
）
短
期
間
の
保
証
期
限
で
（
た
と
え
ば
、

最
長
六
ヶ
月
）
返
済
方
法
も
分
割
弁
済
方
式
で
は
な
く
期
限
一
括
返
済
方
式
な
ど
の
使
い
勝
手
の
良
い
も
の
が
ほ
と
ん
ど
の
信
用
保
証
協
会
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に
存
在
し（
年
に
二
回
連
続
的
に
使
わ
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
、
中
元
や
歳
暮
資
金
の
保
証
な
ど
と
実
務
上
呼
ば
れ
た
り
す
る
）、
使
い
勝
手

の
良
さ
か
ら
極
め
て
多
く
の
中
小
零
細
事
業
者
が
継
続
的
に
反
復
し
て
当
該
保
証
商
品
を
利
用
し
て
い
る
と
い
う
現
状
が
あ
り
、
そ
の
よ
う

な
短
期
間
の
保
証
商
品
の
利
用
で
は
、
信
用
保
証
協
会
へ
保
証
を
申
込
む
都
度
、
信
用
保
証
協
会
は
当
該
中
小
零
細
事
業
者
の
税
務
署
へ
申

告
済
み
の
直
近
の
確
定
申
告
書
の
写
し
を
申
込
必
要
書
類
と
し
て
提
出
依
頼
し
て
お
り
、
そ
の
中
小
零
細
事
業
者
の
税
務
署
へ
申
告
済
み
の

確
定
申
告
書
上
の
決
算
書
な
ど
の
情
報
か
ら
当
該
中
小
零
細
事
業
者
の
財
務
デ
ー
タ
を
ほ
ぼ
連
続
的
に
整
備
し
て
保
有
し
て
い
る
と
い
う

現
実
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

信
用
保
証
協
会
が
取
引
中
小
零
細
事
業
者
の
財
務
デ
ー
タ
を
直
近
の
も
の
ま
で
有
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
公
知
の
事
実
と
思
わ
れ

る
。）

信
用
保
証
協
会
で
も
、
財
務
情
報
・
企
業
情
報
な
ど
の
デ
ー
タ
を
入
力
す
れ
ば
、
適
正
な
保
証
限
度
額
が
自
動
的
に
分
か
る
シ
ス
テ
ム

を
開
発
し
て
い
る
（
日
経
金
融
新
聞
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
一
九
日
七
頁
、
平
野
真
由
「
リ
レ
バ
ン
時
代
の
保
証
協
会
活
用
は
こ
う
な
る
」
近

代
セ
ー
ル
ス
二
〇
〇
三
年
八
月
一
日
号
八
頁
以
下
参
照
）。

Ｃ
Ｒ
Ｄ
（C

red
it R

isk D
a
ta
b
a
se ：

中
小
企
業
信
用
リ
ス
ク
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

）

平
野
真
由
「
売
掛
債
権
担
保
融
資
保
証
制
度
の
使
い
勝
手
」
金
融
法
務
事
情
一
六
五
四
号
九
一
頁
、
同
「
事
業
再
生
保
証
制
度
の
実
務

概
要
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
七
五
六
号
七
三
頁
以
下
、
同
「
売
掛
債
権
担
保
融
資
保
証
に
関
す
る
基
礎
知
識
」
バ
ン
ク
ビ
ジ
ネ
ス
二
〇
〇
三
年
五
月
一
五

日
号
五
〇
頁
以
下
、
同
「
デ
フ
レ
下
に
お
け
る
企
業
担
保
実
務
」
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
二
〇
〇
三
年
六
月
号
四
〇
頁
以
下
、
同
「
売
掛
債
権
担
保

融
資
保
証
制
度
の
新
た
な
活
用
ス
キ
ー
ム
を
考
え
る
」
近
代
セ
ー
ル
ス
二
〇
〇
四
年
八
月
一
日
号
七
六
頁
以
下
参
照
。

）

六
信
勝
司
「
流
動
資
産
担
保
融
資
保
証
制
度
の
概
要
」
事
業
再
生
と
債
権
管
理
一
一
八
号
四
六
頁
。
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第
三
章

法
的
分
析

第
一
節

分
析
の
視
角
・
観
点

Ⅰ

取
引
の
主
導
性

第
Ⅳ
編
で
考
察
対
象
と
し
て
い
る
取
引
形
態
の
法
的
分
析
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
分
析
の
視
角
や
観
点
を
確
立
す
る
こ
と
が
必
要
と
思

わ
れ
る
。
第
Ⅲ
編
で
考
察
対
象
と
し
た
取
引
形
態
と
第
Ⅱ
編
で
考
察
対
象
と
し
た
取
引
形
態
を
踏
ま
え
た
う
え
で
第
Ⅳ
編
で
考
察
対
象

と
し
て
い
る
取
引
形
態
の
特
殊
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
特
に
第
Ⅲ
編
で
考
察
対
象
と
し
た
取
引
形
態
と
第
Ⅳ
編

で
考
察
対
象
と
し
て
い
る
取
引
形
態
と
の
比
較
で
は
、「
信
用
保
証
協
会
」
が
取
引
上
の
起
点
（
出
発
点
）
と
な
っ
て
い
る
点
で
は
同
じ

で
あ
る
。

Ⅱ

非
共
同
体
性

第
Ⅳ
編
で
考
察
対
象
と
し
て
い
る
取
引
形
態
の
方
が
第
Ⅲ
編
で
考
察
対
象
と
し
た
取
引
形
態
よ
り
も
信
用
保
証
協
会
が
主
導
的
な
立

場
で
あ
り
、
む
し
ろ
信
用
保
証
協
会
だ
け
の
一
方
的
事
情
に
基
づ
い
て
お
こ
な
わ
れ
る
点
に
特
殊
性
が
あ
る（
非
共
同
体
性
）。
第
Ⅲ
編
で

考
察
対
象
と
し
た
取
引
形
態
で
は
「
政
策
推
進
」
と
い
う
取
引
理
念
に
基
づ
い
て
信
用
保
証
協
会
取
引
が
な
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
第

Ⅳ
編
で
考
察
対
象
と
し
て
い
る
取
引
形
態
で
は
信
用
保
証
協
会
み
ず
か
ら
の
「
取
引
規
模
の
拡
大
、
営
利
追
求
」
と
い
う
取
引
理
念
に
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基
づ
い
て
信
用
保
証
協
会
取
引
が
な
さ
れ
る
点
で
異
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
第
Ⅳ
編
で
考
察
対
象
と
し
て
い
る
取
引
形
態
は
、
第
Ⅱ

編
で
考
察
対
象
と
し
た
取
引
形
態
と
前
編
で
考
察
対
象
と
し
た
取
引
形
態
の
よ
う
な
信
用
保
証
協
会
と
金
融
機
関
と
の
「
ビ
ジ
ネ
ス
共

同
体
」
性
（「
協
力
の
メ
カ
ニ

）

ズ
ム
」）
は
存
在
し
な
い
と
評
価
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

信
用
保
証
協
会
と
金
融
機
関
と
が
利
害
対
立
関
係
に
な
く
、
む
し
ろ
ビ
ジ
ネ
ス
共
同
体
（
協
力
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
）
関
係
に
あ
る
与
信
委

任
的
構
成
の
取
引
形
態
で
は
英
米
法
の
信
認
関
係
が
問
題
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
対
比
す
る
と
、
信
認
関
係
に
対
す
る
「
取
引
関
係
」
と

い
う
英
米
法
独
自
の
明
確
な
区
分
け
・
峻

）

別
論
の
発
想
・
思
考
が
本
編
で
考
察
対
象
と
し
て
い
る
取
引
形
態
の
法
的
分
析
に
役
立
つ
可

能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
金
融
機
関
と
金
融
機
関
以
外
と
の
利
害
調
整
の
具
体
的
示
唆
・
指
針
が
得
ら
れ
な
い
か
、
特
に
英
米
法
の
観
点
か
ら
問
題

と
な
る
。）

前
編
第
三
章
第
一
節
Ⅱ
、
お
よ
び
同
第
四
節
Ⅱ
三
３
㈡
。

）

日
本
語
文
献
で
は
樋
口
・
前
掲
注
（

）
お
よ
び
同
（

）、
外
国
語
文
献
で
はF

ra
n
k
el,

su
p
ra n

o
te 420

が
詳
し
い
。

前
編
第
三
章
第
四
節
Ⅱ
三
１
㈡
⑶

１

で
も
、
述
べ
た
。

第
二
節

社
債
管
理
制
度
か
ら
の
検
討

第
Ⅳ
編
で
考
察
対
象
と
し
て
い
る
取
引
形
態
に
お
け
る
信
用
保
証
協
会
と
金
融
機
関
と
の
関
係
は
、
取
引
の
主
導
性
が
信
用
保
証
協

会
に
あ
り
、
信
用
保
証
協
会
と
金
融
機
関
と
は
非
共
同
体
的
で
あ
る
。

ま
た
、
信
用
保
証
協
会
と
金
融
機
関
と
の
関
係
は
、
投
資
債
権
を
み
ず
か
ら
の
意
思
で
創
造
し
、
そ
の
投
資
債
権
の
管
理
が
法
技
術
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的
に
投
資
家
み
ず
か
ら
お
こ
な
う
こ
と
が
困
難
と
の
事
情
が
、社
債
管
理
に
お
け
る
社
債
権
者
と
社
債
管
理
者
と
の
関
係
に
似
て
い
る
。

Ⅰ

日
本
法

わ
が
国
の
会
社
法
に
お
い
て
は
、
社
債
管
理
者
は
社
債
権
者
の
た
め
に
公
平
か
つ
誠
実
に
、
ま
た
善
良
な
管
理
者
の
注
意
を
も
っ
て

社
債
の
管
理
を
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
（
会
社
法
七
〇
四
条
）。

さ
ら
に
、
社
債
管
理
者
は
、
社
債
発
行
会
社
が
社
債
の
償
還
も
し
く
は
利
息
の
支
払
を
怠
り
、
も
し
く
は
社
債
発
行
会
社
に
つ
い
て

支
払
の
停
止
が
あ
っ
た
後
ま
た
は
支
払
停
止
の
前
三
ヶ
月
以
内
に
、
た
と
え
ば
社
債
管
理
者
が
有
す
る
債
権
に
つ
き
社
債
発
行
会
社
か

ら
担
保
の
供
与
ま
た
は
債
務
の
消
滅
に
関
す
る
行
為
（
弁
済
な
ど
）
を
受
け
る
な
ど
の
行
為
を
し
た
と
き
は
、
社
債
権
者
に
対
し
損
害
を

賠
償
す
る
責
任
を
負
う
と
し
て
い
る
（
会
社
法
七
一
〇
条
二
項
）。

こ
の
よ
う
な
現
行
会
社
法
七
〇
四
条
（
旧
商
法
二
九
七
条
の
三
）
は
、
ア
メ
リ
カ
の
一
九
三
九
年
信
託
証
書
法
（T

ru
st In

d
en
tu
re A

ct
 

o
f 1939,

15 U
.
S
.
C
.
A
.

77a
a
a
zzz

(1994)

）
を
模
範
と
し
て

）

い
る
。
日
本
の
社
債
管
理
法
制
の
理
解
を
深
め
る
た
め
に
は
、
法
制

の
沿
革
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
法
が
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
金
融
機
関
と
金
融
機
関
以
外
と
の
利
害
調
整
の
具
体

的
示
唆
・
指
針
が
得
ら
れ
な
い
か
、
特
に
本
編
で
考
察
対
象
と
し
て
い
る
金
融
機
関
と
信
用
保
証
協
会
と
の
関
係
と
社
債
管
理
者
と
社

債
権
者
と
の
関
係
が
類
似
し
て
お
り
、
金
融
機
関
が
社
債
管
理
者
で
あ
り
社
債
権
者
で
も
あ
る
利
益
相
反
の
立
場
に
あ
る
問
題
を
英

）

米
法
（
イ
ギ
リ
ス
法
と
ア
メ
リ
カ
法
）
の
理
論
に
つ
い
て
概
観
す
る
。

Ⅱ

イ
ギ
リ
ス
法
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イ
ギ
リ
ス
で
は
、
一
九
三
四
年
のR

e D
o
rm
a
n L

o
n
g
&
C
o

）

事
件
に
お
い
てM

a
u
g
h
a
m

判
事
が
社
債
管
理
者
で
あ
る
銀
行
が

同
時
に
社
債
発
行
会
社
の
取
引
上
の
債
権
者
で
あ
る
場
合
の
利
益
相
反
性
を
問
題
と
し
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
と
い
わ
れ
て

）

い
る
。

こ
のM

a
u
g
h
a
m

判
事
の
社
債
管
理
者
の
利
益
相
反
性
に
関
す
る
問
題
点
の
指
摘
は
、
九
年
後
の
一
九
四
三
年
に
創
設
さ
れ
た
イ
ギ

リ
ス
会
社
法
改
正
委
員
会
（C

o
h
en

を
委
員
長
と
し
、
コ
ー
エ
ン
委
員
会
と
も
呼
ば
れ
た
）
で
も
採
上
げ
ら
れ
た
。
二
年
後
の
一
九
四
五
年

六
月
に
は
コ
ー
エ
ン
・
レ
ポ
ー
ト
と
呼
ば
れ
る
報
告
書
が
公
表
さ
れ
た
が
、
そ
の
コ
ー
エ
ン
・
レ
ポ
ー
ト
で
は
社
債
管
理
者
の
利
益
相

反
は
妥
当
で
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
会
社
法
改
正
に
よ
る
立
法
で
の
絶
対
的
禁
止
ま
で
は
必
要
な
い
と
さ

）

れ
た
。
私
的
自
治
を
尊
重
し

て
、
利
益
相
反
状
況
に
あ
る
社
債
管
理
者
の
当
初
か
ら
の
自
主
的
な
辞
退
を
期
待
す
る
と
さ

）

れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
イ
ギ
リ
ス
で

は
、
社
債
管
理
者
で
あ
る
銀
行
の
利
益
相
反
性
に
関
す
る
立
法
化
が
な
さ
れ
ず
に
い
た
の
で
あ
る
。

実
際
上
も
社
債
管
理
者
は
、
受
託
専
門
会
社
を
中
心
に
社
債
管
理
の
受
託
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で
、
利
益
相
反
問
題
の
可
能
性

が
銀
行
ほ
ど
頻
繁
に
起
き
る
こ
と
は
な
い
と
い
わ
れ
て

）

い
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
社
債
管
理
者
は
「
就
任
当
初
よ
り
」fid

u
cia
ry
 
d
u
ty

を

負
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
と
の
竹
内
昭
夫
博
士
の

）

論
述
を
、
根
拠
付
け
る
も
の
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

Ⅲ

ア
メ
リ
カ
法

一

信
託
証
書
法
の
沿
革

イ
ギ
リ
ス
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
一
九
三
六
年
の
ハ
ザ
ー
ド
判
決
に
お
い
て
社
債
管
理
者
はfid

u
cia
ry

（
受
認
者
）
と
い
う
よ

り
は
極
め
て
事
務
的
なsta

k
eh
o
ld
er

（
管
理
者
）
で
あ
り
社
債
管
理
委
託
契
約
に
よ
り
社
債
管
理
者
の
免
責
条
項
（ex

cu
lp
a
to
ry

 
cla
u
ses

）
の
効
力
を
広
く
認
め
る
一
方
で
（
契
約
自
由
の
尊
重
）、
社
債
管
理
者
の
受
託
者
（tru

stee

）
と
い
う
名
の
下
に
社
債
権
者
が
抱
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く
期
待
や
希
望
を
裏
切
ら
な
い
た
め
に
社
債
管
理
者
がfid

u
cia
ry

で
あ
る
と
の
立
法
化
が
必
要
と
指
摘
さ

）

れ
た
。
証
券
取
引
委
員
会

も
連
邦
議
会
に
対
し
て
、
一
九
三
六
年
の
六
月
に
、
社
債
管
理
者
で
あ
る
銀
行
の
受
託
者
と
し
て
の
地
位
と
社
債
発
行
会
社
に
対
す
る

債
権
者
と
い
う
立
場
で
の
利
益
相
反
行
為
の
除
去
と
、
社
債
権
者
に
対
す
る
受
託
者
（
受
認
者
）
と
し
て
の
忠
実
義
務
の
賦
課
と
い
う
二

点
を
勧
告

）

し
た
。
こ
の
ハ
ザ
ー
ド
判
決
の
提
言
な
ど
に
基
づ
き
、
ア
メ
リ
カ
で
は
イ
ギ
リ
ス
の
対
応
と
は
対
照
的
に
、
信
託
証
書
法
が

成
立
し
た
と
い
わ
れ
て

）

い
る
。

信
用
保
証
協
会
取
引
に
お
け
る
信
用
創
造
型
取
引
形
態
か
ら
み
る
と
、
金
融
機
関
の
義
務
と
し
て
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
社
債
管
理

者
義
務
は
、
立
法
化
が
見
送
ら
れ
た
イ
ギ
リ
ス
法
よ
り
は
立
法
化
が
現
実
に
図
ら
れ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
法
に
考
察
の
対
象
を
求
め
た
方

が
具
体
的
な
問
題
解
決
の
示
唆
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
ア
メ
リ
カ
法
か
ら
問
題
解
決
の
示
唆
を
得

る
こ
と
と
す
る
。

二

信
託
証
書
法
の
内
容

と
こ
ろ
で
、
こ
の
一
九
三
九
年
信
託
証
書
法
は
、
前
述
の
と
お
り
社
債
管
理
者
の
社
債
権
者
に
対
す
る
免
責
条
項
が
広
範
に
過
ぎ
、

社
債
管
理
者
の
社
債
権
者
に
対
す
る
責
任
や
義
務
を
果
た
し
て
い
な
い
と
の
批
判
が
高
ま
っ
た
結
果
、
制
定
さ
れ
た
も
の
で

）

あ
る
。

1

社
債
発
行
者
の
社
債
権
者
に
対
す
る
債
務
不
履
行
（d

efa
u
lt

）
前
に
よ
る
社
債
管
理
者
の
義
務

一
九
三
九
年
信
託
証
書
法
は
、
信
託
証
書
中
に
特
定
的
に
（sp

ecifica
lly

）
明
示
さ
れ
た
義
務
の
履
行
を
除
き
、
責
任
を
負
わ
な
い
と

し
て
い
る（
三
一
五
条
ａ
項

）

一
号
）。
社
債
管
理
者
が
信
託
証
書
上
に
明
記
さ
れ
な
い
黙
示
的
な
義
務
は
課
さ
れ
る
こ
と
が

）

な
い
と
い
う
意

味
で
、「
取
引
的
（
契
約
的
）」
で
あ
る
。
ま
た
、
社
債
発
行
者
が
社
債
権
者
に
対
し
て
債
務
不
履
行
に
陥
ら
な
い
限
り
、
社
債
管
理
者
に
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対
す
る
利
益
相
反
条
項
は
適
用
さ
れ
な
い
（
一
九
九
〇
年
信
託
証
書
改
革
法
四
〇
八
条：

三
一
〇
条
ｂ
項
）。

2

社
債
発
行
者
の
社
債
権
者
に
対
す
る
債
務
不
履
行
後
に
よ
る
社
債
管
理
者
の
義
務

社
債
管
理
者
の
社
債
権
者
に
対
す
る
義
務
は
、
社
債
発
行
会
社
の
社
債
権
者
に
対
す
る
債
務
不
履
行
後
に
基
本
的
に
発
生
す
る（
三
一

五
条

）

ｃ
項
）。
社
債
管
理
者
が
社
債
発
行
会
社
か
ら
受
け
た
債
務
弁
済
受
領（
担
保
処
分
に
よ
る
配
当
受
領
を
含
む
）は
、
特
別
勘
定（sp

ecia
l

 
a
cco

u
n
t

）
と
し
て
保
有
し
た
う
え
社
債
管
理
者
が
社
債
権
者
と
と
も
に
債
権
額
に
応
じ
て
比
例
按
分
し
な
け
れ
ば
な
ら

）

な
い
（
三
一
一
条

）

ａ
項
。
な
お
、
日
本
会
社
法
の
基
準
時
は
、
七
一
〇
条
に
よ
り
支
払
停
止
時
で
あ
る
）。

た
だ
し
、
債
務
不
履
行
前
の
社
債
管
理
者
の
社
債
権
者
に
対
す
る
義
務
の
例
外
と
し
て
、
債
務
不
履
行
時
よ
り
三
ヶ
月
前
に
社
債
管

理
者
が
社
債
発
行
会
社
か
ら
受
け
た
債
務
弁
済
受
領
（
担
保
処
分
に
よ
る
配
当
受
領
を
含
む
）
も
、
特
別
勘
定
と
し
て
保
有
し
た
う
え
社
債

管
理
者
が
社
債
権
者
と
と
も
に
債
権
額
に
応
じ
て
比
例
按
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
三
一
一
条

）

ａ
項
）。

こ
の
よ
う
な
社
債
管
理
者
の
社
債
権
者
に
対
す
る
義
務
を
、債
務
不
履
行
の
前
後
に
よ
っ
て
基
本
的
に
二
分
す
る
と
い
う
考

）

え
方
は
、

ポ
ズ
ナ
ー
の

）

立
場
に
近
い
と
い
え
る
。
ポ
ズ
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
一
方
で
社
債
発
行
会
社
の
社
債
権
者
に
対
す
る
債
務
不
履
行
前
の
義
務

は
、
機
械
的
事
務
的
なsta
k
eh
o
ld
er

の
立
場
で
あ
り
（
た
と
え
ば
、
社
債
発
行
会
社
か
ら
の
社
債
償
還
債
務
に
対
す
る
弁
済
受
領
な
ど
）、

他
方
で
社
債
発
行
会
社
の
社
債
権
者
に
対
す
る
債
務
不
履
行
後
の
義
務
は
、fid

u
cia
ry

の
立
場
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
社
債
発
行
会
社
の
社
債
権
者
に
対
す
る
債
務
不
履
行
後
、
お
よ
び
債
務
不
履
行
時
よ
り
三
ヶ
月
前
と
い
う
社
債
管
理
者
の

社
債
権
者
に
対
す
る
公
平
・
誠
実
義
務
発
生
時
期
は
（
三
一
一
条
ａ
項
）、
社
債
発
行
会
社
の
財
産
状
況
悪
化
時
期
と
も
い
え
る
。
債
務
者

の
財
産
状
況
悪
化
時
期
に
お
い
て
債
権
者
が
ほ
か
の
債
権
者
と
の
関
係
で
平
等
・
公
平
な
振
舞
い
が
求
め
ら
れ
る
の
は
、
日
本
法
に
お

け
る
倒
産
法
の
否
認
権
制
度
や
民
法
の
詐
害
行
為
取
消
権
（
債
権
者
取
消
権
・
民
法
四
二
四
条
）
制
度
の
存
在
か
ら
も
理
解
で
き
る
（
ア
メ
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リ
カ
で
の
債
務
不
履
行
時
よ
り
三
ヶ
月
前
と
の
基
準
も
、
一
九
七
八
年
の
ア
メ
リ
カ
倒
産
法
改
正
の
影
響
を
受
け
て

）

い
る
。
一
九
九
〇
年
信
託
証
書

改
正
法
四
〇
八
条
参
照
）。
ま
た
、
私
法
体
系
の
な
か
で
も
一
般
的
に
受
け
容
れ
ら
れ
易
い
考
え
方
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う

な
社
債
管
理
者
の
社
債
権
者
に
対
す
る
債
務
者
の
財
産
状
況
悪
化
時
期
に
お
い
て
社
債
管
理
者
が
ほ
か
の
社
債
権
者
と
の
関
係
で
平

等
・
公
平
な
振
舞
い
が
求
め
ら
れ
る
義
務
の
捉
え
方
か
ら
は
、
一
般
的
な
取
引
法
（
契
約
法
）
の
体
系
・
枠
組
み
の
な
か
で
理
解
可
能
な

こ
と
で
も
あ
る
。

債
務
者
の
信
用
状
況
悪
化
時
以
降
、
社
債
の
場
合
に
は
社
債
管
理
者
がfid

u
cia
ry

の
立
場
に
置
か
れ
、
社
債
権
者
の
利
益
を
積
極

的
・
能
動
的
に
擁
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
債
務
者
信
用
状
況
悪
化
時
以
降
、
一
般
の
債
権
者
間
で
の
法
律
関
係
（
公
平
・
平
等
）

と
社
債
管
理
者
と
社
債
権
者
と
の
法
律
関
係
（
信
認
）
と
が
異
な
る
の
は
、
ハ
ザ
ー
ド
判
決
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
来
は
一
般
の

債
権
者
間
の
よ
う
な
対
立
的
な
「
取
引
」
関
係
に
あ
る
も
の
を
政
策
目
的
か
ら
（
経
済
政
策
目
的
）
立
法
に
よ
っ
て
「
信
認
」
関
係
と
し

た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
明
確
な
政
策
目
的
が
存
在
し
な
い
以
上
、
権
利
者
と
そ
の
権
利
の
管
理
者
と
の
間
は
、
単
な
る
「
取
引
」

関
係
と
考
え
て
差
支
え
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

Ⅳ

小

括

本
節
を
整
理
す
る
と
、
以
下
の
一
覧
図
と
な
る
（【
図
12
】）。

【
図
12
】
で
確
認
し
た
か
っ
た
こ
と
を
再
言
す
れ
ば
、
一
般
の
債
権
者
間
の
よ
う
な
「
取
引
」
関
係
に
あ
る
も
の
を
、
社
債
権
者
・

社
債
管
理
者
間
で
は
政
策
目
的
か
ら
（
経
済
政
策
目
的
）
立
法
に
よ
っ
て
特
別
に
「
信
認
」
関
係
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
い

え
ば
、
政
策
目
的
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
関
係
当
事
者
間
を
特
別
な
関
係
で
規
律
す
る
必
要
性
も
許
容
性
も
原
則
的
に
は
存
在
し
な
い
。
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な
お
、既
述
の
保
険
的
構
成
と
与
信
委
任
的
構
成
の
場
合
も
掲
げ
た
。

保
険
的
構
成
や
与
信
委
任
的
構
成
に
お
い
て
債
務
者
の
信
用
状
況
悪
化

後
の
管
理
者
の
義
務
を
み
る
と
、
ア
メ
リ
カ
信
託
証
書
法
に
お
け
る
債

務
者
の
信
用
状
況
悪
化
後
の
管
理
者
の
義
務
と
同
様
で
あ
り
、
保
険
的

構
成
や
与
信
委
任
的
構
成
が
通
常
の
「
取
引
」
規
律
で
は
な
く
、「
経
済

政
策
・
社
会
政
策
」
目
的
か
ら
規
律
の
あ
り
方
が
変
容
さ
れ
て
い
る
と

も
い
え
る
（
信
用
創
造
型
保
証
で
は
変
容
さ
れ
な
い
）。
ま
た
、
保
険
的
構

成
や
与
信
委
任
的
構
成
に
お
い
て
債
務
者
の
信
用
状
況
悪
化
前
の
管
理

者
の
義
務
は
、
債
務
者
の
信
用
状
況
悪
化
後
の
管
理
者
の
義
務
と
同
様

で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
信
託
証
書
法
で
の
債
務
者
の
信
用
状
況
悪
化
前
の

管
理
者
の
義
務
と
比
較
し
て
厳
格
で
あ
り
、
価
値
判
断
と
し
て
債
務
者

の
信
用
状
況
悪
化
前
の
管
理
者
の
義
務
は
な
い
と
す
る
考
え
方
も
あ
り

得
る
と
は
思
わ
れ
る
（
た
だ
し
、
筆
者
ら
の
見
解
と
は
異
な
る
）。

）

た
と
え
ば
、
社
債
管
理
会
社
制
度
全
般
に
つ
い
て
、
黒
沼
悦
郎「
社

債
契
約
と
社
債
管
理
会
社
」
金
融
法
研
究
一
六
号
三
七
頁
、
江
頭
憲
治

郎
「
社
債
の
管
理
に
関
す
る
受
託
会
社
の
義
務
と
責
任
」
江
頭
憲
治
郎

編
『
八
十
年
代
商
事
法
の
諸
相－

鴻
常
夫
先
生
還
暦
記
念
』
一
一
九－

126

通常の債権者間関係と社債権者・社債管理者関係 図12

債務者の信用

状況悪化前

債務者の信用

状況悪化後

通常の債権者間 各債権者自由 ・平等・公平な分配

（日本民法の詐害行為取消権制度

や日本倒産法の否認権制度）＊

社債権者・

社債管理者間

アメリカ信託証書法 同 上

(315条 a項)

・平等・公平な分配

・分配の前段階である保全段階

で，管理者に権利者の積極的・能

動的な利益擁護義務が課せられる

（311条 a項）

日本会社法 同 上 ・利益相反時には，管理者は権利

者に損害賠償（710条２項）

保険的構成・与信委任的構成 同 右 ・平等・公平な分配

・分配の前段階である保全段階で

は，管理者には権利者の利益擁護

義務が課せられる（最大善意，忠

実義務）

＊ほかの債権者のための積極的・能動的な利益擁護義務は存在しない。
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二
〇
頁
（
有
斐
閣
・
一
九
八
五
年
）、
岩
原
紳
作
「
米
英
に
お
け
る
社
債
管
理
の
受
託
会
社
の
制
度
」
資
本
市
場
研
究
会
編
『
大
口
取
引
に
係

る
株
式
委
託
手
数
料
の
自
由
化
に
つ
い
て
』
一
五
〇－

五
四
頁
（
資
本
市
場
研
究
会
・
一
九
九
三
年
）、
江
頭
憲
治
郎
「
社
債
法
の
改
正
」
ジ
ュ

リ
ス
ト
一
〇
二
七
号
三
九
頁
、
ま
た
立
法
担
当
者
で
あ
っ
た
吉
戒
修
一
『
平
成
五
年
・
六
年
改
正
商
法－

株
主
代
表
訴
訟
・
監
査
役
・
社
債
・

自
己
株
式
』
二
九
七
、
二
九
八
頁
（
商
事
法
務
研
究
会
・
一
九
九
六
年
）
な
ど
。

）

前
編
（
与
信
委
任
的
構
成
）
で
も
前
々
編
（
保
険
的
構
成
）
で
も
中
小
企
業
信
用
補
完
制
度
の
特
質
や
沿
革
な
ど
か
ら
英
米
法
（
う
ち

特
に
、
イ
ギ
リ
ス
法
と
ア
メ
リ
カ
法
）
を
中
心
に
概
観
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
本
編
で
も
英
米
法
（
イ
ギ
リ
ス
法
と
ア
メ
リ
カ
法
）
を
概

観
す
る
。

）
﹇1934
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イ
ギ
リ
ス
法
が
私
的
自
治
を
た
い
へ
ん
重
要
視
す
る
こ
と
に
関
し
、
第
Ⅱ
編
第
三
章
第
三
節
Ⅲ
一
２
参
照
。

）
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社
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商
事
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）

Jo
sep

h C
.
K
en
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n
d R

o
b
ert I.

L
a
n
d
a
u
,
C
o
rp
o
ra
te T

ru
st A

d
m
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istra

tio
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n
d M

a
n
a
g
em
en
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2d ed

.,
p
p
.
61

2,

(N
ew
 
Y
o
rk U

n
iv
.
P
ress,

1975);
L
o
u
is L

o
ss
&
Jo
el S

elig
m
a
n
,
S
E
C
U
R
IT
IE
S R

E
G
U
L
A
T
IO
N
,
3rd ed

.,
V
o
l.
IV
,
p
p
.

1593
1600,

(B
ro
w
n L

ittle,
1990).

）

15 U
.
S
.
C
.
A
.
77o

o
o
(a
)
(1).

な
お
、E

llio
t A

sso
cia
tes v

.
J.
H
en
ry S

ch
ro
d
er B

a
n
k
&
T
ru
st C

o
m
p
a
n
y a

n
d C

en
tro
n
ics D

a
ta C

o
m
p
u
ter C

o
rp
.,
655

 
F
.
S
u
p
p
.
1281

(S
.
D
.
N
.
Y
.
1987),

a
ff’d

,
838 F

.
2d 66

(2d C
ir 1988).

）

P
h
ilip R

.
W
o
o
d
,
L
a
w
 
a
n
d P

ra
ctice o

f In
tern

a
tio
n
a
l F
in
a
n
ce,

p
.
228,

(S
w
eet

&
M
a
x
w
ell,

1980).

）

15 U
.
S
.
C
.
A
.
77o

o
o
(c).

）

信
用
保
証
協
会
保
証
付
債
権
と
信
用
保
証
協
会
保
証
付
で
は
な
い
債
権
の
競
合
処
理
に
つ
い
て
、
保
険
的
構
成
に
拠
ろ
う
と
（
第
Ⅱ
編

第
三
章
第
三
節
Ⅲ
二
１
㈡
）、
与
信
委
任
的
構
成
に
拠
ろ
う
と
（
前
編
第
三
章
第
四
節
Ⅱ
三
３
㈢
）、
本
稿
で
は
信
用
保
証
協
会
利
益
を
金
融

機
関
は
積
極
的
・
能
動
的
に
擁
護
す
る
義
務
を
負
い
、
擁
護
後
（
い
わ
ば
保
全
後
）
の
利
益
分
配
な
ど
は
金
融
機
関
利
益
に
配
慮
し
て
信
用

保
証
協
会
利
益
と
公
正
・
平
等
に
お
こ
な
う
こ
と
を
提
案
す
る
が
、
信
用
保
証
協
会
利
益
擁
護
後
の
利
益
分
配
方
法
に
関
し
て
ア
メ
リ
カ
一

九
三
九
年
信
託
証
書
法
三
一
一
条
ａ
項
は
示
唆
的
で
あ
る
。

）

15 U
.
S
.
C
.
A
.
77k

k
k
(a
).

）

15 U
.
S
.
C
.
A
.
77k

k
k
(a
).

）

本
稿
で
は
ア
メ
リ
カ
一
九
三
九
年
信
託
証
書
法
の
よ
う
な
債
務
不
履
行
の
前
後
に
よ
っ
て
義
務
を
二
分
す
る
考
え
方
を
基
本
的
に
採

ら
ず
、
一
元
的
に
債
務
不
履
行
の
前
後
を
問
わ
ず
金
融
機
関
の
義
務
を
保
証
契
約
締
結
時
か
ら
積
極
的
で
能
動
的
な
信
用
保
証
協
会
に
対
す

る
利
益
擁
護
義
務
と
考
え
る（
信
用
保
証
協
会
保
証
付
債
権
と
信
用
保
証
協
会
付
で
は
な
い
債
権
の
競
合
処
理
に
つ
い
て
、
保
険
的
構
成（
第

Ⅱ
編
第
三
章
第
三
節
Ⅲ
二
１
㈡
）、
お
よ
び
与
信
委
任
的
構
成
（
前
編
第
三
章
第
四
節
Ⅱ
三
３
㈢
）。

）
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.
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.
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も
あ
る
。

な
お
、G

eo
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.
P
a
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T
ru
steesh
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n
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ru
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o
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.
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S
to
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in
g
,
T
h
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in
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cia
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o
licy o

f C
o
rp
o
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n
s,
5th ed

.,
v
o
l.
I,
ch
a
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.
7,
p
.
172 n

o
te
(i),

(R
o
n
a
ld P

ress C
o
,
1953)

参
照
。

）

木
下
毅
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
信
託
証
書
法
第
三
一
一
条
の
研
究－

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
信
託
証
書
法
の
研
究
⑷－

」
公
社
債
月
報
六
二
巻

九
号
六
頁
、
金
義
勝
「
デ
ィ
フ
ォ
ル
ト
発
生
前
に
お
け
る
社
債
管
理
会
社
の
地
位
と
義
務
㈠
」
早
稲
田
大
学
大
学
院
法
研
論
集
六
八
号
一
三

一
頁
、
佐
藤
勤
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
受
託
会
社
の
利
益
相
反
規
制
法
」
筑
波
法
政
三
七
号
一
二
四
頁
。

第
三
節

帰

結

以
上
、
第
Ⅳ
編
で
考
察
対
象
と
し
て
い
る
取
引
形
態
と
対
照
的
な
与
信
委
任
的
構
成
の
根
底
に
存
在
す
る
信
認
関
係
論
と
対
立
す
る

「
取
引
（
契
約
）
関
係
論
」
や
、
第
Ⅳ
編
で
考
察
対
象
と
し
て
い
る
取
引
と
一
見
類
似
す
る
と
思
わ
れ
る
社
債
管
理
法
制
を
巡
る
当
事
者

間
の
法
的
関
係
の
沿
革
の
議
論
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
信
用
創
造
型
取
引
の
法
律
的
性
質
も
単
な
る
「
取
引
」（
保
証
契
約
）
と
考
え
る
べ

き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
本
編
の
考
察
よ
り
得
ら
れ
た
結
論
は
、
信
用
保
証
協
会
と
金
融
機
関
と
の
約
定
に
お
い
て
曖
昧
・
不
明
確
と
さ
れ
て
い

る
、
た
と
え
ば
約
定
書
例
九
条
一
項
の
「
適
当
な
措
置
」
や
同
三
項
の
「
非
信
用
保
証
協
会
付
債
権
の
取
立
て
と
同
じ
方
法
」
の
意
味

内
容
を
法
解
釈
上
明
確
化
す
る
実
践
的
意
義
を
も
有
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
信
用
創
造
型
保
証
に
お
け
る
金
融
機
関
の
信

用
保
証
協
会
に
対
す
る
信
用
保
証
協
会
付
債
権
の
管
理
回
収
義
務
の
内
容
は
主
た
る
債
務
者
で
あ
る
中
小
零
細
事
業
者
の
信
用
状
況
悪

化
前
は
存
在
せ
ず
、
信
用
状
況
悪
化
後
で
あ
れ
ば
信
用
保
証
協
会
の
利
益
を
積
極
的
・
能
動
的
に
擁
護
す
る
義
務
ま
で
は
負
わ
な
い
が
、
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非
信
用
保
証
協
会
付
債
権
の
管
理
回
収
の
際
に
は
信
用
保
証
協
会
付
債
権
も
平
等
か
つ
公
平
に
扱
わ
れ
る
べ
き
義
務
が
存
在
す
る
と
考

え
ら
れ
る
。

ま
と
め
と
展
望

本
稿
の
要
約
、
主
な
検
討
、
提
言
、
今
後
の
課
題
と
い
う
順
で
述
べ
る
。

Ⅰ

本
稿
の
要
約

信
用
保
証
協
会
取
引
の
法
律
的
な
性
質
・
性
格
に
関
す
る
議
論
は
、
前
述
の
よ
う
に
一
九
六
〇
年
代
の
高
等
裁
判
所

）

判
決
を
契
機
に
、

今
か
ら
半
世
紀
近
く
も
前
に
形
成
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。
信
用
保
証
協
会
取
引
の
法
律
的
な
性
質
・
性
格
に
関
す
る
議
論

が
形
成
さ
れ
た
後
、
特
に
バ
ブ
ル
経
済
が
崩
壊
し
て
金
融
変
革
の
な
か
で
信
用
保
証
協
会
取
引
じ
た
い
が
変
容
し
た
昨
今
に
お
い
て
、

今
か
ら
半
世
紀
近
く
も
前
に
形
成
さ
れ
た
信
用
保
証
協
会
取
引
の
法
律
的
な
性
質
・
性
格
に
関
す
る
議
論
を
具
体
的
な
信
用
保
証
協
会

取
引
形
態
に
適
用
す
る
こ
と
じ
た
い
が
適
切
・
妥
当
な
の
か
も
再
考
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
信
用
保
証
協
会
取
引
形
態
の

変
容
に
応
じ
た
各
信
用
保
証
協
会
取
引
の
法
律
的
な
性
質
・
性
格
を
再
考
し
た
も
の
が
本
稿
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
検
討
対
象
は
信
用

保
証
協
会
取
引
形
態
毎
の
取
引
の
法
的
性
質
・
性
格
の
再
構
成
で
あ
る
。

信
用
保
証
協
会
取
引
の
一
般
論
（
取
引
の
仕
組
み
や
構
造
）
を
ま
ず
述
べ
た
後
に
、
信
用
保
証
協
会
取
引
の
仕
組
み
や
構
造
か
ら
窺
え

る
取
引
理
想
（
損
失
最
小
化
）
に
言
及
し
た
。
信
用
保
証
協
会
取
引
の
損
失
最
小
化
と
い
う
理
想
に
対
す
る
、
取
引
の
現
実
・
実
態
を
み
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て
、
信
用
保
証
協
会
取
引
に
は
光
の
部
分
と
影
の
側
面
が
存
在
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
信
用
保
証
協
会
取
引
の
課
題
の
一
つ
は
、
信

用
保
証
協
会
取
引
の
影
の
側
面（
信
用
保
証
協
会
取
引
制
度
に
制
度
参
加
者
が
頼
り
き
っ
て
し
ま
う
怠
惰
、
あ
る
い
は
怠
惰
を
超
え
た
濫
用
や
悪

用
・
背
信
）
の
実
態
を
信
用
保
証
協
会
取
引
の
理
想
（
損
失
最
小
化
）
に
近
付
け
る
よ
う
に
努
力
す
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

信
用
保
証
協
会
取
引
の
影
の
側
面
の
実
態
を
信
用
保
証
協
会
取
引
の
理
想
に
近
付
け
る
た
め
に
、
金
融
機
関
と
の
間
の
約
定
分
析
か

ら
約
定
文
言
が
曖
昧
で
不
明
確
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
約
定
文
言
を
明
確
化
し
よ
う
に
も
、
当
事
者
間
で
は
約
定
改
訂
が
実
際
上
困
難
で
、

半
世
紀
近
く
根
本
的
改
訂
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
現
実
が
あ
っ
た
。

信
用
保
証
協
会
と
金
融
機
関
と
の
約
定
の
法
的
性
質
・
性
格
に
つ
い
て
、
裁
判
例
・
通
説
的
見
解
は
「
保
証
」
と
理
解
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
信
用
保
証
協
会
と
金
融
機
関
と
の
取
引
の
法
的
性
質
・
性
格
論
は
、
保
証
債
務
履
行
後
の
信
用
保
証
協
会
と
共

同
保
証
人
等
の
関
係
に
立
つ
者
に
対
す
る
求
償
範
囲
と
い
う
限
定
さ
れ
た
場
面
・
局
面
で
の
問
題
で
あ
っ
た
。
信
用
保
証
協
会
取
引
の

影
の
側
面
の
実
態
（
そ
の
一
つ
が
、
金
融
機
関
の
信
用
保
証
協
会
付
債
権
に
対
す
る
杜
撰
な
管
理
回
収
）
を
信
用
保
証
協
会
取
引
の
理
想
（
損

失
最
小
化
）に
近
付
け
る
た
め
に
は
、
約
定
文
言
明
確
化
が
実
際
上
困
難
な
現
在
、
信
用
保
証
協
会
と
金
融
機
関
と
の
約
定
の
法
的
性
質
・

性
格
論
を
再
考
し
再
検
討
す
る
こ
と
は
有
意
義
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
現
代
に
お
け
る
信
用
保
証
協
会
取
引
の
法
的
性
質
・
性
格
論
で

は
、
か
つ
て
の
信
用
保
証
協
会
と
共
同
保
証
人
等
の
関
係
に
立
つ
者
に
対
す
る
求
償
範
囲
と
い
う
保
証
債
務
履
行
後
の
場
面
・
局
面
で

は
な
く
、
保
証
債
務
履
行
前
の
信
用
保
証
協
会
に
対
す
る
金
融
機
関
の
義
務
と
い
う
観
点
で
問
題
と
な
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
の
特
殊
性

と
し
て
、
信
用
保
証
協
会
取
引
の
法
的
性
質
・
性
格
を
信
用
保
証
協
会
取
引
の
形
態
毎
に
、
信
用
保
証
協
会
に
対
す
る
金
融
機
関
の
義

務
と
い
う
観
点
で
検
討
・
分
析
し
て
み
た
。
信
用
保
証
協
会
取
引
の
法
的
性
質
・
性
格
論
の
分
析
を
お
こ
な
う
に
あ
た
っ
て
の
視
点
を
、

本
稿
で
は
当
該
信
用
保
証
協
会
取
引
の
み
な
ら
ず
、
当
該
信
用
保
証
協
会
取
引
に
関
連
・
連
動
す
る
ほ
か
の
取
引
（
信
用
保
証
協
会
と
中
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小
零
細
事
業
者
や
、
中
小
零
細
事
業
者
と
金
融
機
関
と
の
取
引
）
を
も
含
め
て
全
体
的
・
一
体
的
に
考
慮
す
る
こ
と
に
し
た
。

第
一
に
、
同
種
・
大
量
の
債
権
を
包
括
的
・
抽
象
的
な
〞
束
〝
と
し
て
保
証
引
受
す
る
取
引
形
態
が
あ
る
。
こ
の
第
一
の
取
引
形
態

の
特
性
・
特
質
は
、
取
引
実
態
が
「
保
険
」
に
類
似
す
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
取
引
実
態
の
類
似
す
る
保
証
と
保
険
の
差
異
は
何
か
。

保
証
契
約
と
保
険
契
約
と
の
要
件
・
効
果
・
抗
弁
事
由
の
分
析
を
通
じ
て
保
証
契
約
と
保
険
契
約
と
の
差
異
を
抽
出
し
（
保
険
の
方
が
保

証
よ
り
も
、
契
約
締
結
後
の
抗
弁
事
由
を
厚
く
保
護
し
て
い
る
）、
保
証
契
約
と
保
険
契
約
と
の
差
異
の
具
体
的
発
生
理
由
の
究
明
を
銀
行
法

の
債
務
保
証
業
務
と
保
険
法
の
保
証
証
券
業
務
と
の
比
較
や
、
日
米
の
裁
判
例
や
学
説
に
求
め
、
保
険
と
保
証
の
差
異
を
大
数
法
則
利

用
の
有
無
と
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
信
用
保
証
協
会
取
引
に
お
け
る
保
険
的
取
引
形
態
は
、
大
数
法
則
の
利
用
の
あ
る
取
引
形
態
と
い

え
る
。
信
用
保
証
協
会
取
引
に
お
け
る
保
険
的
取
引
形
態
の
法
的
性
質
・
性
格
は
、
現
行
の
金
融
監
督
法
上
（
保
険
法
）
か
ら
「
保
証
」

と
す
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
（
取
引
の
法
的
性
質
が
保
険
で
あ
れ
ば
、
保
険
者
に
免
許
が
必
要
と
な
る
）、
保
険
契
約
の
特
質
・
特
性

（
た
と
え
ば
、
最
高
信
義
性
・
最
大
善
意
性
な
ど
）
が
類
推
適
用
さ
れ
る
と
考
え
た
。
保
険
契
約
の
特
質
・
特
性
の
一
つ
で
あ
る
最
高
信
義

性
・
最
大
善
意
性
の
実
定
法
上
の
根
拠
は
、
民
法
一
条
二
項
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
保
険
類
似
の
（
大
数
法
則
を
利
用
し
た
）
信
用

保
証
協
会
取
引
は
、
信
義
則
と
い
う
一
般
条
項
を
根
拠
に
認
め
ら
れ
る
最
大
善
意
「
最
高
信
義
」
の
法
理
の
類
推
適
用
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
最
大
善
意
（
最
高
信
義
）
の
具
体
的
現
わ
れ
に
は
、
契
約
当
事
者
お
よ
び
制
度
参
加
者
に
「
損
失
最
小
化
義
務
」
が
課
さ
れ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
損
失
最
小
化
義
務
は
、
信
用
保
証
協
会
と
共
同
保
証
関
係
な
ど
に
あ
る
者（
た
と
え
ば
、
主
た
る
債
務
者
会
社
の
代
表
者

個
人
な
ど
）
に
対
し
て
信
用
保
証
協
会
に
比
較
し
て
優
先
的
回
収
・
保
全
を
お
こ
な
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
導
き
出
す
。
た
だ
し
、
損
失

最
小
化
義
務
は
、
た
と
え
ば
金
融
機
関
が
同
一
中
小
零
細
事
業
者
に
対
し
て
信
用
保
証
協
会
付
債
権
と
信
用
保
証
協
会
付
で
な
い
債
権

を
有
す
る
場
合
に
、
信
用
保
証
協
会
付
債
権
に
関
し
積
極
的
・
能
動
的
利
益
擁
護
を
金
融
機
関
に
課
す
が
、
利
益
擁
護
さ
れ
た
後
の
回
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収
金
配
当
な
ど
は
、
信
用
保
証
協
会
付
債
権
も
非
信
用
保
証
協
会
付
債
権
も
協
調
・
連
携
し
て
中
小
零
細
事
業
者
を
支
援
し
て
い
る
こ

と
が
信
用
保
証
協
会
付
債
権
が
存
在
す
る
と
き
に
は
好
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
平
等
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
信
用
保
証
協
会
付
債
権
の
譲
渡
に
関
し
て
は
（
中
小
零
細
事
業
者
の
再
建
可
能
性
や
資
金
調
達
・
取
引
機
会
を
害
す
る
虞
れ
（
中
小
零

細
事
業
者
の
不
利
益
）、
信
用
保
証
協
会
や
制
度
全
体
の
損
失
に
も
結
び
付
く
可
能
性
が
存
在
す
る－

主
た
る
債
務
者
の
債
務
不
履
行
リ

ス
ク
は
信
用
保
証
協
会
が
引
受
け
る
）、
保
険
的
構
成
を
採
れ
ば
保
険
契
約
条
件
と
し
て
の
被
保
険
者
の
変
更
と
な
り
、
保
険
者
が
変
更

に
承
諾
し
な
け
れ
ば
信
用
保
証
協
会
付
債
権
の
譲
受
人
は
被
保
険
者
と
な
り
得
な
い
し
、
信
用
保
証
協
会
付
債
権
の
譲
渡
人
も
信
用
保

証
協
会
付
債
権
の
譲
渡
に
よ
っ
て
被
保
険
利
益
を
喪
失
す
る
か
ら
被
保
険
者
で
は
な
く
、
実
際
上
信
用
保
証
協
会
付
債
権
の
譲
渡
制
限

を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
（
保
険
に
は
保
証
と
は
異
な
り
、
随
伴
性
が
存
在
し
な
い
と
い
う
特
性
・
特
質
が
存
在
す
る
）。

第
二
に
、
信
用
保
証
協
会
取
引
の
ル
ー
ツ
は
臨
時
応
急
的
な
中
小
零
細
事
業
者
の
資
金
調
達
環
境
の
整
備
に
あ
る
。
た
と
え
ば
現
代

で
も
原
油
価
格
の
高
騰
や
非
食
用
米
穀
の
不
正
規
流
通
に
よ
る
売
上
減
少
の
中
小
零
細
事
業
者
、
あ
る
い
は
よ
り
良
い
社
会
形
成
の
た

め
に
貢
献
す
る
中
小
零
細
事
業
者
を
あ
ら
か
じ
め
信
用
保
証
協
会
が
抽
象
的
な
が
ら
も
金
融
機
関
に
伝
え
募
集
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
信

用
保
証
協
会
取
引
を
成
立
さ
せ
る
取
引
形
態
が
あ
る
。
こ
の
第
二
の
取
引
形
態
の
特
性
・
特
質
は
取
引
の
起
点
（
出
発
点
）
が
信
用
保
証

協
会
に
あ
り
、
第
一
の
保
険
的
取
引
形
態
の
取
引
起
点
（
出
発
点
）
が
金
融
機
関
に
存
在
す
る
点
と
異
な
る
。
取
引
の
起
点
（
出
発
点
）

が
信
用
保
証
協
会
に
あ
っ
て
、
当
該
信
用
保
証
協
会
取
引
に
関
連
・
連
動
す
る
ほ
か
の
取
引
を
も
含
め
て
全
体
的
・
一
体
的
に
考
慮
す

る
と
、
フ
ラ
ン
ス
の
破
毀
院
裁
判
例
や
ド
イ
ツ
の
信
用
委
任
法
制
、
あ
る
い
は
ロ
ー
マ
法
の
金
額
貸
与
委
任
が
想
起
さ
れ
、
信
用
保
証

協
会
と
金
融
機
関
と
の
取
引
の
法
的
性
質
・
性
格
を
「（
与
信
）
委
任
」
と
理
解
す
る
余
地
も
生
じ
る
。
信
用
保
証
協
会
と
金
融
機
関
と

の
取
引
の
法
的
性
質
・
性
格
を
「（
与
信
）
委
任
」
と
理
解
す
る
と
、
①
債
権
者
に
よ
る
信
用
保
証
協
会
保
証
付
債
権
の
譲
渡
か
ら
生
じ
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る
新
た
な
債
権
者
と
主
た
る
債
務
者
で
あ
る
中
小
零
細
事
業
者
と
の
問
題
も
、
債
権
者
で
あ
る
受
任
者
の
変
更
と
し
て
、
民
法
一
〇
四

条
の
復
代
理
規
定
の
類
推
適
用
と
い
う
通
説
的
見
解
に
よ
り
解
決
可
能
と
な
り
、
ま
た
②
与
信
委
任
契
約
の
内
容
に
は
、
受
任
者
で
あ

る
金
融
機
関
は
、
信
用
保
証
協
会
と
信
用
保
証
協
会
と
の
共
同
保
証
人
等
の
う
ち
、
信
用
保
証
協
会
と
の
共
同
保
証
人
等
か
ら
優
先
回

収
・
保
全
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
包
含
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
（
こ
の
こ
と
は
、
受
任
者
の
委
任
者
に
対

す
る
積
極
的
・
能
動
的
利
益
擁
護
義
務
で
あ
る
忠
実
義
務
の
一
側
面
と
も
い
え
る
）。
し
か
し
、
第
二
の
（
与
信
）
委
任
的
構
成
で
は
、（
与
信
）

受
任
者
の
善
管
注
意
義
務
が
委
任
者
利
益
に
対
す
る
積
極
的
・
能
動
的
な
擁
護
義
務
ま
で
は
な
く
、
忠
実
義
務
の
よ
う
な
委
任
者
利
益

に
対
す
る
積
極
的
・
能
動
的
な
擁
護
義
務
が
求
め
ら
れ
る
。
わ
が
国
で
は
、
受
任
者
の
忠
実
義
務
を
明
確
に
否
定
す
る
見
解
は
存
在
し

な
い
。
受
任
者
の
忠
実
義
務
の
法
的
根
拠
は
、
与
信
委
任
的
構
成
の
適
用
範
囲
・
射
程
・
要
件
に
関
し
最
も
厳
格
な
信
用
保
証
協
会
と

金
融
機
関
と
の
（
黙
示
の
）
合
意
説
（
一
九
九
四
年
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
の
見
解
）
を
前
提
に
、
民
法
六
四
四
条
の
「
委
任
の
本
旨
に
従
い

委
任
事
務
を
処
理
す
る
義
務
」
と
の
立
場
を
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
し
た
が
っ
て
、
与
信
委
任
的
構
成
の
適
用
範
囲
は
、
取
引
の
起
点
・

出
発
点
が
信
用
保
証
協
会
で
あ
る
、
反
復
的
な
永
続
的
取
引
を
前
提
と
す
る
構
造
・
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
存
在
す
る
取
引
と
な
る
）。
た
だ
し
、
本
稿
が

述
べ
る
受
任
者
の
忠
実
義
務
は
、た
と
え
ば
金
融
機
関
が
信
用
保
証
協
会
付
債
権
と
信
用
保
証
協
会
付
で
な
い
債
権
を
有
す
る
場
合
に
、

信
用
保
証
協
会
付
債
権
に
関
し
積
極
的
・
能
動
的
利
益
擁
護
義
務
が
金
融
機
関
に
課
さ
れ
る
が
、
利
益
擁
護
さ
れ
た
後
の
回
収
金
配
当

な
ど
は
、
信
用
保
証
協
会
付
債
権
も
非
信
用
保
証
協
会
付
債
権
も
協
調
・
連
携
し
て
中
小
零
細
事
業
者
を
支
援
し
て
い
る
こ
と
が
信
用

保
証
協
会
付
債
権
が
存
在
す
る
と
き
に
は
好
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
平
等
に
な
さ
れ
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

第
三
に
、
信
用
保
証
協
会
取
引
に
お
け
る
保
険
的
保
証
形
態
や
与
信
委
任
的
取
引
形
態
は
継
続
性
ま
た
は
反
復
的
な
永
続
性
あ
る
共

同
体
型
取
引
で
あ
る
の
に
対
し
て
、信
用
保
証
協
会
の
一
方
的
事
情
だ
け
に
基
づ
い
て
金
融
機
関
と
相
対
立
す
る
関
係
で
締
結
す
る「
取
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引
型
」
保
証
が
存
在
す
る
（
信
用
創
造
型
保
証
）。
た
と
え
ば
、
信
用
保
証
協
会
が
専
ら
自
己
の
取
引
規
模
の
拡
大
・
営
業
推
進
を
狙
っ
て

目
ぼ
し
い
中
小
零
細
事
業
者
に
狙
い
定
め
て
信
用
保
証
協
会
が
直
接
に
当
該
中
小
零
細
事
業
者
へ
、
ま
た
は
目
ぼ
し
い
中
小
零
細
事
業

者
の
取
引
金
融
機
関
を
通
じ
て
信
用
保
証
協
会
の
利
用
を
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
信
用
保
証
協
会
取
引
を
成
立
さ
せ
た
り
す
る
。
こ
の
よ
う

な
取
引
型
で
は
、
通
常
の
保
証
取
引
と
理
解
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
信
用
創
造
型
保
証
に
お
い
て
金
融
機

関
の
信
用
保
証
協
会
に
対
す
る
信
用
保
証
協
会
付
債
権
の
管
理
回
収
義
務
は
、
主
た
る
債
務
者
で
あ
る
中
小
零
細
事
業
者
の
信
用
状
況

悪
化
前
は
存
在
せ
ず
、
信
用
状
況
悪
化
後
で
あ
れ
ば
信
用
保
証
協
会
の
利
益
を
積
極
的
・
能
動
的
に
擁
護
す
る
義
務
ま
で
は
負
わ
な
い

が
、
非
信
用
保
証
協
会
付
債
権
の
管
理
回
収
の
際
に
は
信
用
保
証
協
会
付
債
権
も
平
等
か
つ
公
平
に
扱
わ
れ
る
べ
き
義
務
が
存
在
す
る

と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
信
用
創
造
型
取
引
の
法
的
性
質
・
性
格
を
保
証
と
理
解
す
る
こ
と
は
、
信
用
保
証
協
会
付
債
権
の
譲
渡
が
自

由
に
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
信
用
保
証
協
会
制
度
の
利
用
者
で
あ
る
中
小
零
細
事
業
者
の
弊
害
（
再
建
可
能
性
や
資
金
調
達
・
取
引
機
会

を
害
す
る
）の
可
能
性
を
当
該
中
小
零
細
事
業
者
以
外
の
信
用
保
証
協
会
取
引
形
態
の
選
択
に
よ
っ
て
生
じ
さ
せ
る
こ
と
は
、
不
都
合
で

は
な
い
か
と
の
疑
問
も
存
在
す
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
債
務
者
の
都
合
で
債
権
譲
渡
が
制
限
・
制
約
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
し
、
債

権
が
債
務
者
に
不
都
合
な
者
へ
譲
渡
さ
れ
て
し
ま
う
の
は
債
務
者
じ
し
ん
の
信
用
力
の
低
下
な
ど
債
務
者
み
ず
か
ら
招
い
た
自
己
責
任

に
基
因
す
る
と
い
え
る
し
、
信
用
創
造
型
取
引
が
想
定
す
る
取
引
は
債
権
回
収
に
懸
念
の
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
債
権
譲
渡
じ
た
い
も

極
め
て
少
数
と
考
え
ら
れ
、
や
む
を
得
な
い
と
思
わ
れ
る
。

以
上
三
つ
の
信
用
保
証
協
会
取
引
の
形
態
（
現
行
取
引
形
態
は
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
）
の
検
討
を
通
じ
て
、
信
用
保
証
協
会
と
金
融

機
関
と
の
約
定
に
お
い
て
曖
昧
・
不
明
確
な
、
た
と
え
ば
約
定
書
例
九
条
一
項
の
「
適
当
な
措
置
」
や
同
三
項
の
「
非
信
用
保
証
協
会

付
債
権
の
取
立
て
と
同
じ
方
法
」
の
意
味
内
容
を
法
解
釈
上
明
確
化
す
る
実
践
的
意
義
を
も
有
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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Ⅱ

主
な
検
討

主
な
検
討
で
は
、
信
用
保
証
協
会
取
引
の
法
的
再
構
成
と
、
取
引
背
後
に
存
在
す
る
仕
組
み
・
ス
キ
ー
ム
・
制
度
の
保
護
を
述
べ
る
。

一

信
用
保
証
協
会
取
引
の
法
的
再
構
成

信
用
保
証
協
会
取
引
の
法
的
再
構
成
で
は
、
保
証
の
修
正
か
別
構
成
か
の
問
題
と
、
債
権
者
の
保
証
人
に
対
す
る
義
務
論
の
二
つ
を

論
じ
る
。

1

保
証
の
修
正
か
別
構
成
か

保
証
の
特
性
・
特
質
と
し
て
、
一
般
に
主
た
る
債
務
に
対
す
る
付

）

従
性
と
随

）

伴
性
、
補

）

充
性
の
三
つ
が
指
摘
さ
れ
る
。

付
従
性
・
随
伴
性
・
補
充
性
の
う
ち
、
本
稿
の
出
発
点
で
あ
り
主
要
な
テ
ー
マ
は
信
用
保
証
協
会
取
引
の
補
充
性
の
拡
張
・
補
充
（
双

方
あ
わ
せ
て
拡
充＝

強
化
）
に
あ
っ
た
。

ま
た
、
随
伴
性
は
、
信
用
保
証
協
会
取
引
の
主
た
る
債
務
者
で
あ
る
中
小
零
細
事
業
者
や
、
ひ
い
て
は
主
た
る
債
務
者
の
債
務
不
履

行
リ
ス
ク
を
引
受
け
る
信
用
保
証
協
会
に
も
不
都
合
で
あ
り
、
結
論
と
し
て
随
伴
性
を
制
限
・
制
約
す
る
解
釈
方
向
を
模
索

）

し
た
。

残
る
付
従
性
に
関
し
て
は
主
た
る
債
務
の
「
成
立
」
場
面
と
「
消
滅
」
場
面
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
付
従
性
に
拠
ら
ず
と
も

金
融
機
関
と
中
小
零
細
事
業
者
と
の
債
務
「
成
立
」
を
金
融
機
関
と
信
用
保
証
協
会
と
の
債
務
成
立
に
及
ぼ
す
こ
と
は
金
融
機
関
と
信

用
保
証
協
会
と
の
契
約
の
前
提
と
し
て
錯
誤
（
民
法
九
五
条
）
論
な
ど
を
使
え
ば
処
理
で
き
る
と
思
わ
れ
る
し
、
金
融
機
関
と
中
小
零
細

事
業
者
と
の
債
務
「
消
滅
」
も
①
債
権
者
で
あ
る
金
融
機
関
が
債
権
の
満
足
を
得
て
消
滅
す
る
場
合
は
金
融
機
関
と
信
用
保
証
協
会
と
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の
契
約
目
的
を
達
成
し
た
の
で
債
務
消
滅
と
な
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
②
金
融
機
関
の
信
用
保
証
協
会
の
同
意
な
き
中
小
零
細
事
業
者

へ
の
（
債
務
）
免
除
、
お
よ
び
③
中
小
零
細
事
業
者
の
消
滅
時
効
援
用
に
よ
る
債
務
消
滅
事
例
を
考
え
て
も
、
最
高
信
義
性
（
最
大
善
意

性
）か
ら
生
じ
る
損
失
最
小
化
義
務
違
反
、
あ
る
い
は
忠
実
義
務
違
反
か
ら
生
じ
る
信
用
保
証
協
会
の
金
融
機
関
に
対
す
る
損
害
賠
償
請

求
権
と
、
金
融
機
関
の
信
用
保
証
協
会
に
対
す
る
請
求
権
と
の
相
殺
（
民
法
五
〇
五
条
）
か
ら
導
き
出
す
こ
と
が
可
能
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
本
稿
が
目
指
す
公
的
保
証
機
関
取
引
で
の
法
的
性
質
・
性
格
の
帰
結
は
必
ず
し
も
一
般
的
な
保
証
の
特
性
・
特
質
と
は
合

致
せ
ず
、
当
該
公
的
保
証
機
関
の
取
引
毎
に
適
合
す
る
取
引
類
型
を
性
質
決
定
す
る
方
が
合
目
的
的
で
あ
り
自
然
と
い
え
る
。
本
稿
で

検
討
し
た
保
険
的
構
成
や
与
信
委
任
的
構
成
は
、
公
的
保
証
機
関
取
引
（
信
用
保
証
協
会
取
引
）
の
法
的
再
構
成
な
の
で
あ
る
。

現
行
民
法
が
制
定
さ
れ
た
一
八
九
八
年
当
時（
今
か
ら
一
一
〇
年
以
上
も
前
）、
保
証
は
個
人
が
個
人
を
保
証
す
る
態
様
が
念
頭
に
置
か

れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
保
証
契
約
も
契
約
で
あ
る
以
上
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
引
態
様
が
契
約
当
事
者
の
意
思
に
基
づ
き
創
造
で
き
、

そ
の
よ
う
な
多
様
な
保
証
形
態
を
個
人
が
個
人
を
保
証
す
る
態
様
だ
け
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
民
法
規
定
で
処
理
で
き
る
と
考
え
る

の
は
無
理
を
強
い
て
い
な
い
か
疑
問
と
な
る
（
取
引
形
態
毎
に
個
別
・
具
体
的
に
取
引
の
法
的
性
質
・
性
格
を
決
す
る
べ
き
こ
と
に
な
る
）。

2

債
権
者
の
保
証
人
に
対
す
る
義
務
論

と
こ
ろ
で
、
保
証
取
引
は
、
保
証
人
と
債
権
者
と
の
比
較
衡
量
で
決
ま
る
。
保
証
人
と
債
権
者
と
の
比
較
衡
量
は
、
時
代
状
況
に
よ
っ

て
も
変
わ
る
。
た
と
え
ば
、
保
証
は
債
権
保
全
と
い
う
債
権
者
の
要
請
か
ら
生
ま
れ
、
他
方
で
保
証
人
に
一
方
的
に
責
任
を
負
わ
せ
て

も
よ
い
か
と
い
う
保
証
人
保
護
の
要
請
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
保
証
人
保
護
の
立
法
が
な
さ
れ
た（
保
証
の
補
充
性－

保
証
人
の
債
権
者
に
対

す
る
催
告
・
検
索
の
抗
弁
権
）。
保
証
人
保
護
の
立
法
に
対
し
、
債
権
者
は
保
証
契
約
の
自
由
性
に
着
目
し
て
連
帯
保
証
契
約
化
を
お
こ

な
っ
た
。
し
か
し
、
昨
今
、
連
帯
保
証
契
約
で
あ
っ
て
も
保
証
契
約
当
事
者
の
信
義
則
を
使
っ
た
、
保
証
人
保
護
の
強
行
法
規
化
が
裁
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判
例
を
通
じ
て
図
ら
れ
て
い
る
（
厳
格
な
片
務
契
約
性
か
ら
双
務
契
約
化
傾
向
）。
分
析
視
点
と
し
て
倒
産
実
体
法
で
の
保
証
の
無
償
否
認

の
認
定
基
準
の
議
論
（
特
に
、
島
谷
六
郎
裁
判
官
・
反
対
意
見
の
発
想
）
が
特
に
有
益
で
あ
り
、
保
証
契
約
を
起
点
に
、
保
証
人
と
主
た
る

債
務
者
と
の
保
証
委
託
契
約
、
債
権
者
と
主
た
る
債
務
者
と
の
被
保
証
契
約
を
も
考
慮
し
た
保
証
契
約
の
全
体
的
・
一
体
的
考
察
が
重

要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

信
用
保
証
協
会
と
金
融
機
関
と
の
間
で
よ
り
明
確
な
約
定
を
締
結
す
る
こ
と
が
困
難
な
現
状
に
お
い
て
、
本
稿
で
は
公
的
保
証
制
度

に
参
加
す
る
金
融
機
関
の
負
担
し
て
い
る
本
来
的
な
義
務
を
明
ら
か
に

）

し
た
（
た
だ
し
、
信
用
保
証
協
会
取
引
の
具
体
的
形
態
に
よ
っ
て
異

な
る
）。
信
用
保
証
協
会
取
引
の
性
質
・
性
格
か
ら
、
保
証
債
務
の
履
行
確
実
性
に
対
し
、
被
保
証
先
で
あ
る
中
小
零
細
事
業
者
は
経
済

的
に
脆
弱
で
あ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
か
ら
、
保
証
債
務
履
行
の
危
険
性
が
高
い
。
そ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
債
権
者
で
あ
る
金

融
機
関
の
義
務
を
加
重
す
る
こ
と
も
、
実
質
的
に
許
容
（
正
当
化
）
さ
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、

①
時
的
範
囲：

契
約
締
結
後

②
人
的
・
主
観
的
拡
張：

主
た
る
債
務
者
に
対
す
る
債
権
管
理
回
収
義
務
の
み
な
ら
ず
、
信
用
保
証
協
会
と
原
債
権
者
（
金
融
機

関
）
か
ら
み
て
共
同
保
証
人
等
に
立
つ
者
に
も

）

拡
張
（
既
存
の
保
証
法
理
論
か
ら
の
対
応
困
難
）
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③
物
的
・
客
観
的
（
程
度
）
充
実：

消
極
的
・
受
動
的
か
ら
積
極
的
・
能
動
的
へ
、
事
後
・
処
理
的
か
ら
事
前
・
予
防
的
へ
（
既
存

の
保
証
法
理
論
か
ら
の
対
応
困
難
）

な
お
、
信
用
創
造
型
保
証
は
、
保
険
的
保
証
や
与
信
委
任
的
取
引
と
い
っ
た
本
来
的
な
信
用
保
証
協
会
取
引
（
双
方
と
も
、
信
用
保
証

協
会
と
金
融
機
関
と
の
共
同
体
型
保
証
）
と
は
異
な
る
。
ま
た
、
英
米
法
の
自
己
利
益
重
視
か
他
人
利
益
重
視
か
（
契
約
・
取
引
関
係
か
信

認
関
係
か
）
と
い
う
明
確
・
明
快
な
区
分
け
・
基
準
は
、
取
引
形
態
毎
の
法
律
関
係
を
類
型
化
し
て
決
す
る
と
き
に
役
立
つ
も
の
と
考
え

ら
れ
る
（
信
用
創
造
型
保
証
と
与
信
委
任
的
構
成
）。

以
上
、
本
ま
と
め
の
こ
こ
ま
で
の
記
述
を
整
理
す
る
と
、【
図
13
】
の
よ
う
に
な
る
。

二

取
引
背
後
に
存
在
す
る
仕
組
み
・
ス
キ
ー
ム
・
制
度
の
保
護

信
用
保
証
協
会
取
引
の
法
的
分
析
を
通
じ
て
、
契
約
（
取
引
）
の
要
件
事
実
（
主
要
事
実
）
に
は
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
な
い
、
保
険
的

構
成
に
お
け
る
「
大
数
法
則
の
利
用
」
や
与
信
委
任
的
構
成
に
お
け
る
「
ビ
ジ
ネ
ス
共
同
体
（
協
力
の
た
め
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
）」
と
い
う
、

保
険
的
構
成
に
お
け
る
損
失
最
小
化
義
務
や
与
信
委
任
的
構
成
に
お
け
る
忠
実
義
務
発
生
の
た
め
の
取
引
背
後
（
水
面
下
）
に
存
在
す
る

要
件
が
本
稿
で
明
ら
か
に
な
っ
た
。

継
続
性
ま
た
は
反
復
的
な
永
続
性
あ
る
仕
組
み
・
制
度
・
ス
キ
ー
ム
に
参
加
す
る
当
事
者
は
、
そ
れ
を
維
持
・
存
続
さ
せ
る
た
め
の

〞
も
ち
つ
も
た
れ
ず
〝
と
い
う
ビ
ジ
ネ
ス
共
同
体
関
係
（
協
力
の
た
め
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
）
に
あ
り
、
仕
組
み
・
制
度
・
ス
キ
ー
ム
を
維
持
・

存
続
さ
せ
る
た
め
の
義
務
が
存
在
す
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
義
務
の
存
在
は
、
実
際
上
の
契
約
取
引
関
係
か
ら
は
、
従
来
ほ
と
ん
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本稿のまとめ 図13

保険的保証

(第Ⅱ編)

与信委任的取引

(第Ⅲ編)

信用創造型保証

(第Ⅳ編)

時的範囲 契約締結後も

（最大善意）

契約締結後も

（忠実義務）

契約締

結後
保
証
の
特
性
・
特
質

補

充

性

催告の抗弁

権（民 法

452条）(507)

人的・主

観的拡張

原債権者からみて信用

保証協会と共同保証

人・物上保証人にも（最

大善意）

原債権者からみて信用

保証協会と共同保証

人・物上保証人にも

（忠実義務）

主たる

債務者

のみ

物的・客

観的（程

度）充実

・積極的・能動的

・事前・予防的

（最大善意）

・積極的・能動的

・事前・予防的

（忠実義務）

・消極的・受動的

・事後・処理的

（民法１条２項）

随 伴 性 なし＊１（被保険利益

と被保険者の特定）

なし（受任者の変更）

（民法104条類推適用）

（大判明治39・３・３

民録12輯435頁）

付 従 性 ＊１

・成立場面：

錯誤（民法95条）など

・消滅場面：

弁済（契約の目的）

（債務）免除・時効

最大善意違反 損害賠

償請求権発生（民法

415条） 支払請求権

との相殺（民法505条）

・成立場面：

錯誤（民法95条）など

・消滅場面：

弁済（契約の目的）

（債務）免除・時効

忠実義務違反 損害賠

償請求権発生（民法

415条） 費用償還請

求権との相殺（民法

505条）

（民法447条１項，

448条，457条１項）

適用範囲

(射程・要件)

大数法則の利用ある取

引

取引の起点・出発点が

信用保証協会である，

反復的な永続的取引を

前提とする構造・メカ

ニズムの存在

信用保証協会みずか

らによる具体的特定

中小零細事業者指名

保証

債務履行 保険金支払請求権＊２

(商法629条)

費用償還請求権

(民法650条３項)

保証債務履行請求権

（民法446条１項）

代 位 請求権代位＊２

(商法662条)

権利移転請求権

(民法646条２項)

弁済者代位

(民法501条)

＊１保険に随伴性も付従性も存在しないのは，保証と比較して保険特有の特性・特質である。

しかし，付従性に関して信用保証協会取引における保険的構成からは，取引法（契約法）の一般

法理と最大善意から付従性と同様の性質が認められる。

＊２本来は保証法規を明示すべきであるが，保険法規を参考に記載した。
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ど
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
点
で
あ
る
と
思
わ

）

れ
る
。
従
来
の
契
約
取
引
関
係
に
お
い
て
制
度
や
仕
組
み
・
ス
キ
ー
ム
じ
た
い
の
利
益
が
注

目
さ
れ
難
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
理
由
は
、
契
約
（
取
引
）
の
表
面
・
表
層
の
み
に
着
目
し
て
判
断
を
お
こ
な
い
、
契
約
（
取
引
）
背
後
の

仕
組
み
・
制
度
・
ス
キ
ー
ム
に
対
す
る
軽
視
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

取
引
当
事
者
の
背
後
に
存
在
す
る
制
度
の
維
持
・
存
続
の
利
益
が
あ
れ
ば
、
契
約
の
オ
モ
テ
に
は
出
て
こ
な
い
背
後
の
利
益
を
保
護
・

尊
重
で
き
る
（
保
険
の
場
合
の
保
険
者
、
与
信
委
任
の
場
合
の
委
任
者
の
各
利
益
に
包
含
さ
せ
る
）。
ビ
ジ
ネ
ス
共
同
体
（
協
力
の
た
め
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
）
を
保
護
す
る
た
め
に
取
引
維
持
を
帰
結
す
る
価
値
基
準
（
取
引
全
体
の
制
度
維
持
）
は
、
重
要
な
視
点
で
あ
る
（
会
社
法
三
五
六

条
一
項
一
号
な
ど
の
競
業
避
止
義
務
に
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
・
メ
カ
ニ
ズ
ム
尊
重
の
思
想

）

）

が
存
在
す
る
）。

信
用
保
証
協
会
制
度
を
維
持
・
存
続
さ
せ
る
た
め
に
は
、
信
用
保
証
協
会
取
引
の
背
後
に
存
在
す
る
制
度
・
仕
組
み
を
法
的
に
保
護

す
る
必
要
が
存
在
す
る
。
そ
の
法
的
保
護
の
許
容
性
は
、
保
険
的
構
成
の
場
合
に
は
最
大
善
意（
現
行
の
日
本
法
で
は
信
義
則
か
ら
導
き
出

さ
れ
る
）
か
ら
派
生
す
る
損
失
最
小
化
義
務
、
与
信
委
任
的
構
成
の
場
合
に
は
受
任
者
の
忠
実
義
務
（
受
任
者
と
委
任
者
の
（
黙
示
の
）
合

意
に
基
づ
き
民
法
六
四
四
条
の
「
委
任
の
本
旨
に
従
い
委
任
事
務
を
処
理
す
る
義
務
」
か
ら
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
）
に
よ
り
存
在

が
認
め
ら
れ
る
。

あ
る
経
済
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
個
々
別
々
の
取
引
を
越
え
た
大
き
な
仕
組
み
・
ス
キ
ー
ム
・
制
度
が
構
築
さ
れ
た
場
合
に
は
、

個
々
の
取
引
関
係
者
に
お
い
て
は
、
そ
の
制
度
趣
旨
に
協
力
す
べ
き
義
務
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
シ
ス
テ
ム
思
考－

全
体
的
・
一
体
的

）

思
考
）。

現
代
で
は
複
数
の
取
引
の
組
合
せ
に
よ
っ
て
、
あ
る
経
済
的
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
仕
組
み
・
ス
キ
ー
ム
の
構
築
も
多
く
な
っ
て

い
る
。
た
と
え
ば
、
本
稿
で
も
紹
介
し
た
金
融
機
関
が
事
業
者
へ
貸
出
し
た
債
権
や
社
債
の
償
還
請
求
権
を
証
券
化
し
て
投
資
家
に
証
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券
を
販
売
し
事
業
者
の
直
接
金
融
に
よ
る
資
金
調
達
を
目
指
す
ス
キ
ー
ム（
Ｃ
Ｌ
Ｏ
や
Ｃ
Ｂ
Ｏ
）、
あ
る
い
は
消
費
者
の
商
品
購
入
時
の
商

品
代
金
を
信
販
会
社
を
介
在
さ
せ
た
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
カ
ー
ド
に
よ
る
取
引
ス
キ
ー
ム
な
ど
が
想
起
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
あ
る
経
済
的

目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
仕
組
み
・
ス
キ
ー
ム
を
構
築
し
て
、
経
済
活
動
を
お
こ
な
う
場
合
の
現
代
型
取
引
の
法
的
解
明
を
お
こ
な
う

際
に
、
本
稿
の
当
該
取
引
に
関
連
す
る
ほ
か
の
取
引
を
も
全
体
的
・
一
体
的
に
吟
味
し
た
う
え
で
の
法
律
関
係
規
律
が
志
向
さ
れ
る
べ

き
と
の
主
張
は
、
重
要
な
視
点
を
提
供
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

社
会
経
済
的
に
有
用
な
仕
組
み
・
ス
キ
ー
ム
・
制
度
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
要
請
は
、
自
由
が
謳
歌
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
の
レ
ッ
セ

フ
ェ
ー
ル
の
時
代
に
も
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
社
会
経
済
的
に
有
用
な
仕
組
み
・
ス
キ
ー
ム
・
制
度
を
維
持
・
存
続
さ
せ
保
護
し

よ
う
と
す
る
要
請
は
保
険
以
外
に
も
適
用
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
特
に
社
会
経
済
的
に
有
用
な
仕
組
み
・
ス
キ
ー
ム
・
制
度
が
数
多
く

開
発
さ
れ
て
い
る
現
代
に
お

）

い
て
、
個
々
の
取
引
自
由
（
契
約
自
由
）
が
社
会
経
済
的
に
有
用
な
仕
組
み
・
ス
キ
ー
ム
・
制
度
の
維
持
・

存
続
を
さ
せ
る
目
的
で
契
約
当
事
者
が
制
約
さ
れ
る
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
場
合
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

Ⅲ

提

言

提
言
で
は
、
金
融
機
関
の
信
用
保
証
協
会
に
対
す
る
義
務
の
約
定
明
確
化
と
、
信
用
保
証
協
会
取
引
の
あ
る
べ
き
姿
・
か
た
ち
の
二

点
を
述
べ
る
。

一

金
融
機
関
の
信
用
保
証
協
会
に
対
す
る
義
務
の
約
定
明
確
化

信
用
保
証
協
会
と
金
融
機
関
と
の
約
定
文
言
の
不
明
確
性
ゆ
え
に
紛
争
解
決
基
準
と
し
て
信
用
保
証
協
会
と
金
融
機
関
と
の
約
定
は
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不
明
瞭
で
、
金
融
機
関
か
ら
信
用
保
証
協
会
へ
の
支
払
請
求
に
対
す
る
抗
弁
も
困
難
な
点
が
あ
っ
た
。
金
融
機
関
の
信
用
保
証
協
会
に

対
す
る
義
務
の
約
定
明
確
化
（
改
訂
）
は
実
際
上
不
可
能
で

）

あ
り
、
信
用
保
証
協
会
と
金
融
機
関
と
の
本
来
的
な
法
律
関
係
の
な
か
で
金

融
機
関
は
信
用
保
証
協
会
に
対
し
い
か
な
る
義
務
を
有
す
る
の
か
を
考
察
し
た
。
現
行
の
信
用
保
証
協
会
と
金
融
機
関
と
の
約
定
規
定

の
解
釈
を
明
確
化
す
る
実
践
的
意
義
を
も
有
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
そ
の
金
融
機
関
の
信
用
保
証
協
会
に
対
す
る
本
来
的
な
取
引
上
（
契
約
上
）
の
義
務
の
考
察
を
踏
ま
え
て
、
さ
ら
に
信
用
保

証
協
会
の
主
務
官
庁
で
あ
る
経
済
産
業
省
と
金
融
機
関
の
主
務
官
庁
で
あ
る
金
融
庁
の
主
導
の
下
、
法
理
論
的
な
背
景
を
有
し
た
う
え

で
の
信
用
保
証
協
会
と
金
融
機
関
と
の
約
定
明
確
化
が
図
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
提
言
す
る
。

二

信
用
保
証
協
会
取
引
の
あ
る
べ
き
姿
・
か
た
ち

と
こ
ろ
で
、
信
用
保
証
協
会
取
引
の
理
想
は
、
繰
返
し
述
べ
る
よ
う
に
損
失
最
小
化
で
あ
る
。
損
失
最
小
化
は
、
信
用
保
証
協
会
取

引
が

）

公
的
中
小
企
業
金
融
支
援
の
継
続
的
ま
た
は
反
復
的
な
永
続
性
を
志
向
す
る
取
引
制
度
で
あ

）

れ
ば
、常
に
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
公
的
中
小
企
業
金
融
支
援
の
継
続
的
ま
た
は
反
復
的
に
永
続
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
制
度
・
仕
組
み
・
ス

キ
ー
ム
の
維
持
・
存
続
を
重
視
す
る
信
用
保
証
協
会
と
金
融
機
関
と
の
共
同
体
型
保
証
に
対
す
る
取
引
型
保
証
で
は
、
信
用
保
証
協
会

の
取
引
相
手
方
で
あ
る
金
融
機
関
の
損
失
最
小
化
に
関
す
る
義
務
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
は
取
引
当
事
者
の
利
益
衡
量
上
か
ら
も
相
当
で

は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

つ
ま
り
、
本
稿
が
考
え
る
公
的
中
小
企
業
金
融
支
援
と
し
て
継
続
的
ま
た
は
反
復
的
に
永
続
し
て
利
用
さ
れ
る
べ
き
本
来
的
な
信
用

保
証
協
会
取
引
は
、
与
信
委
任
的
取
引
の
よ
う
な
「
政
策
推
進
型

）

取
引
」
と
、
保
険
的
保
証
の
よ
う
な
「
開
発
型
取
引
」
で
は
な
い
か
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と
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
べ
き
信
用
保
証
協
会
取
引
の
姿
・
か
た
ち
と
し
て
、
以
下
の
「
政
策
推
進
型
取
引
」
と
「
開
発
型
取
引
」
の
二

つ
を
提
言
し
た
い
。

1

政
策
推
進
型
取
引

政
策
推
進
型
取
引
で
は
、
公
的
保
証
機
能
の
現
代
的
拡
張
と
政
策
効
果
検
証
の
二
点
に
つ
い
て
述
べ
る
。

㈠

公
的
保
証
機
能
の
現
代
的
拡
張

公
的
保
証
機
能
の
現
代
的
拡
張
で
は
、
本
来
的
・
伝
統
的
な
機
能
を
述
べ
た
後
、
現
代
の
経
済
情
勢
に
即
し
て
新
た
に
期
待
さ
れ
る

機
能
を
提
言
す
る
。

⑴

本
来
的
・
伝
統
的
機
能

信
用
保
証
協
会
取
引
の
ル
ー
ツ
は
、
中
小
零
細
事
業
者
に
対
す
る
臨
時
応
急
的
な
資
金
調
達
環
境
の
整
備
で
あ
っ
た
。
特
に
最
近
で

は
バ
ブ
ル
経
済
崩
壊
後
の
金
融
変
革
期
に
、
信
用
保
証
協
会
が
日
本
経
済
を
支
え
る
中
小
企
業
金
融
政
策
の
た
め
に
、
極
め
て
大
き
な

役
割
を
担
っ
た
と
い
え
る
。

⑵

新
た
に
期
待
さ
れ
る
機
能

公
的
保
証
の
目
的
は
従
来
型
の
中
小
零
細
事
業
者
の
金
融
支
援
に
と
ど
ま
ら
ず
、
Ｓ
Ｒ
Ｉ
保
証
の
よ
う
な
社
会
的
に
影
響
力
の
あ
る

中
小
零
細
事
業
者
を
通
じ
た
社
会
創
造
・
形
成
に
あ
る
。
公
的
保
証
の
社
会
に
お
け
る
機
能
を
従
来
型
の
機
能
に
加
え
、
拡
張
し
て
い

く
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
中
小
零
細
事
業
者
を
通
じ
た
社
会
創
造
・
形
成
は
、
政
府
み
ず
か
ら
に
よ
る
社
会
創
造
・
形
成
が
財
政
逼
迫
な
ど
に
よ

り
小
さ
な
政
府
が
求
め
ら
れ
る
今
日
、
日
本
の
情
勢
に
も
合
致
す
る
。
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㈡

政
策
効
果
検
証

政
策
推
進
型
取
引
で
は
、
行
政
（
中
央
官
庁
の
ほ
か
、
地
方
公
共
団
体
も
含
む
）
が
信
用
保
証
協
会
に
対
し
て
政
策
を
推
進
す
る
手
段
と

す
る
。
し
た
が
っ
て
、
極
論
す
れ
ば
信
用
保
証
協
会
に
対
し
て
一
〇
〇
％
近
い
損
失
補
塡
を
お
こ
な
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
も

考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
政
策
推
進
効
果
に
対
す
る
事
後
的
検
証
は
、
公
金
で
損
失
補
塡
す
る
以
上
必
須
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
政
策
推
進
効
果

に
関
す
る
事
後
的
検
証
は
、
政
策
推
進
手
段
と
し
て
い
わ
ば
政
策
当
局
に
利
用
さ
れ
る
信
用
保
証
協
会
に
対
し
て
で
は
な
く
、
政
策
推

進
を
企
画
・
立
案
し
て
信
用
保
証
協
会
を
政
策
推
進
手
段
と
し
て
利
用
す
る
政
策
当
局
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。

2

開
発
型
取
引

信
用
保
証
協
会
の
機
能
は
本
来
的
・
伝
統
的
な
臨
時
応
急
時
の
資
金
調
達
環
境
の
整
備
だ
け
で
は
な
く
、
通
常
時
の
資
金
調
達
環
境

の
整
備
（
開
発
）
ま
で
現
在
で
は
広
が
っ
て
い
る
。

信
用
保
証
協
会
取
引
は
中
小
零
細
事
業
者
の
金
融
支
援
の
み
な
ら
ず
、
経
済
の
中
心
で
あ
る
金
融
機
関
の
救
済
と
い
う
意
義
・
機
能

も
特
に
バ
ブ
ル
経
済
崩
壊
後
の
信
用
保
証
協
会
取
引
で
は
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
金
融
機
関
の
救
済
と
い
う
意
味
で
は
、
金
融
機
関

の
不
良
債
権
処
理
の
た
め
の
信
用
保
証
協
会
付
債
権
の
譲
渡
を
信
用
保
証
協
会
が
政
府
の
主
導
に
よ
り
基
本
的
に
容
認
し

）

た
り
、
自
己

資
本
比
率
向
上
の
た
め
の
金
融
機
関
の
信
用
保
証
協
会
付
貸
出
債
権
譲
渡
を
認
め
る
た
め
に
Ｃ
Ｌ
Ｏ
（
ロ
ー
ン
担
保
証
券
）
と
い
う
仕
組

金
融
を
創
設
し
た
り

）

し
た
。
ま
た
、
金
融
機
関
開
発
・
導
入
の
ス
コ
ア
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
の
検
証
ツ
ー
ル
と
し
て
、
信
用
保
証
協
会
取

引
が
金
融
機
関
と
信
用
保
証
協
会
と
の
提
携
保
証
と
し
て
利
用
さ
れ
た
と
い
う
実
務
実
態
も
あ
る（
第
Ⅱ
編
第
二
章
第
二
節
Ⅰ
）。
こ
れ
ま

で
に
は
な
い
新
た
な
仕
組
み
・
ス
キ
ー
ム
を
金
融
機
関
を
も
眼
目
に
お
い
て
開
発
す
る
こ
と
は
、
バ
ブ
ル
経
済
崩
壊
前
ま
で
の
信
用
保
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証
協
会
に
と
っ
て
経
験
の
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

担
保
目
的
物
の
対
象
を
モ
ノ
か
ら
事
業
収
益
そ
の
も
の
に
着
目
し
売
掛

）

債
権
や
在
庫

）

動
産
担
保
の
対
抗
要
件
特
例
法
を
活
か
し
た
流

動
資
産
担
保
保
証
（
Ａ
Ｂ
Ｌ
保
証
）
や
、
一
九
九
六
年
の
適
債
基
準
撤
廃
・
財
務
制
限
条
項
の
自
由
化
に
よ
り
社
債
発
行
が
完
全
に
自
由

化
さ
れ
た
こ
と
に
と
も

）

な
い
中
小
零
細
事
業
者
の
間
接
金
融
か
ら
直
接
金
融
へ
の
き
っ
か
け
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と
し
て
創
設
さ
れ
た
社

債
償
還
債
務
の
保
証

）

制
度
、
民
事
再
生
法
創
設
に
よ
る
事
業
再
生
保
証

）

制
度
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
金
融
機
関
に
と
っ
て
の
ビ
ジ

ネ
ス
モ
デ
ル
の
模
範
的
開
発
と
な
る
よ
う
な
公
的
保
証
も
な
さ
れ
る
よ
う
に
な

）

っ
た
。
今
後
も
金
融
機
関
に
と
っ
て
の
公
的
機
関
保
証

に
基
因
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
が
さ
ら
に
確
立
さ
れ
、
公
的
事
業
か
ら
民
間
事
業
へ
そ
の
事
業
の
守
備
範
囲
が
遷
移
さ
れ
れ
ば
、
小
さ

な
政
府
が
求
め
ら
れ
て
い
る
現
状
か
ら
は
理
想
的
で

）

あ
る
。
民
が
合
理
性
の
点
か
ら
着
手
で
き
な
い
領
域
を
中
小
零
細
事
業
者
の
事
業

資
金
調
達
の
円
滑
化
の
た
め
に
こ
れ
ま
で
も
信
用
保
証
協
会
が
積
極
的
に
取
組
ん
で
き
た
よ
う
に
、
未
開
拓
の
取
引
形
態
を
先
駆
的
に

開
発
・
創
造
し
社
会
に
広
め
て
い
く
、
ビ
ジ
ネ
ス
の
成
立
可
能
性
を
提
示
し
て
い
く
こ
と
が
公
的
保
証
機
関
に
望
ま
れ
る
方
向
で
は
な

い
か
と
考
え
ら

）

れ
る
。

Ⅳ

今
後
の
課
題

序
説
で
述
べ
た
本
稿
の
執
筆
動
機
（
信
用
保
証
協
会
取
引
の
現
在
と
今
後
の
検
討
）
に
対
し
て
は
、
全
体
を
通
じ
て
筆
者
ら
な
り
の
現
時

点
で
の
一
定
の
回
答
は
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
筆
者
ら
じ
し
ん
も
現
時
点
で
の
み
ず
か
ら
の
回
答
に
当
然

な
が
ら
満
足
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
本
研
究
に
関
す
る
幾
つ
か
の
課
題
を
以
下
に
具
体
的
に
挙
げ
て
本
稿
を
終
え

）

た
い
。
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第
一
に
、
諸
外
国
の
公
的
保
証
の
法
的
分
析
を
本
格
的
に
お
こ
な
う
こ
と
で

）

あ
る
。
公
的
保
証
取
引
の
国
際
的
な
「
法
的
分
析
」
は

公
的
保
証
取
引
の
公
刊
物
を
見
出
す
こ
と
が
結
果
と
し
て
で
き
ず
、
か
つ
公
的
保
証
機
関
に
国
際
郵
便
や
電
子
メ
ー
ル
を
送
付
し
て
も

ま
っ
た
く
反
応
が
な
い
か
、
利
用
者
で
あ
る
中
小
零
細
事
業
者
と
間
違
え
ら
れ
て
貸
出
金
融
機
関
へ
相
談
を
ど
う
ぞ
と
い
わ
れ
る
も
の

ば
か
り
で
あ

）

っ
た
。
中
小
企
業
信
用
補
完
取
引
を
研
究
す
る
者
と
し
て
、
引
続
き
諸
外
国
の
公
的
保
証
取
引
・
契
約
の
分
析
に
関
心
を

も
っ
て
取
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
っ
て

）

い
る
。

第
二
に
、
本
稿
で
検
討
し
た
信
用
保
証
協
会
取
引
を
、
保
証
法
全
体
の
枠
組
み
の
な
か
に
位
置
付
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
信
用

保
証
協
会
取
引
は
公
的
機
関
保
証
の
代
表
と
し
て
、
民
間
の
私
的
機
関
保
証
と
理
念
的
に
は
対
置
し
得
る
。
公
的
機
関
保
証
と
私
的
機

関
保
証
は
機
関
保
証
（
法
人
保
証
）
と
い
う
共
通
項
を
有
し
、
こ
の
機
関
保
証
（
法
人
保
証
）
と
い
う
共
通
項
に
対
し
、
個
人
保
証
（
自
然

人
保
証
）
が
対
置
さ
れ

）

得
る
。
こ
の
よ
う
な
原
始
的
な
個
人
保
証
（
自
然
人
保
証
）
を
出
発
点
と
し
て
現
代
的
な
機
関
保
証
（
法
人
保
証
）、

機
関
保
証
（
法
人
保
証
）
の
な
か
で
も
公
的
機
関
保
証
と
私
的
機
関
保
証
が
存
在
す
る
と
い
う
流
れ
が
存
在
し
、
各
保
証
は
分
類
・
区
分

け
さ
れ
る
よ
う
に
保
証
形
態
毎
に
取
引
の
特
殊
性
を
有
す
る
は
ず
で
あ
る
。
本
稿
で
検
討
し
た
公
的
機
関
保
証
の
関
連
・
周
辺
領
域
の

保
証
形
態
を
も
検
討
対
象
に
広
げ
保
証
法
に
関
し
総
合
的
な
い
わ
ば
横
断
的
な
比
較
研
究
を
お
こ
な
う
こ
と
は
、
本
稿
で
検
討
し
た
公

的
機
関
保
証
の
い
わ
ば
縦
断
的
な
叙
述
に
内
容
じ
た
い
の
一
層
の
厚
み
を
加
え
ら
れ
る
可
能
性
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。第

三
に
、
公
的
保
証
機
関
が
金
融
機
関
に
お
け
る
新
し
い
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
実
験
者
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
今
後
も
新
し

い
公
的
保
証
機
関
取
引
形
態
の
登
場
が
予
想
さ
れ
る
。
新
し
い
公
的
保
証
機
関
取
引
の
法
律
的
な
性
質
・
性
格
を
絶
え
ず
考
え
て
い
き

た
い
。
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第
四
に
、
以
上
の
保
証
法
か
ら
の
課
題
に
対
し
、
一
般
的
な
取
引
法
（
契
約
法
）
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
通
常
の
信
用
保
証
協
会
取
引

（
本
稿
で
い
え
ば
、
保
険
的
保
証
と
与
信
委
任
的
取
引
）の
よ
う
な
継
続
的
ま
た
は
反
復
的
な
永
続
性
を
志
向
す
る
取
引
で
は
、
個
別
の
表
面

的
な
取
引
に
は
具
体
的
に
は
現
れ
て
こ
な
い
、
具
体
的
な
取
引
の
背
後
に
存
在
す
る
制
度
や
仕
組
み
や
ス
キ
ー
ム
を
、
表
面
に
具
体
的

に
現
れ
て
い
る
取
引
（
契
約
）
の
目
的
と
し
て
取
引
法
（
契
約
法
）
の
解
釈
と
し
て
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
る
の
か
を
突
詰
め
て
考
察
す

る
必
要
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ

）

れ
る
。
こ
の
よ
う
な
継
続
的
ま
た
は
反
復
的
な
永
続
性
を
志
向
す
る
取
引
で
の
取
引
背
後
に
存
在
す

る
制
度
や
仕
組
み
や
ス
キ
ー
ム
を
個
々
の
取
引
（
契
約
）
の
目
的
と
し
て
具
体
的
な
取
引
当
事
者
間
の
法
的
関
係
に
反
映
さ
せ
る
志
向

は
、
た
と
え
ば
サ
ブ
リ
ー
ス
契
約
当
事
者
間
の
契
約
解
釈
に
お
い
て
、
当
該
サ
ブ
リ
ー
ス
契
約
の
背
後
に
マ
ス
タ
ー
リ
ー
ス
が
当
初
か

ら
潜
在
的
に
存
在
し
、
そ
の
よ
う
な
当
該
サ
ブ
リ
ー
ス
契
約
の
背
後
に
存
在
す
る
マ
ス
タ
ー
リ
ー
ス
が
当
該
サ
ブ
リ
ー
ス
契
約
の
前
提

に
な
っ
て
い
る
場
合
に
、
影
響
を
生
じ
さ
せ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
可
能
性
も
存
在

）

す
る
。
取
引
（
契
約
）
の
背
後
に
存
在
す
る
制

度
や
仕
組
み
や
ス
キ
ー
ム
を
表
面
に
具
体
的
に
現
れ
て
い
る
取
引
（
契
約
）
の
法
律
解
釈
に
反
映
さ
れ
る
か
は
、
た
と
え
ば
バ
ブ
ル
経
済

崩
壊
に
と
も
な
っ
た
ビ
ジ
ネ
ス
・
ス
キ
ー
ム
の
破
綻
に
よ
り
ス
キ
ー
ム
を
構
成
す
る
個
別
の
契
約
の
解
釈
や
契
約
当
事
者
間
の
信
義
関

係
が
問
題
と
な
っ
た
際
に
一
つ
の
解
決
の
糸
口
と
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
し
、
現
代
の
取
引
法
を
考
え
る
う
え
で
重
要
と
思
わ
れ
る
。
本

稿
は
通
常
の
信
用
保
証
協
会
取
引
の
考
察
を
と
お
し
て
継
続
的
ま
た
は
反
復
的
な
永
続
性
を
志
向
す
る
取
引
で
の
取
引
背
後
に
存
在
す

る
制
度
や
仕
組
み
や
ス
キ
ー
ム
を
個
々
の
取
引
（
契
約
）
の
目
的
と
し
て
具
体
的
な
取
引
当
事
者
間
の
法
的
関
係
に
反
映
さ
せ
る
志
向
を

序
論
的
に
検
討
し
た
が
、
今
後
の
一
層
の
研
究
を
課
題
と
し
た
い
。

第
五
に
、
保
証
が
保
証
料
な
ど
の
対
価
を
受
け
な
が
ら
リ
ス
ク
を
引
受
け
、
し
か
も
リ
ス
ク
引
受
け
が
リ
ス
ク
計
量
化
技
術
の
発
展

に
よ
り
保
険
化
し
て
く
る
と
、
リ
ス
ク
そ
の
も
の
が
直
接
的
な
当
事
者
間
の
取
引
（
売
買
）
対
象
に
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
、
保
証
や
保
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険
と
い
う
既
存
の
法
制
度
を
超
え
て
広
く
リ
ス
ク
の
引

）

受
け＝

売
買
を
構
想
し
た
場
合
、
リ
ス
ク
引
受
け＝

売
買
は
既
存
の
伝
統
的
な

有
体
物
を
取
引
対
象
と
し
て
想
定
し
た
売
買
法
理
に
よ
る
処
理
で
果
た
し
て
適
当
な
の
か
ど

）

う
か
、
ま
た
リ
ス
ク
を
証
券
化
し
て
投
資

家
へ
販
売
す
る
場
合
の
証
券
化
ア
レ
ン
ジ
時
や
、
証
券
化
商
品
販
売
時
の
関
係
当
事
者
間
規
律（
製
造
物
責
任
法
や
金
融
商
品
取
引
法
、
金

融
商
品
販
売
法
な
ど
）
は
ど
の
よ
う
に
な
る

）

の
か
な
ど
も
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

）

前
掲
注
（
99
）。

）

第
Ⅱ
編
第
三
章
第
二
節
Ⅰ
一
１
㈠
参
照
。

）

第
Ⅰ
編
第
二
章
第
三
節
Ⅰ
二
２
参
照
。

）

第
Ⅰ
編
第
二
章
第
三
節
Ⅰ
一
１
㈠
参
照
。

）
「
信
用
保
証
協
会
保
証
付
債
権
の
譲
渡
に
よ
る
法
的
帰
趨
」
と
し
て
、
問
題
点
の
指
摘
を
第
Ⅰ
編
第
二
章
第
三
節
Ⅰ
二
２
で
お
こ
な
い
、

具
体
的
検
討
を
第
Ⅱ
編
第
三
章
第
三
節
Ⅲ
二
２
や
第
Ⅲ
編
第
三
章
第
三
節
Ⅰ
な
ど
で
お
こ
な
っ
た
。

）

た
と
え
ば
、
保
険
的
構
成
に
お
け
る
最
大
善
意
（
第
Ⅱ
編
第
三
章
第
三
節
Ⅲ
）
や
与
信
委
任
的
構
成
に
お
け
る
忠
実
義
務
（
第
Ⅲ
編
第

三
章
第
四
節
Ⅱ
）。

）

し
た
が
っ
て
、
信
用
保
証
協
会
と
原
債
権
者
（
金
融
機
関
）
か
ら
み
て
民
法
上
共
同
保
証
関
係
に
立
つ
者
な
ど
と
の
求
償
関
係
で
信
用

保
証
協
会
に
優
位
性
を
も
た
せ
る
信
用
保
証
説
や
債
務
保
証
・
信
用
保
証
併
存
説
、
お
よ
び
信
用
委
任
説
（
要
は
、
裁
判
例
お
よ
び
通
説
的

見
解
で
あ
る
債
務
保
証
説
以
外
の
理
論－

第
Ⅰ
編
第
二
章
第
二
節
Ⅱ
一
２
）
の
狙
い
は
、
信
用
保
証
協
会
取
引
に
影
の
側
面
（
特
に
金
融
機

関
が
信
用
保
証
協
会
制
度
に
頼
り
き
っ
て
し
ま
う
怠
惰
、
あ
る
い
は
濫
用
や
悪
用
・
背
信－

第
Ⅰ
編
第
一
章
第
二
節
Ⅱ
二
４
）
が
存
在
し
、

ま
た
は
影
の
側
面
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
限
り
、
現
在
に
お
い
て
再
評
価
さ
れ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

）

検
索
の
抗
弁
権
の
強
化
は
理
論
的
に
は
あ
り
得
る
が
、
公
的
信
用
補
完
制
度
利
用
の
便
と
い
う
実
際
上
を
考
え
、
本
稿
で
は
債
権
者
で

あ
る
金
融
機
関
の
負
担
す
る
「
検
索
義
務
」
は
軽
減
（
減
縮
）
し
す
べ
て
の
公
的
信
用
補
完
取
引
形
態
に
存
在
し
な
い
と
考
え
て
い
る
（
第
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Ⅰ
編
第
二
章
第
二
節
Ⅰ
一
１
）。

）

制
度
や
仕
組
み
や
ス
キ
ー
ム
じ
た
い
を
法
的
保
護
に
値
す
る
利
益
と
し
て
保
護
し
よ
う
と
す
る
民
法
上
の
規
定
に
は
、
法
人
規
定
が
存

在
す
る
程
度
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

法
人
規
定
に
は
、
た
と
え
ば
法
人
じ
た
い
の
利
益
を
守
る
た
め
に
、
法
人
と
当
該
法
人
の
実
際
上
の
手
足
と
し
て
行
動
す
る
理
事
と
の
利

益
が
対
立
（
相
反
）
す
る
場
合
の
法
人
保
護
規
定
が
存
在
す
る
（
民
法
五
七
条
）。

）

ビ
ジ
ネ
ス
・
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
法
的
保
護
に
値
す
る
利
益
で
あ
る
こ
と
は
会
社
法
で
の
競
合
避
止
義
務
規
定
の
存
在
な
ど
か
ら
肯
定
で
き

る
と
し
て
、
ビ
ジ
ネ
ス
・
メ
カ
ニ
ズ
ム
保
護
の
思
想
の
成
立
ち
・
沿
革
な
ど
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
ビ
ジ
ネ
ス
・
メ
カ
ニ
ズ
ム
保
護
の
限
界

な
ど
も
考
察
し
て
い
く
べ
き
で
は
あ
ろ
う
と
筆
者
ら
も
考
え
て
い
る
。

）

ビ
ジ
ネ
ス
・
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
存
在
・
保
護
・
尊
重
を
前
提
と
し
た
立
論
に
は
、
使
用
主
の
労
働
者
（
従
業
員
）
に
対
す
る
安
全
配
慮
義

務
論
（
最
三
小
判
昭
和
五
〇
・
二
・
二
五
民
集
二
九
巻
二
号
一
四
三
頁－

自
衛
隊
八
戸
車
両
整
備
工
場
損
害
賠
償
事
件
）
も
存
在
す
る
。

）

た
と
え
ば
与
信
委
任
的
構
成
の
場
合
に
、
反
復
的
な
永
続
性
を
志
向
す
る
取
引
に
お
い
て
取
引
背
後
に
存
在
す
る
制
度
や
仕
組
み
・
ス

キ
ー
ム
を
維
持
・
存
続
す
る
義
務
が
制
度
参
加
者
に
生
じ
る
根
拠
と
し
て
本
稿
で
は
黙
示
の
合
意
と
い
う
事
実
認
定
に
基
づ
き
処
理
し
た
が

（
第
Ⅲ
編
第
三
章
第
四
節
Ⅱ
三
３
㈡
）、
さ
ら
に
規
範
的
（
法
的
）
問
題
の
次
元
で
突
詰
め
た
分
析
・
解
明
が
な
さ
れ
る
必
要
・
余
地
が
存
在

す
る
と
思
わ
れ
る
。

保
険
的
構
成
で
は
、
第
Ⅱ
編
第
三
章
第
三
節
Ⅲ
一
３
参
照
。

）

前
述
し
た
Ｃ
Ｌ
Ｏ
や
Ｃ
Ｂ
Ｏ
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
カ
ー
ド
に
お
け
る
三
者
間
契
約
な
ど
。

）

現
在
で
も
信
用
保
証
協
会
側
は
明
確
な
理
論
的
根
拠
も
も
た
な
い
ま
ま
に
取
引
相
手
方
で
あ
る
金
融
機
関
に
対
し
て
義
務
付
け
を
お

こ
な
い
た
い
が
た
め
に
信
用
保
証
協
会
側
の
一
方
的
で
規
範
性
の
疑
わ
し
い
約
定
解
釈
指
針
を
公
表
し
て
い
る
だ
け
で
、
実
際
上
具
体
的
な

解
決
に
至
っ
て
い
な
い
（
第
Ⅰ
編
第
二
章
第
二
節
Ⅰ
三
）。

）

公
的
保
証
機
関
取
引
で
は
公
的
取
引
で
あ
る
が
ゆ
え
に
取
引
損
失
の
最
小
化
が
求
め
ら
れ
、
公
的
保
証
機
関
に
よ
る
債
権
放
棄
（
債
権

放
棄
の
相
手
方
か
ら
す
れ
ば
、
債
務
免
除
）
は
一
般
的
に
は
困
難
で
あ
る
（
た
だ
し
、
信
用
保
証
協
会
の
債
権
回
収
実
務
に
お
い
て
も
回
収
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の
最
大
化＝

損
失
最
小
化
を
志
向
す
る
新
た
な
試
み
の
仕
組
作
り
に
着
手
し
た－

平
野
真
由
「
信
用
保
証
債
務
の
債
務
免
除
と
事
業
再
生
」

タ
ー
ン
ア
ラ
ン
ド
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
二
〇
〇
六
年
三
月
号
八
四
頁
）。
公
的
保
証
機
関
に
よ
る
債
権
放
棄
が
一
般
的
に
困
難
と
い
う
こ
と
は
、
公

的
保
証
機
関
の
債
権
管
理
に
お
い
て
債
権
の
消
滅
時
効
管
理
が
重
要
と
な
る
（
信
用
保
証
協
会
の
金
融
機
関
へ
の
保
証
債
務
履
行
後
の
問

題－
第
Ⅰ
編
第
二
章
第
一
節
Ⅰ
）。

筆
者
ら
は
立
法
論
と
し
て
、
た
と
え
ば
公
的
機
関
で
あ
る
信
用
保
証
協
会
の
債
権
（
求
償
権
）
の
時
効
中
断
事
由
に
お
け
る
請
求
の
一
態

様
で
あ
る
督
促
も
、
民
法
一
五
三
条
の
よ
う
な
暫
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
地
方
税
法
一
八
条
の
二
第
一
項
二
号
の
よ
う
な
容
易
か
つ
確
定

的
な
効
力
を
付
与
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

）

信
用
保
証
協
会
と
金
融
機
関
と
が
締
結
す
る
約
定
書
は
、
信
用
保
証
協
会
と
金
融
機
関
と
が
反
復
的
に
永
続
し
て
利
用
す
る
こ
と
を
前

提
と
し
て
い
る
（
前
掲
注
（

））。

）

信
用
保
証
協
会
取
引
の
あ
る
べ
き
姿
・
か
た
ち
と
し
て
政
策
推
進
型
取
引
を
提
案
す
る
こ
と
は
、
国
際
標
準
で
あ
る
収
支
相
償
原
則（
第

Ⅱ
編
第
一
章
第
二
節
）
に
反
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
現
行
の
公
的
信
用
補
完
制
度
で
国
際
的
に
収
支
相
償
原
則
が
明
確
に
要
請
さ
れ
て
い
る
の
は
輸
出
領
域
の
み
で
あ
り
（
二
〇
〇

八
年
七
月
九
日
の
中
小
企
業
庁
金
融
課
野
口
正
課
長
（
当
時
）
と
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
で
も
平
野
真
由
が
確
認
し
た
。
野
口
課
長
と
と
も
に
、

野
口
課
長
を
お
引
合
せ
い
た
だ
い
た
平
野
の
一
橋
大
学
大
学
院
の
同
窓
で
社
団
法
人
日
本
ク
レ
ジ
ッ
ト
産
業
協
会
事
務
局
長
で
も
あ
る
岩

瀧
敏
昭
氏
に
も
記
し
て
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
）、
本
稿
で
は
信
用
保
証
協
会
取
引
の
あ
る
べ
き
姿
・
か
た
ち
と
し
て
収
支
相
償
原
則
が
妥
当
し

な
い
政
策
推
進
型
取
引
も
掲
げ
る
。

）

平
野
真
由
・
前
掲
注
（
68
）
五
九
頁
。

）

中
小
零
細
事
業
者
の
資
金
調
達
手
段
の
多
様
化
（
間
接
金
融
か
ら
直
接
金
融
へ
）、
と
い
う
狙
い
も
あ
る
。

）

債
権
譲
渡
の
予
約
に
関
す
る
裁
判
例
も
、
債
権
担
保
の
特
定
性
を
維
持
し
て
い
れ
ば
八
年
分
く
ら
い
の
将
来
債
権
（
た
と
え
ば
、
医
師

の
診
療
報
酬
債
権
）
の
譲
渡
に
つ
い
て
も
有
効
と
し
て
い
る
し
（
最
三
小
判
平
成
一
一
・
一
・
二
九
民
集
五
三
巻
一
号
一
五
一
頁
金
融
法
務

事
情
一
五
四
一
号
六
頁
）、
予
約
完
結
時
に
ほ
か
の
債
権
と
識
別
で
き
る
程
度
に
特
定
さ
れ
て
い
れ
ば
よ
い
と
し
て（
最
二
小
判
平
成
一
二
・
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四
・
二
一
民
集
五
四
巻
四
号
一
五
六
二
頁
金
融
法
務
事
情
一
五
九
〇
号
四
九
頁
）、
債
権
担
保
に
お
け
る
特
定
性
・
公
示
性
の
要
件
を
相
応
に

緩
和
し
て
お
り
、
債
権
担
保
が
利
用
し
易
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
情
が
あ
る
。

）

動
産
登
記
制
度
の
創
設
に
関
し
、
平
野
真
由
「
動
産
登
記
制
度
の
創
設
と
融
資
実
務
へ
の
影
響
」
金
融
ジ
ャ
ー
ナ
ル
二
〇
〇
四
年
一
二

月
号
六
七
頁
が
あ
る
。

）
「
適
債
基
準
の
撤
廃
と
「
金
融
一
九
四
〇
年
体
制
」
の
終
焉
」Ja
p
a
n R

esea
rch R

ev
iew

一
九
九
六
年
一
月
号O

P
IN
IO
N

（h
ttp
: //

w
w
w
.jri.co

.jp
/JR

R
/1996 /01 /o

p
b
o
n
d
.h
tm
l

）。

）

平
野
真
由
・
前
掲
注
（

）
四
九
頁
。

）

平
野
真
由
・
前
掲
注
（

）「
事
業
再
生
保
証
制
度
」。

）

金
融
機
関
に
と
っ
て
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
模
範
的
開
発
と
な
る
か
否
か
は
不
明
だ
が
、
前
述
し
た
Ｓ
Ｒ
Ｉ
保
証
（
１
㈠
⑵
）
も
中
小

零
細
事
業
者
の
投
資
環
境
・
仕
組
み
の
育
成
と
い
う
意
味
で
、
開
発
型
保
証
の
属
性
も
有
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
稿
が
述
べ
る
政
策
推
進
型
取
引
⑴
と
開
発
型
取
引
⑵
と
は
明
確
に
い
ず
れ
か
に
属
性
分
類
・
区
分
け
さ
れ
る
わ
け
で
は

な
く
、
実
際
上
は
双
方
の
属
性
を
併
有
す
る
も
の
も
存
在
す
る
。

）

た
と
え
ば
、
信
用
保
証
協
会
が
開
発
し
た
売
掛
債
権
担
保
融
資
保
証
制
度
の
ス
キ
ー
ム
と
と
も
に
、
信
用
保
証
協
会
付
の
売
掛
債
権
担

保
融
資
を
通
じ
た
実
践
を
利
用
し
て
、
三
井
住
友
銀
行
が
積
極
的
に
売
掛
債
権
担
保
融
資
を
信
用
保
証
協
会
保
証
を
利
用
せ
ず
に
お
こ
な
っ

た
事
案
な
ど
が
存
在
す
る
（
日
経
金
融
新
聞
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
二
四
日
一
頁
、
日
本
経
済
新
聞
二
〇
〇
四
年
五
月
七
日
朝
刊
七
頁
）。

）

信
用
保
証
協
会
制
度
の
社
会
経
済
的
有
用
性
は
、
中
小
零
細
事
業
者
の
事
業
資
金
調
達
の
円
滑
化
の
み
な
ら
ず
、
金
融
機
関
に
お
け
る

新
し
い
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
実
験
者
と
い
う
点
に
も
あ
る
。

）

本
稿
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
多
く
の
方
々
に
お
世
話
に
な
っ
た
。

本
稿
が
実
践
的
で
実
務
的
で
も
あ
る
よ
う
、
特
に
信
用
保
証
協
会
を
動
か
す
政
策
当
局
の
方
々
（
既
に
記
載
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
方
々
の

ほ
か
に
、
財
務
省
ご
勤
務
時
代
に
信
用
保
証
協
会
業
務
の
担
当
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
株
式
会
社
整
理
回
収
機
構
で
要
職

に
も
就
か
れ
た
ご
経
験
も
有
さ
れ
る
平
野
真
由
の
同
窓
で
も
あ
る
比
護
正
史
株
式
会
社
損
害
保
険
ジ
ャ
パ
ン
顧
問
・
弁
護
士
）、
信
用
保
証
協
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会
と
取
引
関
係
に
立
つ
金
融
機
関
の
法
務
担
当
者
の
方
々
（
社
団
法
人
全
国
地
方
銀
行
協
会
ご
出
身
で
研
究
者
研
究
会
で
お
世
話
に
な
っ
て

い
る
中
央
大
学
法
学
部
の
遠
藤
研
一
郎
教
授
、
銀
行
法
務
室
長
と
し
て
ご
活
躍
さ
れ
た
後
に
現
在
は
京
都
学
園
大
学
で
教
鞭
を
と
ら
れ
る
渡

邊
博
巳
教
授
、
平
野
の
一
橋
大
学
大
学
院
の
同
窓
で
あ
る
安
藤
均
氏
よ
り
ご
紹
介
い
た
だ
い
た
岡
本
雅
弘
株
式
会
社
み
ず
ほ
銀
行
法
務
部
次

長
、
同
大
学
院
で
と
も
に
席
を
並
べ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
田
中
和
明
株
式
会
社
中
央
三
井
信
託
銀
行
法
務
部
長
、
中
村
廉
平
株
式
会
社
商
工

組
合
中
央
金
庫
法
務
室
長
、
故
・
石
井
眞
司
株
式
会
社
み
ず
ほ
銀
行
法
務
部
顧
問
・
弁
護
士
、
株
式
会
社
整
理
回
収
機
構
代
理
人
の
ご
経
験

も
あ
り
民
法
判
例
研
究
会
で
も
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
安
斉
勉
獨
協
大
学
法
科
大
学
院
特
任
教
授
・
弁
護
士
）、
信
用
保
証
協
会
の
業
界
団
体

で
主
導
的
な
役
割
を
日
夜
果
た
さ
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
社
団
法
人
全
国
信
用
保
証
協
会
連
合
会
浅
野
謙
一
顧
問
弁
護
士
や
浅
野
謙
一
顧
問

弁
護
士
の
ボ
ス
弁
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
故
・
上
野
隆
司
社
団
法
人
全
国
信
用
保
証
協
会
連
合
会
顧
問
弁
護
士
な
ど
と
、
平
野
が
大
い
に
議
論

し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
は
、
本
稿
執
筆
を
進
め
る
う
え
で
の
原
動
力
に
も
な
っ
た
。
ま
た
、
社
団
法
人
全
国
信
用
保
証
協
会
連
合
会
副
会
長

で
あ
り
、
平
野
が
出
向
経
験
も
し
た
保
証
協
会
債
権
回
収
株
式
会
社
（
サ
ー
ビ
サ
ー
会
社
）
の
代
表
取
締
役
社
長
で
も
あ
る
江
口
浩
一
郎
氏
、

ま
た
平
野
が
大
学
院
博
士
後
期
課
程
に
お
い
て
入
学
を
許
可
さ
れ
指
導
教
官
と
し
て
ご
指
導
を
仰
ぐ
予
定
に
一
時
あ
っ
た
千
葉
大
学
大
学

院
の
半
田
吉
信
教
授
か
ら
は
、
実
務
知
識
と
経
験
の
理
論
化
を
形
と
す
る
こ
と
に
折
入
っ
て
心
強
い
エ
ー
ル
を
送
っ
て
い
た
だ
い
て
い
た
。

記
し
て
多
く
の
諸
先
生
方
に
深
謝
申
し
上
げ
た
い
。

）

鶴
井
が
先
駆
的
紹
介
を
お
こ
な
い
椿
久
美
子
教
授
が
よ
り
詳
し
く
論
じ
ら
れ
た
、
ド
イ
ツ
の
最
終
不
足
額
支
払
保
証（
損
失
保
証
）（
第

Ⅲ
編
第
三
章
第
二
節
Ⅰ
二
２
㈡
）に
関
す
る
よ
り
踏
込
ん
だ
研
究
も
、
課
題
と
な
り
得
る
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
保
証
の
補
充
性
の
拡
張
・

充
実
を
特
に
志
向
す
る
観
点
か
ら
保
証
以
外
の
法
律
関
係
性
質
決
定
（
法
性
決
定
）
に
よ
る
法
的
再
構
成
に
よ
り
問
題
解
決
を
図
っ
た
が
（
第

Ⅱ
編
・
第
Ⅲ
編
）、
保
証
法
領
域
内
で
本
稿
が
志
向
し
よ
う
と
す
る
法
効
果
を
導
き
出
す
ド
イ
ツ
の
最
終
不
足
額
支
払
保
証
（
損
失
保
証
）
の

理
論
的
端
緒
・
誕
生
や
変
遷
、
適
用
範
囲
や
要
件
・
射
程
な
ど
、
参
考
と
な
り
得
る
と
思
わ
れ
る
。

）

具
体
的
に
は
、
ア
メ
リ
カ
中
小
企
業
庁
（
Ｓ
Ｂ
Ａ
）、
お
よ
び
ド
イ
ツ
保
証
銀
行
（B

u
rg
ch
a
ftsb

a
n
k

）
と
の
接
触
を
試
み
た
。
前
・

中
小
企
業
庁
金
融
課
課
長
補
佐
で
平
野
真
由
が
一
橋
大
学
で
お
世
話
に
も
な
っ
た
植
杉
威
一
郎
准
教
授
か
ら
も
海
外
の
公
的
信
用
補
完
制

度
の
お
話
し
を
ご
教
示
い
た
だ
い
た
が
、
た
と
え
ば
海
外
の
公
的
中
小
企
業
信
用
保
証
契
約
書
な
ど
の
公
表
資
料
は
な
か
な
か
存
在
し
な
い
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と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

）

た
だ
し
、
世
界
的
に
み
て
日
本
の
公
的
信
用
補
完
制
度
は
、【
図
６
】
に
も
垣
間
み
れ
る
よ
う
に
（
第
Ⅰ
編
第
一
章
第
二
節
Ⅱ
）
充
実
し

て
い
る
。
先
進
的
な
日
本
の
公
的
信
用
補
完
制
度
に
関
し
て
取
引
法
的
観
点
か
ら
公
的
信
用
補
完
制
度
に
関
し
て
分
析
を
試
み
た
本
稿
は
、

日
本
の
み
な
ら
ず
海
外
に
お
い
て
も
有
意
義
と
な
る
可
能
性
も
存
在
す
る
。

）

こ
の
よ
う
な
法
人
保
証
と
個
人
保
証
と
い
う
対
立
枠
組
み
を
分
析
採
用
す
る
も
の
と
し
て
、
椿
寿
夫
・
伊
藤
進
編
『
法
人
保
証
の
研
究
』

（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
五
年
）
が
存
在
す
る
。

）

本
稿
に
類
似
さ
れ
る
見
解
を
挙
げ
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
に
、
平
井
宜
雄「
い
わ
ゆ
る
継
続
的
契
約
に
関
す
る
一
考
察
」『
日
本
民
法

学
の
形
成
と
課
題

下

星
野
英
一
先
生
古
稀
祝
賀
』
六
九
七
頁
（
有
斐
閣
・
一
九
九
六
年
）
が
存
在
す
る
。

）

サ
ブ
リ
ー
ス
に
関
し
て
は
極
め
て
多
数
の
論
稿
が
存
在
し
、
ひ
と
ま
ず
近
江
幸
治
「
サ
ブ
リ
ー
ス
契
約
の
現
状
と
問
題
点
」
早
稲
田
法

学
七
六
巻
二
号
五
七
頁
、
お
よ
び
小
山
泰
史
「
サ
ブ
リ
ー
ス
契
約
を
め
ぐ
る
判
例
法
理
の
意
義－

借
地
借
家
法
三
二
条
と
の
関
係
で
」
立
命

館
法
學
二
九
三
号
一
頁
を
挙
げ
て
お
く
が
、
ほ
か
に
も
下
森
定
「
サ
ブ
リ
ー
ス
契
約
の
法
的
性
質
と
借
地
借
家
法
三
二
条
適
用
の
可
否

１
）

２
）
３
・
完
）－

東
京
地
裁
平
成
一
〇
・
八
・
二
八
判
決
を
契
機
と
し
て
」
金
融
法
務
事
情
一
五
六
三
号
六
頁
・
一
五
六
四
号
四
六
頁
・
一

五
六
五
号
五
七
頁
、
澤
野
順
彦
「
サ
ブ
リ
ー
ス
に
お
け
る
適
正
な
継
続
賃
料
と
は
（
上
）（
下
）－

法
理
論
と
鑑
定
結
果
と
の
狭
間
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ

六
六
五
号
一
四
頁
・
六
六
七
号
五
四
頁
、
野
村
豊
弘
「
サ
ブ
リ
ー
ス
契
約
」
稲
葉
威
雄
・
澤
野
順
彦
・
寺
田
逸
郎
・
内
田
勝
一
・
田
尾
桃
二
・

水
本
浩
編
『
新
借
地
借
家
法
講
座
第
三
巻－

借
家
編－
』
三
七
九
頁
（
日
本
評
論
社
・
一
九
九
九
年
）
な
ど
が
あ
る
。

）

関
連
す
る
も
の
と
し
て
、
田
中
輝
夫
「
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
デ
フ
ォ
ル
ト
・
ス
ワ
ッ
プ
の
法
的
問
題
」
金
融
法
務
事
情
一
六
五
五
号
一
四
頁
。

な
お
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
デ
フ
ォ
ル
ト
・
ス
ワ
ッ
プ
は
、
略
し
て
Ｃ
Ｄ
Ｓ
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

）

ほ
か
に
、
取
引
当
事
者
以
外
の
リ
ス
ク
を
取
引
対
象
と
す
る
こ
と
が
、
共
助
と
い
う
社
会
公
益
性
か
ら
か
け
離
れ
て
偶
然
の
事
情
に

よ
っ
て
損
得
が
生
じ
る
単
な
る
賭
け
事
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
公
序
（
民
法
九
〇
条
）
違
反
に
よ
る
無
効
に
な
ら
な
い
か
な
ど
、
検
討
価

値
あ
る
問
題
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

）

関
連
す
る
も
の
と
し
て
、
山
田
剛
志
「
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
の
証
券
化
問
題
に
お
け
る
金
融
機
関
の
責
任
」
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
コ
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ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
三
八
巻
二
（
五
八
五
）
号
四
八
頁
。

な
お
、
平
野
真
由
が
日
頃
も
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
松
本
恒
雄
教
授
（
平
野
の
か
つ
て
の
指
導
教
官
）
か
ら
は
、
日
本
で
ア
メ
リ
カ
の
サ

ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
問
題
が
一
般
的
に
あ
ま
り
報
じ
ら
れ
て
い
な
い
時
点
で
、
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
を
信
用
補
完
す
る
金
融
保
証
（
モ
ノ

ラ
イ
ン
）
保
険
や
、
住
宅
関
連
の
政
府
支
援
企
業
（
Ｇ
Ｓ
Ｅ
）
と
し
て
の
フ
ァ
ニ
ー
メ
イ
や
フ
レ
デ
ィ
マ
ッ
ク
の
存
在
、
あ
る
い
は
サ
ブ
プ

ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
の
証
券
化
ス
キ
ー
ム
な
ど
に
関
す
る
貴
重
な
数
多
く
の
ご
助
言
を
賜
り
、
平
野
も
若
干
の
研
究
・
調
査
を
お
こ
な
っ
た
が
、

平
野
の
研
究
・
調
査
時
点
で
は
取
引
そ
の
も
の
に
関
す
る
公
表
資
料
や
裁
判
例
・
学
説
に
乏
し
く
、
取
引
法
（
契
約
法
）
を
主
眼
と
す
る
本

稿
に
は
結
果
と
し
て
反
映
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
モ
ノ
ラ
イ
ン
に
関
し
て
は
、
比
較
的
最
近
の
も
の
と
し
て
、
関
雄
太
「U

.
S
.
A
.

In
sid
e O

u
t

モ
ノ
ラ
イ
ン
（
金
融
保
証
保
険
）
の
救
済
を
巡
る
議
論
」
資
本
市
場
二
七
一
号
七
五
頁
が
存
在
す
る
。
ま
た
、
政
府
支
援
企
業

に
関
し
て
は
、
小
林
正
宏
「
Ｇ
Ｓ
Ｅ
改
革
法
案
の
動
向
に
つ
い
て
」
季
報
住
宅
金
融
二
号
九
四
頁
や
、
坂
田
和
光
「
米
国
の
住
宅
金
融
機
関

の
問
題
点
と
規
制
強
化
の
動
き－
住
宅
関
連
の
政
府
支
援
企
業
を
巡
っ
て
」
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
五
五
巻
一
二
（
六
五
九
）
号
一
六
頁
が
存
在
す

る
。

97

一
〇
四

信
用
保
証
協
会
取
引
の
法
的
再
構
成

㈢
（
鶴
井
・
平
野
）



付録

【約定書例】（1963年９月10日制定）

○○信用保証協会（以下甲という。）と○○○○（以下乙という。）は、信用

保証協会法第20条に基づく保証（以下保証契約という。）に関して、次の各条

項を約定する。

（成立）

第１条 保証契約は、甲が乙に対し信用保証書を交付することにより成立す

るものとする。

（効力）

第２条 保証契約の効力は、乙が貸付を行ったときに生じる。

２ 前項の貸付は、信用保証書発行の日から30日以内に行うものとする。但

し、甲が特別の事情があると認め、乙に対し承諾書を交付したときは、60日ま

で延長することができる。

（旧債振替の制限）

第３条 乙は、甲の保証に係る貸付（以下「被保証債権」という。）をもって、

乙の既存の債権に充てないものとする。但し、甲が特別の事情があると認め、

乙に対し承諾書を交付したときは、この限りではない。

（貸付、償還状況報告）

第４条 乙は、第２条の貸付を行ったときは、遅滞なく甲に通知するものとす

る。

２ 乙は、被保証債権の全部または一部の履行を受けたときは、遅滞なく甲に

通知するものとする。

（保証契約の変更）

第５条 保証契約の変更は、甲が乙に対し変更保証書を交付することにより

成立するものとする。

２ 変更保証契約の効力は、乙が変更保証書に基づく変更の手続を完了した

ときに生じる。

３ 前項の手続きは、変更保証書発行の日から15日以内に行うものとする。

４ 乙は、保証契約の変更手続きを完了したときは、遅滞なく甲に通知するも

のとする。

（保証債務の履行）

第６条 甲は、被保証債権について債務者が最終履行期限（期限の利益喪失の
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日を含む。以下同じ。）後90日を経てなお、その債務の全部又は一部を変更し

なかったときは、乙の請求により乙に対し保証債務の履行をなすものとする。

但し、特別の事由があるときは、90日を経ずして甲に対し保証債務の履行請求

を行うことができる。

２ 前項の保証債務の履行の範囲は、主たる債務に利息および最終履行期限

後120日以内の延滞利息を加えた額を限度とする。

３ 延滞利息は、貸付利率と同率とする。

（保証債務履行請求権の存続期間）

第７条 乙は、最終履行期限後２年を経過した後は、甲に対し保証債務の履行

を請求することができない。

（保証料徴収の委託）

第８条 乙は、甲に代り被保証人から保証料（違約金を含む）を徴収するもの

とする。

２ 乙は、前項の保証料を徴収したときは、その都度甲に送金するものとす

る。

（債権の保全・取立）

第９条 乙は、常に被保全債権の保全に必要な注意をなし、債務履行を困難と

する事実を予見し、又は認知したときは、遅滞なく甲に通知し、且つ適当な措

置を講じるものとする。

２ 乙は、被保証債権について債務者に対し期限の利益を喪失せしめたとき

は、直ちに甲に通知するものとする。

３ 乙は、債務者が被保証債権の履行期限（分割履行の場合の各履行期日を含

む。）に履行しない場合には、甲の保証していない債権の取立と同じ方法を

もって、被保証債務の取立をなすものとする。

（債権証書及び担保物の交付）

第10条 乙は、甲より第６条による保証債務の履行を受けたときは、被保証債

権に関する証書及び担保物を甲に交付するものとする。

（免責）

第11条 甲は、次の各号に該当するときは、乙に対し保証債務の履行につき、

その全部または一部の責を免れるものとする。

⑴ 乙が第３条の本文に違反したとき。

⑵ 乙が保証契約に違反したとき。

⑶ 乙が故意若しくは重大な過失により被保証債権の全部又は一部の履行を

受けることができなかったとき。

（手続）
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第12条 この約定による保証契約上の手続きは、別に定めるところによるも

のとする。

（変更）

第13条 この約定の内容に変更を加えようとするときは、甲乙双方協議の上、

決定するものとする。

（約定書の所持）

第14条 この約定書は、２通作成し、甲乙各自１通を保有するものとする。

平成 年 月 日

甲 印

乙 印

【信用保証委託契約書例】

（信用保証の委託）

第１条 表記の借入要項による借入（これによって生ずる債務を以下「借入金

債務」といいます。）をするにあたって、貴協会に信用保証（以下「保証」と

いいます。）を委託します。

２．前項の保証は、貴協会と金融機関との間の取り決めに基づいて行われるも

のとします。

３．表記の借入要項による借入に対する保証は、借入金債務の全部を保証する

場合と、一定割合を保証（以下「割合保証」といいます。）する場合があり、

割合保証の場合の保証割合は信用保証書に記載されたとおりとします。

４．委託者および保証人は、この契約の締結にあたり必要となる法律上の手続

を経ていることを表明し、これを保証します。

（信用保証料等）

第２条 委託者が前条第１項の委託により借入をするときは、その委託額に

対し貴協会所定の料率・方法により計算された額を信用保証料として貴協会

に支払います。

２．前項により支払いをした信用保証料は、違算の場合を除き、返戻を求めま

せん。

３．委託者が借入金債務の履行を怠ったときは、その延滞額に保証割合を乗じ

た額に対し、延滞期間（この場合の延滞期間は、期限の利益そう失にかかわら

ず金融機関所定の最終弁済期日の翌日を始期とする期間とします。）に応じ、

年３．65パーセントの割合をもって計算された額を、延滞保証料として貴協会
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に支払います。この場合の計算方法は、年365日の日割計算とします。

（担保）

第３条 貴協会に差し入れた担保につき、その担保の全部または一部が滅失

したとき、もしくは価格の下落等により担保価値に変動が生じたとき、または

保証人の能力に著しい変動が生じたときは、直ちに増担保を差し入れ、または

保証人を追加します。

２．貴協会に差し入れた担保は、必ずしも法定の手続によらず、一般に適当と

認められる方法・時期・価格等により貴協会において処分ができるものとしま

す。

３．金融機関から貴協会が譲渡を受けた担保または貴協会に移転した担保に

ついても、前２項に準じて取り扱うことに同意します。

（求償権の事前行使）

第４条 委託者または保証人について、次の各号の事由が一つでも生じたと

きは、貴協会は第５条の代位弁済前に委託者および保証人に対し求償権を行

使することができるものとします。

⑴ 仮差押、強制執行もしくは担保権の実行としての競売の申立を受けたと

き、仮登記担保権の実行通知が到達したとき破産手続開始、民事再生手続開始

もしくは会社更生手続開始の申立があったとき、または清算に入ったとき。

⑵ 公租公課につき差押または保全差押を受けたとき。

⑶ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

⑷ 担保物件が滅失したとき。

⑸ 借入金債務の一部でも履行を遅滞したとき。

⑹ 住所変更の届出を怠るなど委託者または保証人の責めに帰すべき事由に

よって、貴協会に委託者または保証人の所在が不明となったとき。

⑺ 第８条第２項に基づいて委託者または保証人が貴協会に提出する財務状

況や事業内容を示す書類に重大な虚偽の内容があった場合等、本契約に違反

したとき。

⑻ 前各号のほか求償権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

２．貴協会が前項により求償権を行使する場合には、民法第461条に基づく抗

弁権を主張しません。借入金債務または第６条の償還債務について担保があ

る場合にも同様とします。

（代位弁済）

第５条 委託者が借入金債務の全部または一部の履行を遅滞したため、貴協

会が金融機関から保証債務の履行を求められたときは、委託者および保証人

に対して、通知・催告をしなくても弁済することができるものとします。
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２．貴協会の前項の弁済によって金融機関に代位する権利の行使に関しては、

委託者が金融機関との間に締結した契約のほか、なおこの契約の各条項が適

用されるものとします。

（求償権の範囲）

第６条 貴協会が前条第１項の弁済をしたときは、貴協会に対して、その弁済

額およびこれに対する弁済の日の翌日以後の年14パーセントの割合による損

害金ならびに避けることのできなかった費用その他の損害を償還します。こ

の場合の損害金の計算方法は、年365日の日割計算とします

（弁済の充当順序）

第７条 委託者または保証人の弁済した金額が、貴協会に対する本契約から

生じる償還債務、信用保証料債務、延滞保証料債務、その他の債務（以下「本

契約から生じる債務」と総称します。）の全額を消滅させるに足りないときは、

貴協会が適当と認める順序・方法により、充当することができるものとしま

す。

２．委託者または保証人が、本契約から生じる債務および本契約以外の信用保

証委託契約から生じる債務を貴協会に負担している場合に、委託者または保

証人の弁済した金額が、貴協会に対するこれらの債務の全額を消滅させるに

足りないときは、貴協会が適当と認める順序・方法により、いずれの信用保証

委託契約から生じる債務（ただし、弁済者が債務を負担していないものを除き

ます。）にも充当することができるものとします。

（調査および報告）

第８条 委託者または保証人の名称、商号、代表者、住所等の事項について変

更があったときは、直ちに書面によって届出し、貴協会の指示に従います。

２．委託者（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則昭和38年大蔵

省令第59号に基づく関連会社および関係会社を含む。）または保証人の財務状

況や事業内容を示す税務申告決算書、定款等の写しについて、貴協会から請求

があったときは直ちに提出します。また、貴協会が金融機関に依頼して当該書

類を受領することについて承諾します。

３．前項のほか、財産、経営、業況等について貴協会から請求があったときは、

直ちに報告し、また貴協会に対し帳簿閲覧等調査に必要な便益を提供します。

４．前項の事項に重大な変動が生じたとき、または生じるおそれのあるとき

は、直ちに貴協会に報告し、その指示に従います。

５．委託者または保証人の財産の調査について貴協会が必要とするときは、貴

協会を委託者または保証人の代理人として、市区町村の住民基本台帳（省略の

ない住民票）の写し、戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本等を交付申請およ
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び受領すること、あるいは固定資産課税台帳、土地・家屋総合名寄帳等を閲覧、

謄写ならびに所得証明書、納税証明書、評価証明書等を交付申請および受領す

ることを委任します。

６．貴協会が第６条の求償権につき、債権管理回収業に関する特別措置法（平

成10年法律第126号）第２条第３項の規定に基づく債権回収会社（以下「債権

回収会社」といいます。）にその回収を委託しているときは、当該債権回収会

社を委託者または保証人の復代理人として、前項に掲げる手続を委任するこ

とを承諾します。

７．委託者および保証人は、この契約に関し現在および将来において貴協会に

提出する一切の書類もしくは報告する事項の内容がいずれも真実であること

を表明し、これを保証します。

（成年後見人等の届出）

第９条 委託者または保証人について家庭裁判所の審判により、補助・保佐・

後見が開始された場合には、成年後見人等の氏名その他必要な事項、および後

見登記等に関する法律（平成11年法律第152号）（以下「後見登記法」といいま

す。）による登記によりなされた登記事項証明書等を添えて、貴協会に直ちに

届出します。

２．委託者または保証人について家庭裁判所の審判により、任意後見監督人が

選任された場合には、任意後見人の氏名その他必要な事項、および後見登記法

による登記によりなされた登記事項証明書等を添えて、貴協会に直ちに届出

します。

３．委託者または保証人について既に補助・保佐・後見開始の審判を受けてい

る場合、または任意後見監督人が選任されている場合にも、前２項と同様に成

年後見人等あるいは任意後見人の氏名その他必要な事項、および後見登記法

による登記によりなされた登記事項証明書等を添えて、貴協会に直ちに届出

します。

４．前３項の事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、成年後見人等

あるいは任意後見人の氏名その他必要な事項、および後見登記法による登記

によりなされた登記事項証明書、あるいは閉鎖事項証明書等を添えて、貴協会

に直ちに届出します。

５．前４項の届出の前に生じた損害については、委託者および保証人において

対処することとし、貴協会には一切の責任を問いません。

（公正証書の作成）

第10条 貴協会の請求があるときは、この契約にかかる債務の履行につき、直

ちに強制執行に服する旨の陳述を記載した公正証書の作成に必要な一切の手
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続きをします。

（費用の負担）

第11条 貴協会が第５条第１項の弁済によって取得した権利の保全もしくは

行使または担保の保全、行使もしくは処分に要した費用およびこの契約から

生じた一切の費用は、委託者の負担とし、貴協会の請求により直ちに貴協会に

償還します。

（連帯保証人）

第12条 保証人は、この契約の各条項を承認のうえ、第６条の償還債務、第２

条の信用保証料債務および延滞保証料債務ならびに前条の費用償還債務の全

額につき、委託者と連帯して履行の責を負います。

２．貴協会に差し入れた担保または保証人につき、貴協会が変更・解除・放棄・

返還等をしても、保証人の責任には変動を生じないものとします。

３．金融機関から貴協会が譲渡を受けた担保または貴協会に移転した担保に

ついても、前項に準じて取り扱うことに同意します。

４．保証人が金融機関に対して貴協会の保証にかかる借入金債務につき保証

をし、または担保の提供をしたときは、貴協会と保証人との間における求償お

よび代位の関係を次のとおりとします。

⑴ 貴協会が第５条第１項の弁済をしたときは、保証人は貴協会に対して第

６条の求償権全額を償還します。

⑵ 貴協会が第５条第１項の弁済をしたときは、保証人が当該借入金債務に

つき金融機関に提供した担保の全部について貴協会が金融機関に代位し、第

６条の求償権の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行うことができ

ます。

⑶ 保証人が金融機関に対する自己の保証債務の弁済をしたとき、または保

証人が金融機関に提供した担保の実行がなされたときは、保証人は、貴協会に

対して何らの求償をしません。

５．保証人が第１項の保証債務を弁済した場合であっても、貴協会の同意がな

ければ代位によって貴協会から取得した権利を行使しません。もし、貴協会か

らの請求があれば、その権利または順位を貴協会に無償で譲渡します。

（代位取得の手形）

第13条 代位により金融機関から貴協会に移転した手形につき、その権利が

消滅した場合にも、委託者および保証人の貴協会に対する償還債務には変動

を生じないものとします。

（管轄裁判所の合意）

第14条 この契約に関する訴訟・和解および調停については、貴協会の本店
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（本所）または支店（支所）の所在地の裁判所を管轄裁判所とし、事物管轄に

ついては法律の規定によるほか、訴訟物の価額にかかわらず、その簡易裁判所

も管轄裁判所とすることに合意します。

（情報の授受）

第15条 貴協会が相当と認めたときは、この契約に関して貴協会が知るに

至った情報を次の各号に定める機関との間で授受することに同意します。

⑴ 貴協会以外の信用保証協会

⑵ 債権回収会社

⑶ 有限責任中間法人 CRD協会

⑷ 中小企業信用保険法（昭和25年法律第264号）に基づく信用保険に係る業

務を行う機関

⑸ 中小企業信用保険法施行令（昭和25年政令第350号）第１条の２、第１条

の３および第１条の４に掲げる金融機関等

⑹ 貴協会に対して損失補償を行う機関

⑺ 社団法人全国信用保証協会連合会

⑻ 貴協会が出資する会社等

（契約の変更）

第16条 第１条第２項の取り決めについて、その変更がなされたときは、変更

後の取リ決めの内容が適用されるものとします。

以 上
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